
発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(7／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 

解 析 モ デ ル 設 定

固 有 値 解 析

減 衰 定 数

基準地震動Ｓｓ又はそれに基

づ く 設 計 用 床 応 答 曲 線

若しくは時刻歴応答 波 * 2

基 準 地 震 動 Ｓ ｓ に

対 す る 地 震 応 答 解 析

耐 震 S ク ラ ス 設 備

弾性設計用地震動Ｓｄに

対 す る 地 震 応 答 解 析

弾性設計用地震動Ｓｄ又はそ

れに基づく設計用床応答曲線

若しくは時刻歴応答 波 * 2

・応答加速度

・応答せん断力

・応答軸力

・応答変位

・応答曲げモーメント

・応答加速度

・応答せん断力

・応答軸力

・応答変位

・応答曲げモーメント

*2:剛ではない支持構造物に設置される
設備及び非線形解析等の地震応答解

 析において実挙動をより詳細に模擬
 する場合は，時刻歴応答波を用い　
 る。

支 持 構 造 物 を 含 め た

振 動 特 性 を 考 慮 * 1

*1:剛な支持構造物に設置される
設備は，支持構造物の振動特

　性による影響を受けないが，
 剛ではない支持構造物に設置

   される設備は，支持構造物の
   振動特性による影響を受ける

 ため，支持構造物の振動特性
   を考慮した評価を行う。

第 1-2図 機器・配管系の地震応答解析の手順 

 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。

 支持構造物を含め

た振動特性を考慮

することを明記し

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(8／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
   

 

 
 

図 1-3 屋外重要土木構造物の地震応答解析の手順 

 

(6/27)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(9／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4.設計用地震力 

4.1 地震力の算定方法 

4.1.2  動的地震力 

 

 

 (1) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周

辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在するこ

とが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7

ｋｍ/ｓ以上を有する標高約－70ｍの位置に想定することと

する。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表

面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動

は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した

上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，

地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定

する。 

また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特

性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を

用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，地下水排水

設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地

震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築

物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に

設定する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新

の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条

件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必

要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗

じたものを用いる。 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.1.1 建物・構築物（2.1.2に記載のものを除く。） 

 

 

(1) 入力地震動 

 

 

 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとして

いる。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で

定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建

物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM 解

析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した

入力地震動を設定する。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，地震動評価で考

慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地

質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定した地下構造モデルを用いて

設定するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。地盤の非線形特性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下

水位の低下状態を踏まえ評価する。地盤の動的変形特性を考慮した入力

地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応じて解析手法の

適用性に留意する。更に必要に応じ敷地における観測記録による検証や

最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設

定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭の拘束効

果についても適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物の

うち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計

用地震動Ｓｄを2分の1倍したものを用いる。 

 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

 

 

 

(1) 入力地震動 

 

 

 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s 以上であるEL.-370m 

としている。 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

上で，必要に応じ2 次元FEM 解析又は１次元波動論により，

地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定

する。 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

付近での地質・速度構造の違いにも留意するとともに，地盤

の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。更に必要に

応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術

的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭

の拘束効果についても適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構

築物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機

能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が

必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを 1/2倍したも

のを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 解放基盤表面の標

高に応じた記載で

あるため，新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

• 原子炉施設ではない

ため，炉心ではな

く，対象建物・構築

物の直下又は周辺の

地質・速度構造につ

いて留意する旨を記

載した。また，地盤

のひずみが大きい場

合があるため，その

留意について記載し

た。 

• 本内容については，

補足説明資料「【耐

震建物 08】地震応答

解析に用いる地盤モ

デル及び地盤物性値

の設定について」に

て示す。 

 

• 重大事故等対処施設

については後次回で

比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(10／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

4.1.2  動的地震力 

(2) 動的解析法 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－

１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の

作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，建物・

構築物に応じた適切な解析条件を設定する。また，原則として，建物・

構築物の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解

析に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解

析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものと

し，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地

盤の接触状況，地盤の剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率

に与える影響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによ

る非線形性又は誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するもの

とする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮と

して，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・

構築物位置での地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波

試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答

解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討する

ための動的解析において，建物・構築物の主要構造要素がある程度以上

弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特

性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等を

適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状

や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきばらつきの要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定す

る。 

 

建物・構築物の 3次元応答性状及び機器・配管系への影響について

は，建物・構築物の 3 次元 FEMモデルによる解析に基づき，施設の重要

性，建屋規模及び構造特性を考慮して評価する。3次元応答性状等の評

価は，周波数応答解析法等による。解析方法及び解析モデルについて

は，「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設

定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛

性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中

質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮し

て定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，

地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は

誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

る。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの

地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性

範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物の支持機能を検討す

るための動的解析において，建物・構築物の主要構造要素が

ある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を

適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建

物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮す

べきばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮

した動的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響

については，建物・構築物の 3次元 FEM モデルによる解析に

基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価

する。3 次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等によ

る。解析方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施設

については後次回で

比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(11／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
10.耐震計算の基本方針 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

・スペクトルモーダル解析法 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による

地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここ

で，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場

合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化

強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ

た上で保守性を考慮して設定する。 

 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する

計算書」に示す。 

 

また，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる

地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する

局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位

の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤の

有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代

表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答性状及び機

器・配管系へ及ぼす影響については，地盤 3次元 FEMモデルによる解析

に基づき評価する。解析方法及び解析モデルについては，「Ⅳ－２－４

－２ 隣接建屋に関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変

化に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網

羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におい

ては，多くの建屋

が隣接する状況を

踏まえて，隣接建

屋の影響評価につ

いて記載した。 

• 本内容における建

物・構築物の影響

評価については，

補足説明資料「【耐

震建物 06】隣接建

屋の影響に関する

検討」に示し，機

器・配管系の影響

評価については補

足説明資料「【耐震

機電 21】隣接建屋

の影響に対する影

響確認について

（機器・配管系）」
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(12／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4.1.2  動的地震力 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振動

性状の把握を行う。地震観測網の概要については，「Ⅳ－１－１

－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網につい

て」に示す。 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網から得ら

れた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用いるモデルにつ

いては，地震観測網により得られた観測記録を用い解析モデルの妥当性

確認等を行う。地震観測網の概要は，別紙「地震観測網について」に示

す。 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測

網から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解

析に用いるモデルについては，地震観測網により得られた観

測記録を用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観測網

の概要は，別紙「地震観測網について」に示す。 

に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(13／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式を

Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

 

[𝑚]･{�̈�}𝑡 + [𝑐]･{�̇�}𝑡 + [𝑘]･{𝑥}𝑡 = −[𝑚]･{�̈�}𝑡 (1) 

 

ここで， 

    [𝑚] :質量マトリックス 

    [𝑐] :減衰マトリックス 

    [𝑘] :剛性マトリックス 

    {�̈�}𝑡 :時刻tの加速度ベクトル 

    {�̇�}𝑡 :時刻tの速度ベクトル 

    {𝑥}𝑡 :時刻tの変位ベクトル 

    {�̈�}𝑡 :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻ｔ + ∆ｔにおける解を次のようにして求める。なお，∆ｔ
は時間メッシュを示す。 

 

{𝑥}𝑡+𝛥𝑡＝{𝑥}𝑡 + {�̇�}𝑡･𝛥𝑡 + [(
1

2
− 𝛽) ･{�̈�}𝑡 + 𝛽･{�̈�}𝑡+𝛥𝑡] ･𝛥𝑡

2  (2) 

{�̇�}𝑡+𝛥𝑡＝{�̇�}𝑡 +
1

2
･[{�̈�}𝑡 + {�̈�}𝑡+𝛥𝑡]･𝛥𝑡    (3) 

{�̈�}𝑡+𝛥𝑡＝{�̈�}𝑡 + {𝛥�̈�}𝑡+𝛥𝑡     (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応答増分ベク

トルが次のように求められる。 

{𝛥�̈�}𝑡+𝛥𝑡＝− [𝐴]−1･([𝐵] + [𝑚]･{𝛥�̈�}𝑡+𝛥𝑡)  (5) 

 

ここで， 

[𝐴]＝[𝑚] +
1

2
･𝛥𝑡･[𝑐] + 𝛽･𝛥𝑡2･[𝑘]  

[𝐵]＝ (𝛥𝑡･[𝑐] +
1

2
･𝛥𝑡2･[𝑘]) ･{�̈�}𝑡 + 𝛥𝑡･[𝑘]･{�̇�}𝑡  

{𝛥�̈�}𝑡+𝛥𝑡＝{�̈�}𝑡+𝛥𝑡 − {�̈�}𝑡  

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻ｔ + ∆ｔの応答

が時刻ｔの応答から求められる。 

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

をNewmark-β法（β＝1/4）を用いた直接積分法により求め

る。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(14／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 b. 解析モデル 

建物・構築物の解析モデルの例を以下に示す。その他の建物・構築物の

解析モデルの例については，当該施設の申請に合わせて次回以降に詳細を

説明する。 

 

 

 

 

 

(a) 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，基礎の曲げ及びせん断剛性を

評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮

し，基礎の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。なお，冷却塔本体は

2.2(2)b.(a)による。 

 

 

 

 

 

(b) 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔） 

水平及び鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，解放基盤レベ

ル(T.M.S.L.-70.0m)より上部の地盤をモデル化対象とし，建屋－地

盤の連成を考慮したモデルとする。なお，建屋は質点系モデルと

し，地盤及び周辺構造物は 2 次元 FEMモデルとする。 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 原子炉建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及

びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，

地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性及び屋根トラス

の曲げせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

 

 

 

 

(b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

杭の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した多質点

系モデルとする。 

 

(c) 主排気筒 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び

鉄塔の曲げ及びせん断剛性を評価した 2 軸の多質点系モデルと

する。鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身

及び鉄塔の軸剛性を評価した２軸の多質点系モデルとする。 

 

(d) 非常用ガス処理系配管支持架構 

水平方向，鉛直方向とも，杭を含む地盤との相互作用を考慮

し，鉄骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を評価した要素と，軸

剛性のみを評価した要素による，剛基礎を有する 3 次元フレー

ムモデルとする。 

 

(e) 緊急時対策所建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(f) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の曲げ及びせ

ん断剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モ

デルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁

の軸剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モ

デルとする。 

 

• 第 1回申請範囲にお

ける再処理施設の建

物・構築物の構造に

応じて記載してお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

• 建物・構築物につい

ては，発電炉の記載

も踏まえ，構造によ

って考え方の異なる

モデルを記載するも

のとし，重大事故等

対処施設等について

は後次回で比較結果

を示す。 

 

• 解析モデルについて

は，補足説明資料

「【耐震建物 23】竜

巻防護対策設備の耐

震評価について」に

て示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(15／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

・スペクトルモーダル解析法 

 

建物・構築物の動的解析おいては，地下水排水設備による地

下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで，

地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合

は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強

度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた

上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する

計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤

表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対

象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元 FEM 解

析又は 1 次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した

入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考

慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関

する動的変形特性を考慮する。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，各構造

物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答解析は，地盤と構造物

の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地震時における非

線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいず

れかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の

ばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応答性状に及

ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

また，動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を

考慮して適切な解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤の有効応力

の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効

応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び

網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

屋外重要土木構造物の液状化に関する影響評価結果については，「Ⅳ

－２－４－３ 液状化に関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析にお

ける入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓ

ｓを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必

要に応じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地

盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等

を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

地中土木構造物への地盤変位に対する保守的な配慮とし

て，地盤を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮

する場合は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷

地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定

する。上部土木構造物及び機器・配管系への加速度応答に対

する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する

場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定した解析を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 再処理施設では，

全応力解析を実施

するとともに，地

震時の地盤の有効

応力の変化に応じ

た影響を考慮する

場合には有効応力

解析を実施する。

有効応力解析に用

いる液状化強度特

性は、敷地地盤の

試験結果に基づ

き，ばらつき及び

不確実性を考慮し

(22/27)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(16／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる

地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する

局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振とするが，構

造物の応答特性により水平 2 方向の同時性を考慮する必要がある場合

は，水平 2方向の組合せについて適切に評価する。具体的な方針につい

ては「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性

を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて

適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を

適用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地

震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持される

ことを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した

上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

た上で保守性を考

慮して設定するた

め，周辺地盤を強

制的に液状化させ

ることを仮定した

設計は行わない。

また，非液状化の

条件については全

応力解析にて実施

していることから

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

 

(23/27)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(17／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮

する。 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震力は，

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ又は当該機器・配管系の設置

床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答波とする。 

 

設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用

床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏

まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直

方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することと

する。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管系の

うち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計

用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用床応答曲線の応答加

速度を 2 分の 1 倍したものを用いる。 

2.2 機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力

地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は

当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しく

は時刻歴応答波とする。 

設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-

1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの機器・配

管系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の

機能を代替する重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析

が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形

解析により作成した設計用床応答曲線の応答加速度を1/2 倍

したものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におけ

る入力地震動又は

入力地震力は，規

格上の接地率未満

である場合は誘発

上下動を考慮する

必要があり，考慮

方法としては先行

炉（高浜発電所３

号機，４号機）と

同様の方法である

ことから，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施設

については後次回で

比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(18／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析によ

る設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－

２ 耐震計算書作成の基本方針」，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震

性に関する計算書」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１－１－11

－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速

度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速

度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が

許容荷重以下となることを確認する。 

 

これらの水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条

件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基

準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振

動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の要素

を使用した有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペ

クトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い

たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合

は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって

は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を

取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮

を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象

設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性

等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結

果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，

代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素法モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたス

ペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答

曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析

法により応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を

用いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現

象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し

つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対

象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有限要素モデル

が，はりまたはシ

ェル等の要素を使

用することを明記

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉ではクレー

ン類に限定した記

載としているが，

再処理施設におい

てはクレーン設備

以外についても非

線形解析が必要で

あることから,記載

の差異があるもの

の，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 スペクトルモーダ

ル解析法及び時刻

歴応答解析法にお

けるばらつき等の

考慮については補

足説明資料「【耐震

機電 11】地震応答

解析における材料

物性のばらつきに

伴う影響確認につ

いて（機器・配管

系）」に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(19／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適

切にモデル化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組

み合わせるものとする。具体的な方針については「Ⅳ－１－１－７ 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加

速度の 1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地

震力を算定する。 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平2 方向及び鉛直方向の応

答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方

針については添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の

1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用い

る地震力を算定する。 

 

 

 

 

 
 再処理施設におい

ては，剛性の高い

配管系を有してお

り，機器同様に設

置床面の最大応答

加速度の 1.2倍の

加速度を適用して

評価を行うことか

ら，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(20／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根(SRSS)法に

より求める。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル時刻歴

解析による。 

 

 

ｂ．解析モデル 

機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 機器 

容器，熱交換器等の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそれぞれ

考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに置換す

る。 

ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化を考

慮する方が適切と考えられる構造の場合は，はり又はシェル要素による有

限要素モデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素によ

る有限要素モデル等に置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する

場合は，すべり要素等の非線形要素を取り入れた上で有限要素モデルに置

換する。 

 

 

 

 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根

（ＳＲＳＳ）法により求める。時刻歴応答解析法においては直

接積分法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

 

(a) 原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物 

原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物

は，建物質量に対しその質量が比較的大きく，また支持構造上

からも原子炉建屋による影響が無視できないため，原子炉建屋

と連成させた解析モデルを用いる。原子炉格納容器，原子炉圧

力容器及び圧力容器内部構造物は，多質点系モデルに置換し，

各構造物を結合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物

の剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中さ

せた１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮す

る方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに

置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，す

べり要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに

置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉では，代表

的な解析モデルと

して原子炉建屋と

連成させた特殊な

モデルについて説

明しているが，再

処理施設において

は建屋と連成した

特殊なモデルを有

していないため，

記載の差異がある

が新たに論点が生

じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 再処理施設の機器

をモデル化する際

の考慮事項を記載

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 はり又はシェル要

素を使用した有限

要素モデルを用い

ることを明記した

ものであり，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない 

 

 

• 本資料内の整合を

図るため，前ペー

ジ(a)項に合わせた

記載としたため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

• 再処理施設におい

(21/25)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(21／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

（中略） 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 配管系 

配管は，設備の重要度，口径及び最高使用温度に応じ，標準支持間隔を

用いたモデル又は多質点系はりモデルに置換する。また，ダクトは，標準

支持間隔を用いたモデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに応じ

た評価を行う。機器，配管系の評価方法について，「Ⅳ－１－１－11－１ 

配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」及び後

次回にて申請する「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点は

りモデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに

置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，す

べり要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに

置換する。 

 

 

 

て「等」と記載し

た理由としては，

多質点系モデル以

外に定型式により

評価を行うアーム

型のクレーンがあ

るためであり，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

• 再処理施設におい

ては，発電炉にお

ける３次元多質点

はりモデルを多質

点系はりモデルと

称しており，用い

ている有限要素モ

デルに違いは無い

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

• 機器，配管系ごと

に解析方法及び解

析モデルを設定

し，評価を行うこ

とから，「配管系」

に含まれるダクト

の解析モデルを明

記したものであ

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

• 解析方法及び解析

モデルに応じた機

器，配管系の評価

方法を示す添付書

類を明記したもの

であり，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(22／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

  

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析にお

ける入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓ

ｓを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必

要に応じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地

盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等

を適切に考慮する。 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

地中土木構造物への地盤変位に対する保守的な配慮とし

て，地盤を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮

する場合は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷

地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定

する。上部土木構造物及び機器・配管系への加速度応答に対

する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する

場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定した解析を実

施する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(23／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性

を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて

適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価

を適用できる基本構造等と異なる施設については，適用する

地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持され

ることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化し

た上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(24／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数

も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮

する。 

(2) 動的解析法

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１

－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成

方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方

針」に示す。 

3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991に記載され

ている減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，

試験等で妥当性が確認された値も用いる。具体的には第 3-1表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの材料

減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記

録等により，その妥当性を検討する。入力地震動による建物・構築物の

応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえ，既往の知見に加え，地震観

測記録等による検討を行い，適用性が確認できたことから第 3-1表に示

す建物・構築物に対して 5％と設定する。 

地盤及び屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数

については，地中構造物としての特徴及び同モデルの振動特性を考慮し

て適切に設定する。 

機器・配管系における設計用減衰定数は，対象設備に応じた値を適用

する。 

第 3-1表  減 衰 定 数 

1．建物・構築物

対象設備 使用材料 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

建物 

建物 
鉄筋コンクリート 5 5 

鉄骨 2 2 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊ 

屋外機械

基礎 

構築物 鉄筋コンクリート 5 5 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊ 

竜巻防護

対策設備 
構築物 鉄骨 2 2 

排気筒 構築物 
筒身 1 1 

鉄塔 2 2 

注記 ＊：地盤条件及び基礎形状等に基づき振動アドミッタンス理論により

動的地盤ばねを算定し，JEAG4601-1991追補版の近似法により算定 

3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，ＪＥＡＧ４６０１－

1987，1991 に記載されている減衰定数を設備の種類，構造等

により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認され

た値も用いる。具体的には表 3-1 に示す値を用いる。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリ

ートの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，

既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。

入力地震動による建物・構築物の応答レベル及び構造形状の

複雑さを踏まえ，既往の知見に加え，地震観測記録等による

検討を行い，適用性が確認できたことから表 3-1 に示す建

物・構築物に対して 5％と設定する。 

地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの

減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの

振動特性を考慮して適切に設定する。 

• 対象設備と異なる

減衰定数を適用す

る場合の適用方法

について記載して

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。

• 再処理施設の建

物・構築物の減衰

定数については，

基本的に施設共通

の方針であるた

め，施設区分毎に

纏める構成とし

た。
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(25／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 

2．機器・配管系 

対象設備 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

溶接構造物 1.0 1.0＊1 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0＊1 

ポンプ・ファン等の 

機械装置 
1.0 1.0＊1 

空調用ダクト 2.5 2.5＊1 

電気盤 4.0 1.0＊1 

クレーン 1.0～2.0＊3 1.0～2.0＊1 

燃料取扱装置 1.0～2.0＊3 1.0～1.5(2.0)＊1＊2 

配管系 0.5～3.0＊3＊4 0.5～3.0＊1＊3＊4 

液体の揺動 0.5 － 

注記 ＊1：既往の研究等において，設備の地震入力方向の依存性や減衰特性について

検討され妥当性が確認された値 

＊2：（ ）外は，燃料取扱装置のトロリ位置が端部にある場合，（ ）内は，

燃料取扱装置のトロリ位置が中央部にある場合 

＊3：既往の研究等において，試験及び解析等により妥当性が確認されている

値 

＊4：具体的な適用条件を「第 3-2表 配管系の設計用減衰定数」に示す。 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究(H７～

H10)」 

• 再処理施設におけ

る対象設備及び減

衰定数を記載して

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。

• 減衰定数に対する

適用範囲について

は，補足説明資料

「【耐震機電 18】新

たに適用した減衰

定数について」に

示す。

• 発電炉の燃料取替

機と，再処理施設

の燃料取扱装置は

構造が同一であ

り，対象設備の名

称は参考文献上の

設備の名称を記載

しているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。
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【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(26／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 

第 3-2表 配管系の設計用減衰定数 

配管区分 
減衰定数＊1(％) 

保温材無 保温材有＊2 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイ

ント支持主体の配管系で，

支持具(スナッバ又は架構レ

ストレイント)の数が 4個以

上のもの

2.0 3.0＊3 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイン

ト，ロッドレストレイン

ト，ハンガ等を有する配管

系でアンカ及び Uボルトを

除いた支持具の数が 4個以

上であり，配管区分Ⅰに属

さないもの

1.0 2.0＊3 

Ⅲ 

Uボルトを有する配管系で，

架構で水平配管の自重を受

ける Uボルトの数が 4個以

上＊4のもの 

2.0＊3 3.0＊3 

Ⅳ 
配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属

さないもの 
0.5 1.5＊3 

注記 ＊1：水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を使用 

＊2：金属保温材による付加減衰定数は，配管全長に対する金属保温材使用割合が

40％以下の場合 1.0％を適用するが，金属保温材使用割合が 40％を超える場合

は 0.5％とする。 

＊3：JEAG4601-1991追補版で規定されている配管系の設計用減衰定数に，既往の研

究等において妥当性が確認された値を反映 

＊4：表に示す支持具の種類及び数は，アンカからアンカまでの独立した振動系につ

いて算定する。支持具の算定は，当該支持点を同一方向に複数の支持具で分配

して支持する場合には，支持具数は 1個として扱い，同一支持点を複数の支持

具で 2方向に支持する場合は 2個として扱うものとする。 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究(H７～

H10)」 

• 本資料内の 3.項の

記載内容との整合

を図るための記載

であり，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(27／27) 

別紙４－５ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 Ⅳ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目 次 

 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要 

 再処理施設の主要な建屋には，安全上重要な施設の実地震時の振動特性

を把握するために，各建屋に地震計を設置し，継続して地震観測を行う。

また，比較的規模の大きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測

定結果に基づく解析等により主要な施設の健全性を確認すること等に活用

する。 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 

 

 

 

 

 

再処理施設における主要な建屋については，地震時の建屋の水平方向及

び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上や最上部等の適切な

位置に地震計を配置することにより，実地震による建屋の振動（建屋増幅

特性）を観測する。 

なお，地震計は水平 2 成分と鉛直 1 成分の計 3成分を観測するものとす

る。 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 各建屋の地震計の設置方針を第 3-1表に，各建屋における地震計の配置

を第 3-1 図～第 3-30図に示す。 

 

第 3-1表 各建屋の地震計の設置方針 

第 3-1図 分離建屋 地震計配置図（平面図）～第 3-30 図 第１ガラス固

化体貯蔵建屋 地震計配置図（断面図） 

 
 

Ⅴ-2-1-6 別紙 地震観測網について 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 地震観測網の基本方針 

3. 地震観測網の配置計画 

 

 

1. 概要 

東海第二発電所の主要な建屋には，原子炉格納施設等の安全

上重要な施設の実地震時の振動特性を把握するために，各建屋

に地震計を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規

模の大きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測定結

果に基づく解析等により，主要な施設の健全性を確認すること

等に活用する。 

 

2. 地震観測網の基本方針 

原子炉建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方

向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上，原子炉棟の外壁

面の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による

建屋の振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測す

る。 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，地震時の建屋の水平方

向及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上及び

最上部の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震に

よる建屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

なお，地震計は水平2 成分と鉛直1 成分の計3 成分を観測す

るものとする。 

 

 

3. 地震観測網の配置計画 

各建屋の地震計の設置方針を表3-1に示す。 

 

 

表3-1 各建屋の地震計の設置方針 

図3-1 地震計配置図（平面図）～図3-4 地震計配置図（断面

図）（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉では原子炉

建屋と使用済燃料

乾式貯蔵建屋各々

について記載して

いるが，再処理施

設においては使用

済燃料乾式貯蔵建

屋の地震計の配置

方針に近いことか

ら，使用済燃料乾

式貯蔵建屋側と比

較し同等の記載と

した。 

 

 

• 図の引用を明確化

した。第 1回申請

における対象施設

はないが，各建屋

の地震観測網の配

置の実状を記載し

たものであり，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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令和４年９月８日 Ｒ４ 

別紙４－６

設計用床応答曲線の作成方針

下線：

・プラントの違いによらない記載内容の差異

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異

二重下線：

・プラント固有の事項による記載内容の差異

・後次回の申請範囲に伴う差異

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(1／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

目 次 

1. 概要

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法

2.1 基本方針

2.2 解析方法

2.3 減衰定数

2.4 数値計算用諸元

2.5 応答スペクトルの適用方法

2.6 設計用床応答曲線の作成

Ⅴ－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針 

目 次 

1. 概 要

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法

2.1 基本方針

2.2 解析方法

2.3 減衰定数

2.4 数値計算用諸元

2.5 応答スペクトル作成位置

2.6 応答スペクトルの適用方法

2.7 設計用床応答曲線の作成

2.8 設備用床応答曲線の作成

3. 地震応答解析モデル

4. 最大加速度及び設計用床応答曲線

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。

 再処理施設の資料

構成として，施設

の具体的な数値等

は添付書類「Ⅳ-

1-1-6」の別紙と

して添付する構成

としているため，

資料構成の差異は

あるが新たな論点

が生じるものでは

ない。
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(2／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
10. 耐震計算の基本方針 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わ

すべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の

基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析

による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－

２ 耐震計算書作成の基本方針」，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震

性に関する計算書」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１－１－11

－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用

地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
*1の作成方針及びその方針に基づき作成した設計用床応答曲線に関して

説明するものである。 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊１：1.項～2.項においては，床面の最大床応答加速度も含めた総

称として説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地震応答

解析の方針」に基づき策定した各再処理施設の解析モデルに対して，入力

地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置における加速度応答

時刻歴を求める。入力地震動は，「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に基づくものとして，第2.1-1表に示す。 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏

まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直方

向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することとす

る。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付1自由

度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して求める。 

 

 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各再処理施設の固有周期のシ

フトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床応答曲線とす

る。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ－2－1－1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用い

る設計用床応答曲線＊1 の作成方針及びその方針に基づき作成した設

計用床応答曲線に関して説明するものである。 

また，当該申請の工事計画においては，耐震計算の適用に際して設

計用床応答曲線の震度以上になるように配慮した床応答曲線（以下

「設備評価用床応答曲線」という。）を用いることから，設備評価用

床応答曲線の作成方法及び各施設への適用方針を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：1.項～3.項においては，床面の最大加速度も含めた総称として

説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地

震応答解析の方針」に基づき策定した各原子炉施設の解析モデルに対

して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置におけ

る加速度応答時刻歴を求める。入力地震動は，添付書類「Ⅴ－2－1－

2 基準地震動Ss 及び弾性設計用地震動Sdの策定概要」に基づくもの

として，表2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付１

自由度系の最大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して求め

る。 

 

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各原子炉施設の固有周期

のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床応答

曲線とする。 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る入力地震動又は

入力地震力は，規

格上の設置率未満

の場合は誘発上下

動を考慮する必要

があり，考慮方法

としては先行炉

（高浜発電所３号

機，４号機）と同

様の方法であるこ

とから，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(3／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 工事計画に係る添付書類「Ⅴ－2 耐震性に関する説明書」におい

て，耐震計算に適用する設備評価用床応答曲線について，各施設に適

用する設計震度が設計用床応答曲線の震度以上となるように配慮し

た設備評価用床応答曲線を作成する。 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(4／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

第 2.1-1 表 入力地震動 

種類 地震動名 
最大加速度（cm/s2） 

NS方向 EW方向 UD方向 

基準地

震動 Ss 

応答スペクト

ルに基づく地

震動 

Ss-A 700 467 

断層モデルを

用いた手法に

よる地震動 

Ss-B1 410 487 341 

Ss-B2 429 445 350 

Ss-B3 443 449 406 

Ss-B4 538 433 325 

Ss-B5 457 482 370 

2004年北海道

留萌支庁南部

地震を考慮し

た地震動 

Ss-C1 620 320 

2008年岩手・

宮城内陸地震

を考慮した地

震動 

Ss-C2 450＊1 490＊2 320 

Ss-C3 430 400 300 

Ss-C4 540 500 - 

弾性設

計用地

震動 Sd 

応答スペクト

ルに基づく地

震動 

Sd-A 364 243 

断層モデルを

用いた手法に

よる地震動 

Sd-B1 205 244 171 

Sd-B2 215 222 175 

Sd-B3 221 225 203 

Sd-B4 269 216 162 

Sd-B5 229 241 185 

2004年北海道

留萌支庁南部

地震を考慮し

た地震動 

Sd-C1 310 160 

2008年岩手・

宮城内陸地震

を考慮した地

震動 

Sd-C2 225＊1 245＊2 160 

Sd-C3 215 200 150 

Sd-C4 270 250 - 

注記 ＊1：ダム軸方向 

＊2：上下流方向 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(5／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点における応答

加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力波として応答

スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加速度を�̈�𝑛とおけば，質

点系の振動方程式は， 

 

Z̈n + 2･h･ω･Żn + ω2･Zn＝ − Ÿn………………………(2.1) 

  ただし， 

    ω ：質点系の固有円振動数 

    Zn ：n質点上の質点の相対変位 

    h  ：減衰定数 

 

 地震の間の�̈�𝑛 + �̈�𝑛の最大値をω及びｈをパラメータとして求め，応

答スペクトルを作成する（第2.2-1図参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＦＡＣＴ－Ｂ」を使用し，解析コードの

検証及び妥当性確認等の概要については，「Ⅳ－３ 計算機プログラム（解

析コード）の概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の

機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

(1)構造強度評価に用いる数値計算用諸元 

   固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

固有周期T(s) 固有周期の刻み(s) 

0.050≦T≦0.100 0.002 

0.100＜T≦0.200 0.005 

0.200＜T≦0.300 0.01 

0.300＜T≦0.400 0.02 

0.400＜T≦0.700 0.05 

0.700＜T≦1.000 0.1 

 

 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点における応

答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力波として

応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加速度を と

おけば，質点系の振動方程式は， 

 

 
地震の間の の最大値をω及びｈをパラメータとして求め，

応答スペクトルを作成する（図2-1 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＶＩＡＮＡ」，「波形処理プログラム 

k-WAVE for Windows」及び「Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙ

ｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」を使用し，解析コードの検証及び妥当性確認等

の概要については，添付書類「Ⅴ－5－34 計算機プログラム（解析コ

ード）の概要・ＶＩＡＮＡ」，「Ⅴ－5－42 波形処理プログラムk-WAVE 

for Windows」及び「Ⅴ－5－62 計算機プログラム（解析コード）の

概要・Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」

に示す。 

 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本

方針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

0.05 ～ 0.1 s Δω＝4.0 rad/s 

0.1 ～ 0.2 s Δω＝1.5 rad/s 

0.2 ～ 0.39 s Δω＝1.0 rad/s 

0.39 ～ 0.6 s Δω＝0.3 rad/s 

0.6 ～ 1.0 s Δω＝0.5 rad/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 床応答スペクトル

の作成に使用する

計算機プログラム

の違いによる差異

であるため，新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の固有

周期計算間隔にお

いて，規格基準に

示されている円振

動数(rad/s)と周期

(秒)の 2 パターン

のうち周期の計算

間隔を適用したこ

とによる差異であ

るため，新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(6／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

  
 

第 2.2-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(7／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合は，それぞ

れの据付位置における応答スペクトルを使用して設計震度を定める。この

場合，以下のように応答スペクトルを修正して使用する。 

 

 

 

 

 

 

 (2) 運用方法 

a.応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペクトルを固

有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化が生じないよう周期軸方

向に±10%の拡幅を行ったものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及

び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 応答スペクトル作成位置 

図3-1～図3-24 に示す解析モデルについて応答スペクトルを作

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合は，そ

れぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計震度を定

める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正して使用する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 運用方法 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ss 又は弾性設計用地震動Sdによ

る地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペク

トルを固有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化が生じない

よう周期軸方向に±10％の拡幅を行ったものとする。ただし，材料

物性のばらつき等を考慮した地震応答解析の応答波を用いて作成

する応答スペクトルについては，±10％の拡幅は考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向（ＮＳ，

ＥＷ）及び鉛直方向（ＵＤ）の各方向の応答スペクトルを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉は，建物・

構築物における材

料物性のばらつき

を考慮した応答波

を包絡した設備評

価用床応答曲線を

設定しているが，

再処理施設におい

ては，設備評価用

床応答曲線は設定

していないため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

（28/62）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(8／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
b.建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペクトル

を用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階に設置され

る機器・配管系については，上下階の応答スペクトルのうち安全側のも

のを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる

建物，構築物を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答スペ

クトルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答スペクト

ルの運用において合理性が示される場合には，その方法を採用できるも

のとする。 

 

c.応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す方法に

よりモード合成を行うものとする。 

 

Ｔ
1

Ｔ
2

Ｔ
3

Ｔ
4

α
2

α1

α
3

α
4

 
 

Ｔi ：i 次の固有周期 

αi ：Ｔｉに対応する応答加速度 

φi m：i 次の m 質点の固有モード 

βi ：i 次の刺激係数 

Ａm：m 質点の応答加速度 

        


n
・α ・φ β＝Ａ

1i

2

im iim  

b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペ

クトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階

に設置される機器・配管系については，上下階の応答スペクトルの

うち安全側のものを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通す

る配管系及び異なる建物，構築物等を渡る配管系については，それ

ぞれの据付位置の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるも

のとする。ただし，応答スペクトルの運用において合理性が示され

る場合には，その方法を採用できるものとする。 

 

c. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す

方法によりモード合成を行うものとする。 

 

Ｔ
1

Ｔ
2

Ｔ
3

Ｔ
4

α
2

α1

α
3

α
4

 
 

Ｔi ：i 次の固有周期 

αi ：Ｔｉに対応する応答加速度 

φi m：i 次の m 質点の固有モード 

βi ：i 次の刺激係数 

Ａm：m 質点の応答加速度 

        


n
・α ・φ β＝Ａ

1i

2

im iim  

応
答
加
速
度

 

応
答
加
速
度
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(9／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.6 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物における設計用床応答曲線の作成方法は以下のとおり

とする。設計用床応答曲線を作成する建物・構築物を第2.6-1表に示す。

また，入力地震動と設計用床応答曲線における地震波名の一覧を第

2.6-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.6-１表 設計用床応答曲線を作成する建物・構築物 

適用施設名称 

安全冷却水 B冷却塔 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設計用床応答曲線

の作成方法は以下のとおりとする。設計用床応答曲線の作成方法に

おける建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類を表2-2 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 補足説明資料「地

震 00-01 本文，

添付，添付書類，

補足説明項目への

展開（地震）（再

処理施設） 別紙

１基本設計方針の

許可整合性，発電

炉との比較」に記

載のとおり，建

物・構築物は，建

物，構築物，土木

構造物等の総称と

しており，土木構

造物についても，

建物・構築物の章

内にて記載。 

 

・後次回で申請する

再処理施設の設計

用床応答曲線を作

成する建物・構築

物については，後

次回申請時に追加

して示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(10／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

第2.6-2表 入力地震動と設計用床応答曲線における地震波名一覧 

入力地震動 地震動名 
設計用床応答曲線に

おける地震波名 

基準地震動 Ss 

Ｓｓ-Ａ Ｓｓ０１ 

Ｓｓ-Ｂ１ Ｓｓ０２ 

Ｓｓ-Ｂ２ Ｓｓ０３ 

Ｓｓ-Ｂ３ Ｓｓ０４ 

Ｓｓ-Ｂ４ Ｓｓ０５ 

Ｓｓ-Ｂ５ Ｓｓ０６ 

Ｓｓ-Ｃ１ Ｓｓ０７ 

Ｓｓ-Ｃ２＊ Ｓｓ０８，Ｓｓ１１ 

Ｓｓ-Ｃ３＊ Ｓｓ０９，Ｓｓ１２ 

Ｓｓ-Ｃ４＊ Ｓｓ１０，Ｓｓ１３ 

弾性設計用地震動 Sd 

Ｓｄ-Ａ Ｓｄ０１ 

Ｓｄ-Ｂ１ Ｓｄ０２ 

Ｓｄ-Ｂ２ Ｓｄ０３ 

Ｓｄ-Ｂ３ Ｓｄ０４ 

Ｓｄ-Ｂ４ Ｓｄ０５ 

Ｓｄ-Ｂ５ Ｓｄ０６ 

Ｓｄ-Ｃ１ Ｓｄ０７ 

Ｓｄ-Ｃ２＊ Ｓｄ０８，Ｓｄ１１ 

Ｓｄ-Ｃ３＊ Ｓｄ０９，Ｓｄ１２ 

Ｓｄ-Ｃ４＊ Ｓｄ１０，Ｓｄ１３ 

注記 ＊：入力方向が特定されていない地震動であるため，NS・EW

を入れ替えた設計用床応答曲線についても作成する。 

 

  

 

 本表は，Ⅳ－１－

１－６別紙に示す

設計用床応答曲線

における地震波名

を示したものであ

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

555



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(11／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.6.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物性を標準

地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」という。）の応答波を用い

て作成した応答スペクトルに対して，周期軸方向に±10％拡幅したも

のを設計用応答曲線とする。 

 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物性を

標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」という。）の応答

波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周期軸方向に±10％

拡幅したものを設計用応答曲線とする。 

 

2.7.2 屋外重要土木構造物 

原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース（以下「基

本ケース」という。）の応答波並びに敷地に存在しない豊浦標準砂

の液状化特性により強制的に液状化させることを仮定した解析ケ

ース及び地盤物性のばらつきを考慮して非液状化の条件を仮定し

た解析ケースの応答波を用いる。 

 

上記応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，基本ケー

スについては周期軸方向に±10％の拡幅を考慮したものに，震度軸

方向に対して余裕を確保したものを設計用床応答曲線とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 設備評価用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設備評価用床応答

曲線の作成方法は以下のとおりとする。なお，設備評価用床応答曲

線の作成方法における建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類

は設計用床応答曲線（表2-2）と同じとする。 

2.8.1 建物・構築物 

建物・構築物の設備評価用床応答曲線の作成における配慮方法を

以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評価の適用

に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価用床応答曲線

を用いる。 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線を設

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。な

お，周辺地盤の液

状化のおそれがあ

る施設について

は，液状化の影響

を考慮するものと

し，液状化特性は

敷地地盤の試験結

果に基づき，ばら

つき及び不確実性

を考慮した上で設

定する。そのた

め，周辺地盤を強

制的に液状化させ

ることを仮定した

設計は行わない。

また，再処理施設

では，周辺地盤に

おいて各種地盤改

良や地下水排水設

備による地下水位

の低下により，総

じて液状化の影響

が軽減されている

ことから，全応力

解析を実施する。

全応力解析にて非

液状化の条件を考

慮していることか

ら記載しない。 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(12／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
備評価用床応答曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床応

答曲線を包絡した床応答曲線 

添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本方針」に基づき材

料物性のばらつき等を考慮した解析ケースの応答波により作成

した床応答曲線と設計用床応答曲線とを包絡させたものを設備

評価用床応答曲線とする。 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるように余

裕を確保した床応答曲線 

(2)項で設定した床応答曲線に対して保守側に包絡できるよう

に余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とする。 

2.8.2 屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線の作成における配

慮方法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評

価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価用床

応答曲線を用いる。 

(1) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

2.7.2 項で作成した設計用床応答曲線を設備評価用床応答曲

線とする。 

(2) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保し

た床応答曲線 

2.7.2 項で設定した設計用床応答曲線に対して保守側に包絡

できるように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とす

る。 

 

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(13／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-1(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図を3-1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＥＷ方

向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-2(1)及び図3-2(2)に，鉛

直方向の地震応答解析モデルを図3-2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-3(1)，図3-3(2)，図3-

3(3)及び図3-3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-3(5)

及び3-3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は非線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向

の地震応答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素及び

平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3-4(1)，図3-4(2)，図3-4(3)，図3-

4(4)，図3-4(5)及び図3-4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-5(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデルを図3-5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-6(1)及び図3-6(2)に，Ｅ

Ｗ方向の地震応答解析モデルを図3-6(3)及び図3-6(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元 FEM モデ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(14／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にて

モデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素によ

りモデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-7(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図3-7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，0°方向

及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3-8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄骨部

材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性のみを考

慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレームモデルとす

る。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-9(1)，図3-9(2)及び図3-

9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3-9(4)及び図3-9(5)

に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＮＳ方

向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 次元FEM モ

デルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤は2 次

元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-10(1)及び図3-10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-11(1)及び図3-11(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-11(3)及び図3-11(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向の

地震応答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素及び平面

要素によりモデル化する。 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）地震応

答解析モデルを図3-12(1)及び図3-12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(15／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）地震応答

解析モデルを図3-13(1)及び図3-13(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-14(1)及び図3-14(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-14(3)及び図3-14(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-15(1)及び図3-15(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-15(3)及び3-15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-16(1)及び図3-16(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-16(3)及び図3-16(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せ

ん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛性

を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は構

造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬するた

め，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方地

盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な仮

想柔梁を配置する。 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-17(1)及び図3-17(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-17(3)及び図3-17(4)に示 

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（28～33/62）頁へ 

560



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(16／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-18(1)及び図3-18(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-19(1)及び図3-19(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-19(3)及び図3-19(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-20(1)及び図3-20(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-20(3)及び図3-20(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-21(1)，図3-21(2)，図3-21(3)，図

3-21(4)，図3-21(5)及び図3-21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～ 

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-22(1)，図3-22(2)，図3-22(3)，図

3-22(4)，図3-22(5)，図3-22(6)，図3-22(7)及び図3-22(8)に示

す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(17／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3-23(1)，図3-22(2)，図3-22(3)及び

図3-22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部構造

物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向の地震

応答解析モデルを図3-24(1)に，鉛直方向の地震応答解析モデル

図を3-24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有する無質量のはり

又は無質量のばねにより結合する。 

 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等価

な回転ばねで結合する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(18／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(19／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(20／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  4. 最大加速度及び設計用床応答曲線 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用最大加速度及び

設計用床応答曲線を示す。 

 

 

 

 

 

また，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」において各施設

の耐震計算書の適用に際して，設計用最大加速度及び設計用床応答

曲線の震度以上となるように配慮した設備評価用最大加速度及び

設備評価用床応答曲線を示す。設備評価用最大加速度及び設備評価

用床応答曲線における配慮方法について26 項の記載項目を下記

(1)～（5）に示す。なお，以下記載は，床応答曲線は最大加速度を

含めた総称としている。 

ａ．建物・構築物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床応

答曲線を包絡した床応答曲線 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるように余

裕を確保した床応答曲線 

ｂ．屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(4) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

(5) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保し

た床応答曲線 

 

 

 

4.1 弾性設計用地震動Sd 

設計用最大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線（Sd）

を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応答曲線（Sd）

についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び静的震度並びに

設備評価用最大加速度を表4.1-1～表4.1-10に示す。また，建物・

構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，再処理施設に

おいては，規格基

準に準じて設定し

た設計用床応答曲

線を用いているた

め，記載の差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(21／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(22／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  (2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.2-1～表4.2-10に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

 

 

 

 

（37/62）頁へ 

567



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(23／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  4.2 基準地震動Ss  

最大加速度及び設計用床応答曲線（Ss ）を示す。また設備評

価用床応答曲線（Ss ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び設備評価用最大

加速度を表4.3-1～表4.3-23に示す。また，建物・構築物と表番

号との関連を表4.3に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(24／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(25／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  (2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.4-1～表4.4-20に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(26／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  4.3 余震荷重を算定するための地震動 

津波荷重と重畳させる余震荷重を算定するための地震動（Ｓd-

Ⅾ１）における設計用最大加速度を示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度を表4.5-1～表4.5-

7に示す。また，建物・構築物と表番号との関連を表4.5に示す。 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しているため

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(27／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(28／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅳ－1－1－6 別紙 1 安全機能を有する施設の設計用床応答曲線】 

【Ⅳ－1－1－6 別紙 1-1 安全冷却水 B冷却塔の設計用床応答曲線】 

1.概要 

本資料は，安全冷却水Ｂ冷却塔の機器・配管系の耐震設計に用いる

各床面の静的震度，最大床応答加速度及び設計用床応答曲線につい

て示したものである。 

 

2.応答スペクトル作成位置 

第 3-1(1)図～第 3-1(3)図に示す解析モデルについて応答スペクトル

を作成する。 

 

 

3.地震応答解析モデル 

安全冷却水 B 冷却塔基礎部の地震応答解析モデルは質点系モデルを

設定している。基礎部の地震応答解析により，冷却塔本体の地震応答解

析モデルに入力する時刻歴応答波及び冷却塔本体の応力評価に用いる

応答スペクトルを作成する。 

また，冷却塔本体の地震応答解析モデルは FEM モデルを設定してい

る。冷却塔本体の地震応答解析により，冷却塔本体に設置されている支

持架構搭載機器の応力評価に用いる応答スペクトルを作成する。 

以下にそれぞれの地震応答解析モデルについて示す。 

 

(1)基礎部 

水平方向の地震応答解析モデルを第3-1(1)図に，鉛直方向の地震応答

解析モデルを第3-1(2)図に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮し，曲げ

及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，EW方向及びNS方向につ

いてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮し，基礎

スラブの軸剛性及び鉄骨造の支持架構の等価軸剛性を評価した質点系

モデルとする。 

(2)冷却塔本体 

水平方向及び鉛直方向の地震応答解析モデルを第3-1(3)図に示す。 

水平方向及び鉛直方向の地震応答解析モデルは，鉄骨部材の軸，曲げ

及びせん断剛性を考慮した要素によるFEMモデルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4. 最大加速度及び設計用床応答曲線に記載している内

容】 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用最大加速度及び

設計用床応答曲線を示す。 

 

 

【記載箇所：2.5 応答スペクトル作成位置に記載している内容】 

図3-1～図3-24 に示す解析モデルについて応答スペクトルを作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3. 地震応答解析モデルに記載している内容】 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-1(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図を3-1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，EW方向

及びNS方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-2(1)及び図3-2(2)に，鉛

直方向の地震応答解析モデルを図3-2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-3(1)，図3-3(2)，図3-

3(3)及び図3-3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-3(5)

及び3-3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は非線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向

の地震応答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支持架構の評価に

ついては，基礎部

の地震応答解析に

より算出した時刻

歴応答波から作成

した応答スペクト

ルを用いて実施す

る。 

支持架構に設置さ

れている搭載機器

の評価について

は，支持架構に時

刻歴応答波を入力

し，算出された加

速度を用いて実施

する。 

再処理施設におけ

る冷却塔の支持架

構及び搭載設備の

評価においては，

冷却塔の基礎部及

び冷却塔本体のモ

デルを用いた床応

答曲線を作成して

いることから，基

礎部及び冷却塔本

体のモデルを示し

ており，記載内容

については発電炉

と同じであるた

め，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(29／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3-4(1)，図3-4(2)，図3-4(3)，図3-

4(4)，図3-4(5)及び図3-4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-5(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデルを図3-5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-6(1)及び図3-6(2)に，Ｅ

Ｗ方向の地震応答解析モデルを図3-6(3)及び図3-6(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデ 

ルを用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にて

モデル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素によ

りモデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-7(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図3-7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，0°方向

及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3-8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄骨部

材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性のみを考

慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレームモデルとす

る。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-9(1)，図3-9(2)及び図3-

9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3-9(4)及び図3-9(5)

に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＮＳ方

向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 次元FEM モ

デルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤は2 次

元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(30／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
地震応答解析モデルを図3-10(1)及び図3-10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-11(1)及び図3-11(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-11(3)及び図3-11(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向の

地震応答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素及び平面

要素によりモデル化する。 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）地震応

答解析モデルを図3-12(1)及び図3-12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ 

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）地震応答

解析モデルを図3-13(1)及び図3-13(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-14(1)及び図3-14(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-14(3)及び図3-14(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-15(1)及び図3-15(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-15(3)及び3-15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(31／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
モデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-16(1)及び図3-16(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-16(3)及び図3-16(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せ

ん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛性

を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は構

造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬するた

め，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方地

盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な仮

想柔梁を配置する。 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-17(1)及び図3-17(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-17(3)及び図3-17(4)に示 

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～ 

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な

剛性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁

は構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬す

るため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側

方地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔

な仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-18(1)及び図3-18(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-19(1)及び図3-19(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-19(3)及び図3-19(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-20(1)及び図3-20(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-20(3)及び図3-20(4)に示

す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(32／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-21(1)，図3-21(2)，図3-21(3)，図

3-21(4)，図3-21(5)及び図3-21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～ 

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-22(1)，図3-22(2)，図3-22(3)，図

3-22(4)，図3-22(5)，図3-22(6)，図3-22(7)及び図3-22(8)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3-23(1)，図3-22(2)，図3-22(3)及び

図3-22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部構造

物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向の地震

応答解析モデルを図3-24(1)に，鉛直方向の地震応答解析モデル

図を3-24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有する無質量のはり

又は無質量のばねにより結合する。 

（13～17/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(33／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等価

な回転ばねで結合する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(34／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 
 

第3-1(1)図 安全冷却水B冷却塔 基礎部の地震応答解析モデル

（水平方向） 

 

  設備の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(35／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-1(2)図 安全冷却水 B冷却塔 基礎部の地震応答解析モ

デル（鉛直方向） 

 

 

 

 

  設備の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(36／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

第 3-1(3)図 安全冷却水 B冷却塔本体の地震応答解析モデル（水

平・鉛直方向） 

  第 1回申請である

安全機能を有する

施設に対する記載

としており，その

他の施設について

は後次回で比較結

果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(37／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

4.基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線 

基準地震動Ｓｓに基づく設計用床応答曲線の図番を第 4-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.弾性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線 

弾性設計用地震動Ｓｄに基づく設計用床応答曲線の図番を第 5-1 表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.最大床応答加速度及び静的震度 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づく最大床応答加速

度及び静的震度を第 6-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓの設計用床応答曲線 

一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓに基づく設計用床応答曲線の図を第

7-1図に示す。 

 

 

 

 

【記載箇所：4.2 基準地震動Ssに記載している内容】 

最大加速度及び設計用床応答曲線（Ss ）を示す。また設備評価

用床応答曲線（Ss ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び設備評価用最大

加速度を表4.3-1～表4.3-23に示す。また，建物・構築物と表番

号との関連を表4.3に示す。 

 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.4-1～表4.4-20に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 

 

【記載箇所：4.1 弾性設計用地震動Sdに記載している内容】 

設計用最大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線（Sd）

を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応答曲線（Sd）

についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用最大加速度及び静的震度並びに

設備評価用最大加速度を表4.1-1～表4.1-10に示す。また，建物・

構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 
(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.2-1～表4.2-10に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

 

 
 発電炉との資料

構成の違いであ

り，記載内容につ

いては発電炉と

同様である。 

 

 

 

 

 発電炉の設備評

価用床応答曲線

は，規格基準以上

の対応として設

定した入力地震

力であり，再処理

施設においては，

規格基準に準じ

て設定した設計

用床応答曲線を

用いているため，

記載の差異はあ

るが，新たな論点

が生じるもので

はない。 

 

 

 

（23/62）頁から 
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（20/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(38／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

8.一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄの設計用床応答曲線 

一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄに基づく設計用床応答曲線の図を第

8-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ及びＳｄの最大床応答加速度 

一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ及びＳｄに基づく最大床応答加速度

を第 9-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の資料

構成として，施設

の具体的な数値等

は添付書類「Ⅳ-

1-1-6」の別紙と

して添付する構成

としているため，

資料構成の差異は

あるが新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(39／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

(以降の発電炉における設計用最大加速度の記載は省略する。) 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(40／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(41／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(42／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 
(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 
 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(43／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 
 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

（51/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(44／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(45／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(46／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(47／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(48／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(49／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

 
(以降の発電炉における設計用最大加速度の記載は省略する。) 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(50／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(51／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

（43/62）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(52／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

（40/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(53／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(54／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(55／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(56／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(57／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(58／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(59／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

第 6-1表 最大床応答加速度及び静的震度 

 

建物・ 

構築物 

T.M.S.L. 

(m) 

最大床応答加速度の 1.2 倍（Ｇ） 
静的震度 

（3.6Ｃｉ）（Ｇ） 
基準地震動Ｓｓ 

弾性設計用地震動Ｓ

ｄ 

水平方向 
鉛直

方向 

水平方向 
鉛直

方向 

水平方向 
鉛直方

向 
EW

方向 

NS

方向 

EW

方向 

NS

方向 

EW

方向 

NS

方向 

安
全
冷
却
水
Ｂ
冷
却
塔 

冬
季
運
転
側
ベ
イ 

冬
季
休
止
側
ベ
イ 

 

 

 

 
(以降の発電炉における設計用最大加速度の記載は省略する。) 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

（49/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(60／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以降の発電炉における設計用最大加速度の記載は省略する。) 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（39/62）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(61／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

第 7-1図 一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ設計用床応答曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8-1図 一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄ設計用床応答曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の違いによる

記載の差異はあ

るが，記載内容に

ついては発電炉

と同様であるた

め，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(62／62) 

別紙４－６ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

第 9-1表 一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ_最大床応答加速度 

建物・ 

構築物 

T.M.S.L. 

(m) 

最大床応答加速度の 1.2 倍（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

水平方向 

鉛直方向 

水平方向 

鉛直方向 
EW 

方向 

NS 

方向 

EW 

方向 

NS 

方向 

安
全
冷
却
水
Ｂ
冷
却
塔 

冬
季
運
転
側
ベ
イ 

冬
季
休
止
側
ベ
イ 
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令和４年９月８日 Ｒ４ 

 

 

 

別紙４－７ 
 

 

 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の 

組合せに関する影響評価方針 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(1／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる

地震動 

4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する

影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

 

Ⅴ-2-1-8 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針 

 

目 次 

 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震

動 

4. 各施設における水平２方向及び方向地震力の組合せに対する影響評価

方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

4.3 屋外重要土木構造物 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

• 再処理施設におい

ては津波が敷地高

さに到達しないこ

とを事業変更許可

申請書に記載して

おり該当設備はな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(2／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
4.設計用地震力 

4.1 地震力の算定方法 

4.1.2  動的地震力 

 

動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定する。水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響確認に当たっては，水平 1方向及び鉛直

方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考え

られる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の 3次元

応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した

上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価す

る。その方針を「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち，「4.1 

地震力の算定方法 4.1.2 動的地震力」に基づき，水平 2方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針について説明する

ものである。 

なお，重大事故等対処施設については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱軸

及び強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

 

基本設計方針に基づき，従来の設計手法における水平 1 方向及び

鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設の構造特性

から水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性が

ある施設を評価対象施設として抽出し，当該施設が有する耐震性に

及ぼす影響を評価する。 

 

 

評価対象は「再処理施設の技術基準に関する規則」の第六条に規

定されている耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの

施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とする。

耐震Ｂクラスの施設については共振のおそれのある施設を評価対象

とする。 

 

 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平 2方向及び鉛直方向

地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位について水

平 2方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が有する耐震性

への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる

地震動 

水平 2方向及び鉛直方向地震力による影響評価には,基準地震動

Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」による。 

ここで，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動

の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で確認

し，本影響評価に用いる。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のう

ち，「4.1 地震力の算定法(2)動的地震力」に基づき，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針について説明するも

のである。 

 

 

 

 

2. 基本方針 

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱軸，

強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

 

今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設計に係

る技術基準が制定されたことから，従来の設計手法における水平１方

向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設の構造

特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性

がある施設を評価対象施設として抽出し，施設が有する耐震性に及ぼ

す影響を評価する。 

 

評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則（平成25 年6 月28日原子力規制委員会規則第6 号）」の第5 条

及び第50 条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持構造物，

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設，並びにこれらの施設への波及的影響防止のた

めに耐震評価を実施する施設とする。耐震Ｂクラスの施設について

は，共振のおそれのあるものを評価対象とする。 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位について水平２

方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が有する耐震性への影

響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用

いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震

動 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅴ-2-1-2 基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特

性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で確認し，本

影響評価に用いる。 

• 事業変更許可申請

書に示す各設備の

安全機能に対する

耐震性確保は，

「再処理施設の技

術基準に関する規

則」の第 6条に規

定されている耐震

評価項目（構造強

度評価，機能維持

評価，地震時臨界

安全評価）を対象

として実施するこ

とで確保出来るた

め，評価項目全て

に対して水平 2 方

向を考慮した場合

の影響確認を実施

する。 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(3／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する

影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.1.1 建物・構築物（4.1.2 に記載のものを除く。） 

4.1.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析において，各

水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデル又はフレームモデル

にそれぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，再処理施

設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地

震力を主に耐震壁等で負担する構造であり，剛性の高い設計として

いる。 

水平方向の地震力に対して，建物，構築物はせん断力について評

価することを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震

時に生じる力の流れが明解になるように，直交する 2方向につり合

いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁等を主な耐震要素とし

て構造計画を行う。地震応答解析は，水平 2方向の耐震壁等に対し

て，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実施してい

る。したがって，建物・構築物に対し，水平 2方向の入力がある場

合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異なるため，水

平 2方向の入力がある場合の評価は，水平 1方向にのみ入力がある

場合と同等な評価となる。ただし，水平方向の地震動に対し，負担

する部位が明確ではないものについては，その構造特性を考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響

評価方針 

4.1 建物・構築物 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え

方 

 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析において，各

水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞれの方向ご

とに入力し解析を行っている。また，原子炉施設における建物・構

築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地震力を主に耐震壁で

負担する構造であり，剛性の高い設計としている。 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価することを基

本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に生じる力の流

れが明解になるように，直交する２方向につり合いよく配置された鉄

筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。地震

応答解析は，水平２方向の耐震壁に対して，それぞれ剛性を評価し，

各水平方向に対して解析を実施している。従って，建物・構築物に対

し，水平２方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を負

担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水

平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 補足説明資料「地

震 00-01 本文、添

付、添付書類、補

足説明項目への展

開（地震）（再処

理施設） 別紙１

基本設計方針の許

可整合性、発電炉

との比較」と同様

に，建物・構築物

は，建物，構築

物，土木構造物の

総称としており，

土木構造物につい

ても，建物・構築

物の章内にて記

載。なお，設計手

法は先行発電炉の

屋外重要土木構造

物と同様のため，

本資料においては

先行発電炉の屋外

重要土木構造物の

記載と横並びに比

較する。 

• 再処理施設の排気

塔の地震応答解析

モデルでは質点系

モデルではなくフ

レームモデルを採

用している。その

ためフレームモデ

ルを記載した。 

• 再処理施設におけ

る建物・構築物の

定義として，構築

物には屋外機械基

礎，竜巻防護対策

設備，排気塔を含

んでいることか

ら，「耐震壁等」と

の記載をし，主要

な建屋であり RC造

である建物，屋外

機械基礎について

は耐震壁と具体を

記載し，S造の構

造物である竜巻防
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(4／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを基本

としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンクリート造

耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1図に示す。 

また，「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計

算書」及び「Ⅳ－２－２－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下

位クラス施設の耐震性についての計算書」のうち建物・構築物の局

部評価は，地震応答解析により算出された応答を水平 1 方向及び鉛

直方向に組み合わせて行っている。 

 

 

 

 

 

 
第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを基本と

している。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンクリート造耐震

壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，図4-1に示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の

耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 の申請設備

の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11波及的影響を及ぼすおそれの

ある施設の耐震性についての計算書」のうち建物・構築物の局部評価

は，地震応答解析により算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に

組み合わせて行っている。 

 

 

 

 

護対策設備，排気

塔では柱梁ブレー

スで構成される構

面がせん断力に対

し抵抗するため

「等」で本記載に

含む表現とした。 

• 排気筒については

構造計画が水平 2

方向の地震力に対

して，応力が重複

する部位があるの

で，ただし書きを

記載した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(5／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.1.1.2  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ

を考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を行う。 

 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれら

の施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設の部位

とする。 

 

 

対象とする部位について，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる影響が想定される応答特性から水平 2方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を抽出する。 

 

応答特性から抽出された水平 2方向及び鉛直方向地震力による影

響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又は応力の

算出結果等を水平 2方向及び鉛直方向に組み合わせ，各部位に発生

する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性への影響を確認す

る。各部位が有する耐震性への影響が確認された場合，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を行う。 

 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を

実施する施設の部位とする。 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を抽出する。 

 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力による影響

を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又は応力の算出

結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，各部位に発生する荷

重や応力を算出し，各部位が有する耐震性への影響を確認する。各部

位が有する耐震性への影響が確認された場合，詳細な手法を用いた検

討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(6／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.1.1.3 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平 1 方向及び

鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平 2方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の構成部位につ

いて，応答特性から抽出し，影響を評価する。影響評価のフローを

第 4.1-2 図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

 a. 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建

屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確認す

る。(第 4.1-2図①) 

b. 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平

2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特

性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防止

のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築物と

の相対変位による衝突の有無の判断が基本となる。そのため，

せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震

壁（ラーメン構造では柱，梁，トラス構造では柱，梁及びブレ

ース）を主たる評価対象部位とし，その他の構成部位について

は抽出対象に該当しない。(第 4.1-2図②) 

c. 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平 2 方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性のうち，荷

重の組合せによる応答特性を検討する。水平 2方向及び鉛直方向

地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する耐震

性への影響が想定される部位を抽出する。(第 4.1-2図③) 

d. 3 次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位のうち，3次元的な応答特性が想定される部位

を検討する。水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，3

次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が想定される

部位を抽出する。(第 4.1-2 図④) 

e. 3 次元 FEMモデルによる精査 

3 次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部位

について，3 次元 FEMモデルを用いた精査を実施し，水平 2方

向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響

が想定される部位を抽出する。 

また，3次元的な応答特性が想定される部位として抽出されな

かった部位についても，局所応答の観点から，3次元 FEMモデル

による精査を実施し，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せ

により，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

局所応答に対する 3次元 FEM モデルによる精査は，施設の重

要性，建屋規模及び構造特性を考慮して選定する建屋につい

て，地震応答解析を行う。(第 4.1-2図⑤) 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方向及び鉛

直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の構成部位について，

応答特性から抽出し，影響を評価する。影響評価のフローを図4-2に

示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建屋に

おいて，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確認する。 

 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性を整理

する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防止のた

めの建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築物との相対変

位による衝突可否判断が基本となる。そのため，せん断及び曲げ変

形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震壁（ラーメン構造では

柱，梁）を主たる評価対象部位とし，その他の構成部位については

抽出対象に該当しない。 

 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性のうち，荷重の

組合せによる応答特性を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力

に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する耐震性への影

響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出されな

かった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される部位を検討す

る。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，３次元的な応

答特性により，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出す

る。 

⑤ ３次元FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部位につ

いて，３次元FEM モデルを用いた精査を実施し，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される

部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出されなか

った部位についても，局所応答の観点から，３次元FEM モデルによ

る精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，

有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元FEM モデルによる精査は，施設の重要

性，建屋規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋について，地震応

答解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・衝突の有無を判断

する旨を明確化し

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

・竜巻防護対策設備

及び排気筒の構造

にトラス構造があ

るため，追記した

ものであり，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建屋規模等を考慮

して選定する旨を

明確化したもので

あり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(7／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 (2) 影響評価手法 

a. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価におい

て，水平 1方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷

重又は応力の算出結果を組み合わせることにより評価を行う場合

は，米国 REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. Combining Effects 

Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考

として，組合せ係数法(1.0:0.4:0.4)又は地震時に水平 2方向及び

鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極めて低

いとした考え方である Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares

法(以下「非同時性を考慮した SRSS法」という。)に基づいて地震

力を設定する。 

 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構造

部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設計上

の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐震性への影響

を評価する。(第 4.1-2図⑥) 

 

b. 機器・配管系への影響検討 

(1)c.及び(1)e.で，施設が有する耐震性への影響が想定され，

評価対象として抽出された部位が，耐震重要施設の間接支持機能

を有する場合には，機器・配管系に対し，水平 2 方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる応答値への影響を確認する。 

 

 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響

が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

 

なお，(1)e.の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出さ

れなかった部位であっても，3次元 FEM モデルによる地震応答解

析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定される部位に

ついて検討対象として抽出する。(第 4.1-2図⑦) 

 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE 

ANALYSIS” 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価におい

て，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重

又は応力の算出結果を組み合わせることにより評価を行う場合は，

米国Regulatory Guide 1.92(注)の「2. Combining Effects Caused 

by Three Spatial Components of an Earthquake」を参考として，

組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

 

 

 

 

 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構造部

材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設計上の許

容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐震性への影響を評価

する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評価対象

として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和の間接支持機能を有する場合には，機

器・配管系に対し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

応答値への影響を確認する。 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が

確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出されな

かった部位であっても，３次元FEM モデルによる地震応答解析結果

から，機器・配管系への影響の可能性が想定される部位について検

討対象として抽出する。 

 

(注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal responses 

and Spatial components in seismic response analysis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 後次回申請におい

て，再処理施設で

は SRSS法を適用す

る施設があるため

追記したものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(8／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 
第 4.1-2 図 建物・構築物の水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響評価フロー 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(9／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

4.1.2 屋外重要土木構造物 

4.1.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法

の考え方 

屋外重要土木構造物である洞道については，建屋間を連結する

鉄筋コンクリート造の地中構造物である。構造的には，同一の断

面形状が長手方向に連続する一般部と，建屋等に分岐する分岐部

があり，洞道全体としては，ほぼ一般部が占めている。 

 

 

 

 

従来の設計の考え方について，一般部の例を第 4.1-1表に，分

岐部の例を第 4.1-2表に示す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるの

に対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧，動水圧等の

外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単純な構造部材

の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向に連続する構造的

特徴を有することから，3次元的な応答の影響は小さいため，2

次元断面での耐震評価を行う。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸方向

に対して空間を保持できるように構造部材が配置されることか

ら，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響を及

ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面

として，耐震設計上求められる水平 1方向及び鉛直方向の地震力

による耐震評価を実施する。 

第 4.1-3 図に示す通り，一般部では，弱軸方向の地震荷重に対

して加振方向に垂直に配置された構造部材のみで受けもつよう設

計する。 

 

 

また，分岐部の従来設計手法に係る基本的な考え方は一般部と

同様であるが，分岐部においては，第 4.1-2表に示すとおり，加

振方向に平行な構造部材の配置状況も考慮し弱軸となる方向を評

価対象とし，第 4.1-4 図に示す通り，弱軸方向の地震荷重に対し

て，加振方向に垂直に配置された構造部材に加え加振方向に平行

に配置された構造部材でも受けもつよう設計する。 

 

【記載箇所：4.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え

方 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示す。 

 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるのに対

し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されているため，動

土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。また，屋外重要土木構造

物は，比較的単純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が奥

行き方向に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接支持機

能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を保持できるよ

うに構造部材が配置されることから，構造上の特徴として，明確な弱

軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及ぼさな

いことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面として，耐

震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地震力による耐震評価

を実施している。 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物の構造

上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向に平行

な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで受けもつよう

設計している。 

 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震

性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 の申請設備の耐

震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれのある施

設の耐震性についての計算書」における屋外重要土木構造物の耐震評価

では，弱軸方向を評価対象断面とし，水平１方向及び鉛直方向の地震力

を同時に作用させて評価を行っている。 

 

 

 

 

 

• 再処理施設では，

屋外重要土木構造

物は洞道のみであ

ることから，洞道

を対象とした記載

とする。以降同

様。 

 

• 施設の違いによる

差異。 

 

• 施設の違いによる

差異。 

• 洞道に合う表現と

した。 

 

• 通水機能が要求さ

れる洞道はない。 

 

 

 

 

 

 

• 施設の違いによる

差異。 

 

 

 

• 洞道の評価は後次

回で示す。 

 

 

(21/25)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(10／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

第 4.1-1 表 従来設計における評価対象断面の考え方(一般部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-3 図 従来設計手法の考え方（一般部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 施設の違いによる

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(11／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

第 4.1-2 表 従来設計における評価対象断面の考え方(分岐部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-4 図 従来設計手法の考え方（分岐部） 

 

 

• 施設の違いによる

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(12／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

4.1.2.2  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

洞道において，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮し

た場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると考えら

れる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置から水平 2 方向

及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能性のある構造物を抽出

する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断面(弱

軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断面(弱軸方

向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響を与える場合に

は，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照

査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の

地震応答解析に基づく構造部材の発生応力を適切に組み合わせるこ

とで，水平 2方向及び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を

算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力を考

慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び屋外二

重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設低圧代替注水

系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用

海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット，格納容器

圧力逃がし装置用配管カルバート，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク基礎並びに波及影響防止のた

めに耐震評価する土木構造物とする。また，津波防護施設である防潮

堤，構内排水路逆流防止設備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造

物として扱うこととし，評価対象に含める（「4.4 津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備」参照）。 

 

 

 

 

 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用

すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等か

ら水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能性のある構

造物を抽出する。 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断面（弱

軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象

断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の地震応答解析に基づ

く構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，水平２方向及

び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有す

る耐震性への影響を確認する。 

 

 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手法を用

いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設の屋外

重要土木構造物に

ついては洞道のみ

であるが，洞道内

においては場所に

よって断面形状等

の構造的特徴が異

なっており，本資

料においては，洞

道内において断面

形状等類似する構

造的特徴を有する

特定の区間を区別

して「構造物」と

記載している。 

• 評価対象は洞道の

みであるため記載

しない。 

 

 

 

 

• 評価上の取り扱い

が明確となるよう

記載を充実した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(13／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

4.1.2.3  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

洞道において，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を

受ける可能性があり，水平 1 方向及び鉛直方向の従来評価に加え，

更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形式及び作用荷

重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出し，構造物が有す

る耐震性への影響を評価する。影響評価フローを第 4.1-5図に示

す。 

 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

a. 構造形式の分類 

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法の考

え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。(第 4.1-5図①) 

b. 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の

整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出

する。(第 4.1-5図②) 

c. 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽出 

b.で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用

するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水

平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される構造

形式を抽出する。(第 4.1-5 図③) 

d. 従来設計手法における評価対象断面以外の 3 次元的な応答特

性が想定される箇所の抽出 

c.で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法にお

ける評価対象断面以外の箇所で，水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響により 3次元的な応答が想定される箇所を抽

出する。(第 4.1-5 図④) 

e. 従来設計手法の妥当性の確認 

d.で抽出された箇所が，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組

合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価

で満足できるか検討を行う。(第 4.1-5 図⑤) 

 

【記載箇所：4.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向の従来評

価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形式及

び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出し，構造物

が有する耐震性への影響を評価する。影響評価のフローを図4-5 に示

す。 

 

(1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手

法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出

する。 

 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用する

かを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水平２方向

及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造形式を抽出する。 

 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答特性が

想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法における

評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響

により３次元的な応答が想定される箇所を抽出する。 

 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価で満足で

きるか検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におい

ては，評価対象は

洞道のみであり，

各洞道の構造形式

に応じて評価対象

か否かを分類する

ことから「構造形

式」とした。 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，添付書類「Ⅳ

-1-1 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載とした。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(14／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

(2) 影響評価手法 

a. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

 

 

 

 

評価対象として抽出された構造形式について，従来設計手法

での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答

が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の

照査に影響を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震

応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱

軸方向)に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構

造部材の発生応力を適切に組み合せることで，水平 2方向及び

鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を算出すると共に構

造部材の設計上の許容値に対する評価を実施し，構造部材が有

する耐震性への影響を確認する。 

 

評価対象構造物については，洞道が明確な弱軸・強軸を示

し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確であること

を考慮し，従来設計手法における評価対象断面(弱軸方向)にお

ける構造部材の耐震評価結果及び水平 2方向の影響の程度を踏

まえて選定する。(第 4.1-5 図⑥) 

 

b. 機器・配管系への影響検討 

(1)c.及び(1)e.にて，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合

せの影響が確認された構造物については，機器・配管系に対し

て，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響を確認する。 

 

 

 

 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

 

なお，(1)d.及び(1)e.の精査にて，洞道の影響の観点から抽

出されなかった構造物であっても，地震応答解析結果から機

器・配管系への影響の可能性が想定される構造物については検

討対象として抽出する。(第 4.1-5 図⑦) 

【記載箇所： 4.3屋外重要土木構造物に記載している内容】 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

 

 

 

 

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法での

評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査

において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）

の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合せる

ことで，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力

を算出すると共に構造部材の設計上の許容値に対する評価を実施

し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

 

 

 

 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱軸・

強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確である

ことを考慮し，従来設計手法における評価対象断面（弱軸方向）に

おける構造部材の耐震評価結果及び水平２方向の影響の程度を踏ま

えて選定する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響

が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系の間接支持構造物である場合，機器・配管系に対し

て，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響

を確認する。 

 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が

確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の観点

から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結果から機

器・配管系への影響の可能性が想定される部位については検討対象

として抽出する。 

 

 

• 記載の適正化とし

て，添付書類「Ⅳ

-1-1 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載とした。 

• 再処理施設におい

ては，評価対象は

洞道のみであり，

各洞道の構造形式

に応じて評価対象

か否かを分類する

ことから「構造形

式」とした。 

• 評価上の取り扱い

が明確となるよう

記載を充実した。 

• 洞道の評価におい

ては個別部位の評

価ではなく各構造

部材の評価により

構造物全体の評価

を行うことから

「構造物」と記

載。 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 

• 屋外重要土木構造

物である洞道は，

全て，耐震重要施

設の機器・配管系

の間接支持構造物

であることから記

載しない。 

• 洞道の評価におい

ては個別部位の評

価ではなく各構造

部材の評価により

構造物全体の評価

を行うことから

「構造物」と記

載。 (25/25)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(15／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-5 図 屋外重要土木構造物の水平 2方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響評価フロー 

【記載箇所：4.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(16／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の

考え方 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変形す

るモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応答軸方向)に基準

地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震力(床応答)を用いてい

る。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価において

は，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的となる応答

軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な取り扱いを基本

としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で 3次元的な広がりを持

つ設備の耐震評価においては，基本的に 3 次元のモデル化を行って

おり，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力し，この

入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を用いて評価を実

施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答軸

以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造上の

配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計としている。 

 

4.2.2 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ

を考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)の評価を

行う。 

評価対象は，耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への

波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

 

 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴に

より荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等

により水平 2方向の地震力による影響を受ける可能性がある設備

(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平 2 方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施する。水平

各方向の地震力が 1:1 で入力された場合の発生値を従来の評価結果

の荷重，算出応力等を水平 2 方向及び鉛直方向に整理して組み合わ

せる又は新たな解析等により高度化した手法を用いる等により，水

平 2方向の地震力による設備(部位)に発生する荷重や応力を算出す

る。 

これらの検討により，水平 2 方向及び鉛直方向地震力を組み合わ

せた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響のな

い設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を超えて耐震性

への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震性への影響を確認

する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を

用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考え方 

 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変形するモ

ードが支配的となり応答が大きくなる方向（応答軸方向）に基準地震

動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震力（床応答）を用いている。 

 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価において

は，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的となる応答軸

方向に入力するなど，従来評価において保守的な取り扱いを基本とし

ている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がりを持つ

設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化を行ってお

り，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力し，この入力

により算定される荷重や応力のうち大きい方を用いて評価を実施して

いる。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答軸以

外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造上の配慮

など，水平方向の入力に対して配慮した設計としている。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備（部位）の評価を行

う。 

評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系

及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設

備とする。 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴によ

り荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等によ

り水平２方向の地震力による影響を受ける可能性がある設備（部位）

を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施する。水平各

方向の地震力が１：１で入力された場合の発生値を従来の評価結果の

荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方向に整理して組み合わせ

る又は新たな解析等により高度化した手法を用いる等により，水平２

方向の地震力による設備（部位）に発生する荷重や応力を算出する。 

 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響のない設

備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を超えて耐震性への影

響が懸念される場合は，設備が有する耐震性への影響を確認する。 

 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用

いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(17／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.2.3 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，水平 1方向及び鉛直方向地震力を組み合

わせた従来の耐震計算に対して，水平 2方向及び鉛直方向地震力の

組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の観点か

ら抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用いている質点

系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本とする。影響評価

のフローを第 4.2-1図に示す。 

なお，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する

際は，地震時に水平 2 方向及び鉛直方向それぞれの最大応答が同時

に発生する可能性は極めて低いとした考え方である非同時性を考慮

した SRSS法又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)を適用する。この組

合せ方法については，現状の耐震評価が基本的におおむね弾性範囲

で留まる体系であることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，

基本的に線形モデルで実施している等類似であり，水平 2方向及び

鉛直方向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国

REGULATORY GUIDE l.92の「2.Combining Effects Caused by 

Three Spatial Components of an Earthquake」を参考としている

ものである。 

 

(1) 影響評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防止

のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし，機種ごとに分類し

整理する。 

 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機

器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，耐震

性への影響が懸念される設備を抽出し，影響評価を行う(第 4.2-1 図

①)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の観点から抽出し，

影響を評価する。影響評価は従来設計で用いている質点系モデルによ

る評価結果を用いて行うことを基本とする。影響評価のフローを図4-3

に示す。 

なお，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際

は，地震時に水平2方向及び鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生

する可能性は極めて低いとした考え方であるSquare－Root－of－the－

Sum－of－the－Squares 法（以下「最大応答の非同時性を考慮した

SRSS 法」という。）又は組合せ係数法（1.0：0.4：0.4）を適用する。

この組合せ方法については，現状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲

でとどまる体系であることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，

基本的に線形モデルで実施している等類似であり，水平2 方向及び鉛

直方向の位相差は機器の応答にも現れることから，米国Regulatory 

Guide 1.92 の「2．Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

① 評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系並びにこれら

の施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対

象とし，機種ごとに分類し整理する。（図4-3①） 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機器・

配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管

系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 建物・構築側で

「非同時性を考慮

した SRSS法」の

呼び変えを記載し

ているので，呼び

変えが不要となっ

たもので，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 

 

• 記載の適正化とし

て，建物・構築物

及び屋外重要土木

構造物からの影響

に対し，機器・配

管系の対応につい

て記載したもので

あり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(18／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
(2) 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平2方向の地震力が重複する観点，

又は応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点にて検

討を行い，水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備を抽出

する(第4.2-1図②)。 

 

(3) 発生値の増分による抽出 

水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平2

方向の地震力が各方向1:1で入力された場合に各部にかかる荷重や応

力を求め，従来の水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計

に対して，水平2方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の増分を

用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する

(第4.2-1図③)。 

 

 

 

 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し

耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする。 

 

(4) 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

(3)の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する

耐震性への影響を確認する(第 4.2-1図④)。 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する観点，

若しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点

にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備

を抽出する。（図4-3②） 

 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平

２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各部にかかる荷重

や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の増

分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出す

る。 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機器・

配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管

系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐

震裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（図4-3③） 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震

性への影響を確認する。（図4-3④） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(19／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 
第 4.2-1 図 機器・配管系の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の 

組合せを考慮した影響評価のフロー 

 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，建物，構築物

及び屋外重要土木

構造物からの影響

に対し，機器・配

管系が検討する 

内容と機器・配管

系の構造上の特徴

による検討内容を

明確にし，全体像

が分かるような記

載としたものであ

り，記載の差異に

より新たに論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(20／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 

 

4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え

方 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示す。 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるのに対

し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されているため，動

土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。また，屋外重要土木構造

物は，比較的単純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が奥

行き方向に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接支持機

能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を保持できるよ

うに構造部材が配置されることから，構造上の特徴として，明確な弱

軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及ぼさな

いことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面として，耐

震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地震力による耐震評価

を実施している。 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物の構造

上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方向に平行

な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで受けもつよう

設計している。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐

震性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 の申請設備

の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を及ぼすおそれの

ある施設の耐震性についての計算書」における屋外重要土木構造物の

耐震評価では，弱軸方向を評価対象断面とし，水平１方向及び鉛直方

向の地震力を同時に作用させて評価を行っている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(21／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(22／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力を考

慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び屋外二

重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用カルバー

ト，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設低圧代替注水

系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用

海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット，格納容器

圧力逃がし装置用配管カルバート，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク基礎及び可搬型設備用軽油タンク基礎並びに波及影響防止のた

めに耐震評価する土木構造物とする。また，津波防護施設である防潮

堤，構内排水路逆流防止設備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造

物として扱うこととし，評価対象に含める（「4.4 津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備」参照）。 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用

すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の配置等か

ら水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能性のある構

造物を抽出する。 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断面（弱

軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象

断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の地震応答解析に基づ

く構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，水平２方向及

び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有す

る耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手法を用

いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(23／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向の従来評

価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形式及

び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出し，構造物

が有する耐震性への影響を評価する。影響評価のフローを図4-5 に示

す。 

(1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手

法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出

する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用する

かを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上で，水平２方向

及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答特性が

想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法における

評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響

により３次元的な応答が想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せに対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震評価で満足

できるか検討を行う。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(24／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
   

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法での

評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査

において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）

の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合せる

ことで，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力

を算出すると共に構造部材の設計上の許容値に対する評価を実施

し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱軸・

強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が明確である

ことを考慮し，従来設計手法における評価対象断面（弱軸方向）に

おける構造部材の耐震評価結果及び水平２方向の影響の程度を踏ま

えて選定する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響

が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系の間接支持構造物である場合，機器・配管系に対し

て，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響

を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響

が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の観点

から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結果から機

器・配管系への影響の可能性が想定される部位については検討対象

として抽出する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(25／25) 

別紙４－７ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「機器・配管系」又

は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることから，水平２方

向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施設，設備の区分に応じ

て「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重要土木構造物」の方針に基づ

いて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におい

ては津波が敷地高

さに到達しないこ

とを事業変更許可

申請書に記載して

おり該当設備はな

い。 
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令和４年９月８日 Ｒ４ 

 

 

 

別紙４－８ 
 
 
 

機能維持の基本方針 
  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(1／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

 (1) 建物・構築物 

a. 安全機能を有する施設 

   (a) 閉じ込め機能の維持 

   (b) 火災防護機能の維持 

(c) 遮蔽機能の維持 

(d) 支持機能の維持 

(e) 地下水排水機能の維持 

(f) 廃棄機能の維持 

  b. 重大事故等対処施設 

 

 (2) 機器・配管系 

  a. 安全機能を有する施設  

   (a) 動的機能維持 

   (b) 電気的機能維持 

(c) 閉じ込め機能の維持 

  b. 重大事故等対処施設 

 

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要  

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力  

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限  

3.2 変位，変形の制限  

4. 機能維持  

4.1 動的機能維持  

4.2 電気的機能維持  

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持  

4.5 遮蔽性の維持  

4.6 支持機能の維持  

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 章の構成を安全

機能を有する施

設、重大事故等

対処施設に分類

し施設毎に要求

される機能維持

の設計方針を記

載しており記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 

 重大事故等対処

施設については

後次回で比較結

果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(2／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地震

力」に示す設計用地震力の算定方法及び「5. 機能維持の基本方針」に示

す機能維持の考え方に基づき，安全機能を有する施設の機能維持に関する

基本的な考え方を説明するものである。 

なお，重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方について

は，重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のう

ち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法及び「5. 機能維

持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づき，設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明す

るものである。 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設については

後次回で比較結

果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(3／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅳ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」の第2-1表に示す地震力に

従い算定するものとする。 

 

 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，「Ⅳ－１－１ 耐震

設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法

に基づくこととし，具体的な算定方法は第 2-1表に示す。 

 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際して

は，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に定める方法にて設

定した設計用床応答曲線を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-

2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の「4. 設計用地震力」に示す設

計用地震力の算定法に基づくこととし，具体的な算定法は表2-1 に示

す。 

また，当該申請の工事計画における機器・配管系の設計用地震力の

算定に際しては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方

針」に定める方法にて設定した設備評価用床応答曲線を用いる。 

このため，表2-1 に示す設計用床応答曲線については，設備評価用

床応答曲線を含むものとして扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉において

は設備評価用床

応答曲線を用い

た評価を実施し

ているが，再処

理施設において

は設計用床応答

曲線を用いた評

価を実施してい

るため，記載の

差異により新た

な論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(4／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
第 2-1表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

a. 安全機能を有する施設 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

 

 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 1.0 

 

＊3：震度 0.3とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定とする。また次式より求めた値を表に記載し

た。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

 

種別 
耐震 

重要度 

地震層せん断力係数 

及び水平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力算出用) 
鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0・Ci
＊1 1.0・Ci

＊2 
1.0・Cv

＊3 

(0.240) 

Ｂ 1.5・Ci
＊1 1.0・Ci

＊2 － 

Ｃ 1.0・Ci
＊1 1.0・Ci

＊2 － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6・Ci
＊1 － 

1.2・Cv
＊3 

(0.288) 

Ｂ 1.8・Ci
＊1 － － 

Ｃ 1.2・Ci
＊1 － － 

表2-1 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（設計基準対象施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，次の地震層せん断力係数及び

震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づ

く。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づ

く。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 

＊3：震度0.3とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を

考慮し，高さ方向に一定とする。また次式より求めた値を表

に記載した。 

ＣＶ＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 補足説明資料

「地震 00-01 本

文、添付、添付

書類、補足説明

項目への展開

（地震）（再処理

施設） 別紙１基

本設計方針の許

可整合性、発電

炉との比較」と

同様に，建物・

構築物は，建

物，構築物，土

木構造物等の総

称としており，

土木構造物につ

いても，建物・

構築物の項目に

て記載。以降同

様。 

• Ｒｔは埋め込み深

さ，支持地盤の

せん断波速度に

より変動するた

め，0.8に限定し

ない記載とし

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(5／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

 重大事故等対処施設の静的地震力については，重大事故等対処施設の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用する

ものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 
 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

＊3：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の振

動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に

基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊4：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の振

動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に

基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(6／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 (2) 動的地震力 

a. 安全機能を有する施設 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある

施設に適用する。 

 

 

 

 

 

種別 
耐震 

重要度 

入力地震動又は入力地震力＊1 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 
基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

(2) 動的地震力 

（設計基準対象施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地

震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの

ある施設に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載してお

り，津波防護施

設，浸水防止設

備，津波監視設

備に該当する施

設はない。以

降，本資料にお

ける津波防護施

設，浸水防止設

備，津波監視設

備の記載有無に

よる発電炉との

差異理由は同

様。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(7／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の動的地震力については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じ

て，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳ

と表記する。 

＊3：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地

震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊4：放射性物質放出の最終障壁である原子炉格納容器に適用

する。 

＊5：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの

ある施設に適用する。 

＊6：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設

に適用する。 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(8／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 (3) 設計用地震力 

a. 安全機能を有する施設 

 

 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施設

に適用する。 

＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値和法で組

み合わせてもよいものとする。 

 

＊3：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいも

のとする。 

種別 
耐震 

重要度 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 荷重の組合せは，水平方向及び鉛

直方向が静的地震力の場合は同時

に不利な方向に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方向が動的地震

力の場合は，建物，構築物につい

ては組合せ係数法又は二乗和平方

根(SRSS)法によるものとし，土木

構造物については，動的解析にお

いて水平方向及び鉛直方向の動的

地震力を同時に考慮するものとす

る。 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

弾性設計用 

地震動Ｓｄ 

地震層せん断力 

係数 

3.0・Ｃｉ 

静的震度 

（0.240） 

Ｂ 

地震層せん断力 

係数 

1.5・Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用 

地震動 

Ｓｄ・1/2＊1 

弾性設計用 

地震動 

Ｓｄ・1/2＊1 

荷重の組合せは，建物，構築物に

ついては，組合せ係数法，二乗和

平方根(SRSS)法又は絶対値和法に

よるものとし，土木構造物につい

ては，動的解析において水平方向

及び鉛直方向の動的地震力を同時

に考慮するものとする。 

Ｃ 

地震層せん断力 

係数 

1.0・Ｃｉ 

－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二乗和平方

根(SRSS)法又は絶対値和法に

よる。 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

        ＊2  

荷重の組合せは，水平方向及び鉛

直方向が静的地震力の場合は同時

に不利な方向に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方向が動的地震

力の場合は二乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法による。 

静的震度 

3.6・Ｃｉ 

静的震度 

（0.288） 

Ｂ 

静的震度 

1.8・Ｃｉ 
－ 

        ＊3  

水平方向及び鉛直方向が動的地震

力の場合は二乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法による。 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊1 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊1 

Ｃ 
静的震度 

1.2・Ｃｉ 
－ － 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

 

 
 

 

 

 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある

施設に適用する。 

＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値

和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよ

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土木構造物の動

的解析における

設計用地震力の

考慮方法を明確

化した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(9／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の設計用地震力については，重大事故等対処施設の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

（重大事故等対処施設） 

 
注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスを

Ｓと表記する。 

＊3：放射性物質放出の最終障壁である原子炉格納容器に適用

する。 

＊4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの

ある施設に適用する。 

＊5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直に

おける動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよ

いものとする。 

＊7：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設

に適用する。 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(10／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
5. 機能維持の基本方針 

耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロ

セス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界

防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソー

スターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機

能，地下水排水機能，飛来物防護機能，漏えい検知機能，火

災防護機能，止水機能，ユーティリティ機能，分析機能，廃

棄機能の構造強度を確保する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持

機能，飛来物防護機能，止水機能，分析機能，廃棄機能につ

いては，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力

に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保する

ことで，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏

えい検知機能，火災防護機能，ユーティリティ機能について

は，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各

施設の特性に応じて評価項目を追加することで，機能維持設

計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

5.1 構造強度 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ

た地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考

慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及

び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

 

自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 再処理施設

の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い行

う。 

 

具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の第 3.1-1 表に示す。 

 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

再処理施設の耐震設計については，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方

針」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施

設における各耐震重要度に応じた設計用地震力が加わった場合，これらに

生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下

とする。 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるよう

に十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値

は，第3.1-1表に示す通りとする。 

 

機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲

労解析に用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用い

る。 

 

弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設

計用地震動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等

価繰返し回数以下であれば省略しても良いものとする。 

 

また，建物・構築物（構築物（屋外機械基礎），土木構造物を除く。）の

保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，妥当な安全余裕を有する設

計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤については，接地圧が安

全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又は支持力度と

比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設における

耐震重要度に応じた許容限界を設定する。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風

荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。

積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設又は埋設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重について

は，屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大

きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に無視できない

ような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み合わせる。第

3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

発電用原子炉施設の耐震設計については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基

づき，設計基準対象施設における各耐震重要度及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた設計用地震力が加わった場合，これらに生じる

応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下と

する設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できる

ように十分に余裕を見込んだ値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容

値は，表3-1 に示す通りとする。 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用いる等

価繰返し回数は，設置場所等に関係なく複数の設備に対して適用が可

能になるように設定した値（Ｓｓ地震動：160回，Ｓｄ地震動：320 

回），又は設備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労

解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳ

ｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略でき

る。 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し

て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設

の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基

準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有す

る設計とし，設計基準対象施設における耐震重要度及び重大事故等対

処施設の施設区分に応じた許容限界を設定する。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及

び風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを図3-1 に示

す。積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等常時の荷重に対して積

雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。ま

た，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コンクリ

ート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と

比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設におい

ては，地震力と組み合わせる。表3-2 に施設の区分ごとの，積雪荷重

及び風荷重の組合せを示す。 

 

通常運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の

状態については，次のように定義される運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運

転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれの状態として考慮す

る。 

(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をい

う。ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停止，出力運

転，高温待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運転をいう。 

(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であっ

て，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以外の状態を

いう。「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施設に最高使用圧力

を超える圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等に

より原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態をいう。 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

いては，一律の

値を設定してお

らず，設備ごと

に設定している

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉において

地震荷重と組み

合わせる地震荷

重以外の荷重

は，設計基準事

故等の発生頻度

及び継続時間を

考慮した運転状

態を定義した上

で設定されてい

る。一方，再処

理施設において

は，設計基準事
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(11／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価する観点

から異常な状態を想定した運転状態をいう。 

(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれ

がある事故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能が必

要とされる運転状態をいう。なお，添付書類「Ⅴ-3 強度に関する説

明書」に記載の「運転状態Ⅳを超える事象」に相当するものである。 

使用済燃料乾式貯蔵容器については，次のように定義される設計事

象Ⅰ，設計事象Ⅱ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳのそれぞれの状態を考慮

する。 

(1) 「設計事象Ⅰ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の通常の取扱い

時及び貯蔵時の状態をいう。 

(2) 「設計事象Ⅱ」とは，設計事象Ⅰ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳ及

び試験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により使

用済燃料乾式貯蔵容器に最高使用圧力を超える圧力が加えられてい

る状態をいう。 

(3) 「設計事象Ⅲ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器又はその取扱い

機器等の故障，異常な作動等により，貯蔵又は計画された取扱いの

停止が緊急に必要とされる状態をいう。 

(4) 「設計事象Ⅳ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の安全設計上想

定される異常な事態が生じている状態をいう。 

 

故，運転時の異

常な過渡変化時

の状態において

組み合わせるべ

き荷重はなく，

運転状態を設計

基準事故等の発

生頻度及び継続

時間を考慮して

定義付ける必要

はないことか

ら，通常運転時

の状態において

最高使用圧力，

最高使用温度

等，設計条件そ

のものを適用し

ているため，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。（設計基準事

故，運転時の異

常な過渡変化時

の状態における

荷重の組み合わ

せについては，

補足説明資料

「【耐震機電 22】

地震荷重と事故

時荷重との組み

合わせについ

て」にて示す。） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(12／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 第 3.1-1 表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 
 耐

震
重
要
度 

荷重の組合せ 

許容限界 

建物・構築物 基礎地盤の支持性能 

建
物
・
構
築
物 

Ｓ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震

応答解析の最大せん断ひ

ずみ度が 2.0×10-3を超

えないこと又は部材に生

じる応力が終局耐力に対

し妥当な安全余裕を有し

ていることあるいは部材

に生じる応力又はひずみ

が CCV規格＊1における荷

重状態Ⅳの許容値を超え

ないこととする。土木構

造物については，曲げに

ついては限界層間変形角

（層間変形角 1/100）又

は終局曲率，せん断につ

いてはせん断耐力を許容

限界とし，限界層間変形

角，終局曲率及びせん断

耐力の許容限界に対して

は妥当な安全余裕を持た

せる。 

地盤の極限支持力度

に対して妥当な安全

余裕を持たせる。 

＊2 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震

応答解析の最大せん断ひ

ずみ度がおおむね弾性状

態に留まる範囲で耐える

こと又は部材に生じる応

力が短期許容応力度に基

づく許容値又は CCV規格
＊1における荷重状態Ⅲの

許容値を超えないことと

する。土木構造物につい

ては，短期許容応力度を

許容限界とし，発生応力

度が許容限界以下である

ことを確認する。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

Ｂ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 

部材に生じる応力が短期

許容応力度に基づく許容

値を超えないこととす

る。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

Ｃ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 

部材に生じる応力が短期

許容応力度に基づく許容

値を超えないこととす

る。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（設計基準対象施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 土木構造物の許

容限界の考え方

を明確化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 土木構造物の許

容限界の考え方

を明確化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（85/138）頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(13／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

((社)日本機械学会，2003) 

＊2： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築物の設

置状況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

〔記号の説明〕 

Ｇ  ：固定荷重 

Ｐ  ：積載荷重 

 

Ｋｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ  ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震

力 

ＫＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又

は静的地震力と組み合わせる。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計基準事故時

の状態で施設に

作用する荷重に

ついては，運転

時の状態で施設

に作用する荷重

を超えるもの及

び長時間施設に

作用するものが

ないため，基本

設計方針に合わ

せた記載とし

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(14／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  b.原子炉格納容器 

 
〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しな

い。 

＊2：原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の最終障壁となるこ

とから，構造体全体としての安全余裕を確認する意味で，

原子炉冷却材喪失後の最大内圧とＳｄ（又は静的地震力）

との組合せを考慮するものとし，内圧は安全側に原子炉格

納容器の最高使用圧力に置き換えるものとする。 

＊3：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(15／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  （重大事故等対処施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ ：固定荷重 

Ｐ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に

よって引き起こされるおそれのある事象による荷重，又は

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な

荷重 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震

力 

ＫＣ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事

故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳ

と表記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（118/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(16／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  b.原子炉格納容器 

 
〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｐ３：重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（以下

「SA（L）時」という。）に作用する荷重） 

Ｐ４：重大事故等時圧力荷重（SA 時の状態でSA（L）時より更に長期

的（以下「SA（LL）時」という。）に作用する荷重） 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳＡｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の最大値は考慮しな

い。 

＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

＊3：重大事故等時の状態 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(17／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 (2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

(2) 機器・配管系 

a. 記号の説明 

Ｄ : 死荷重 

Ｐ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態（地震との組合せが

独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）における圧力荷重 

Ｍ : 地震及び死荷重以外で地震と組み合わすべきプラントの運転状

態（地震との組合せが独立な運転状態Ⅳ，Ⅴは除く）で設備に

作用している機械的荷重各［運転状態におけるＰ及びＭについ

ては，安全側に設定された値（最高使用圧力，設計機械荷重

等）を用いてもよい。］ 

ＰＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その

後に生じている圧力荷重 

ＭＬ : 地震との組合せが独立な運転状態Ⅳの事故の直後を除き，その

後に生じている死荷重及び地震荷重以外の機械的荷重 

ＰＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態

Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場

合にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた最高使

用圧力による荷重 

ＭＤ : 地震と組み合わすべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ（運転状態

Ⅲ及び地震従属事象として運転状態Ⅳに包絡する状態がある場

合にはこれを含む｡）又は当該設備に設計上定められた機械的

荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｄ : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

 

Ｍｄ : 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））

に作用する圧力荷重 

ＭＳＡＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期（Ｌ））

に作用する機械的荷重 

ＰＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷重 

ＭＳＡＬＬ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）で長期的（長期

（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する機械的荷

重 

ＰＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を

考慮して当該設備に設計上定められた設計圧力による荷重 

ＭＳＡＤ : 重大事故等時の状態（運転状態Ⅴ）における運転状態等を

考慮して当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

Ｓｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力 

Ｓｄ* : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備

に適用される静的地震力 

Ｓｓ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

 

 

• 記載の適正化と

して，事業変更

許可申請書に合

わせて記載した

基本設計方針に

整合させた表現

としており，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。 

• 再処理施設にお

ける運転状態と

して，運転時の

状態，運転時の

異常な過渡変化

時の状態，設計

基準事故時の状

態を定義してお

り，先行炉にお

ける運転状態は

定義していない

ことから，運転

状態に応じた許

容応力状態は記

載していないた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（118/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(18／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
ＳＢ ：耐震Ｂクラス設備に適用される地震力又は静的地震力 

 

ＳＣ ：耐震Ｃクラス設備に適用される静的地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 8に規定される値 

 

 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 9 に規定される

値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1 に規定される

値 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5表 5又は表 6に規定

される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ：「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊：「JSME S NC1」SSB-3121.3の規定により，SSB-3121.(1)a.における

Ｓｙ及びＳｙ(RT)を 1.2Ｓｙ及び 1.2Ｓｙ(RT)に読み替えた値 

 

 

 

 

ＳＢ : 耐震Ｂクラス設備に適用される地震動により定まる地震力又は

静的地震力 

ＳＣ : 耐震Ｃクラス設備に適用される静的地震力 

 

ⅢＡＳ: 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年版（2007 

年追補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）（日本機

械学会 2007 年9 月）（以下「設計・建設規格」という。）の

供用状態Ｃ相当の許容応力を基準として，それに地震により

生じる応力に対する特別な応力の制限を加えた許容応力状態 

ⅣＡＳ: 設計・建設規格の供用状態Ｄ相当の許容応力を基準として，

それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加

えた許容応力状態 

ⅤＡＳ:運転状態Ⅴ相当の応力評価を行う許容応力状態を基本として，

それに地震により生じる応力に対する特別な応力の制限を加

えた許容応力状態 

ＢＡＳ: 耐震Ｂクラス設備の地震時の許容応力状態 

ＣＡＳ : 耐震Ｃクラス設備の地震時の許容応力状態 

Ⅰ＋Ｓｄ* 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｄ*地震力が作用

した場合の許容応力区分 

Ⅰ＋Ｓｓ 設計事象Ⅰの貯蔵時の状態において，Ｓｓ地震力が作用し

た場合の許容応力区分 

 

 

Ｓｙ : 設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定

される値 

 

Ｓｕ : 設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9 に規

定される値 

Ｓｍ : 設計応力強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表1 に規

定される値。 ただし，耐圧部テンションボル

トにあっては設計・建設規格 付録材料図表 

Part5 表2 に規定される値 

Ｓ : 許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表

6 に規定される値 

 

 

ただし，クラスＭＣ容器にあっては設計・建設

規格 付録材料図表Part5 表3 に規定される値 

また，耐圧部テンションボルトについては，ク

ラスＭＣにあっては設計・建設規格 付録材料図

表 Part5 表4 に規定される値。その他について

は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7 に

規定される値 

 

Ｆ : 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊ : 設計・建設規格 SSB-3121.3 の規定により，SSB-3121(1)a.に

おけるＳｙ及びＳｙ（ＲＴ）を1.2Ｓｙ及び1.2Ｓｙ（ＲＴ）に読

み替えた値 

Ｓｈ: 最高使用温度における許容引張応力  

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 に規定され

る値 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

ける運転状態と

して，運転時の

状態，運転時の

異常な過渡変化

時の状態，設計

基準事故時の状

態を定義付けし

ており，発電炉

における運転状

態は定義してい

ないことから，

運転状態に応じ

た許容応力状態

は記載していな

いため，記載の

差異により新た

な論点が生じる

ものではない。 

• 記載の適正化と

して，申請書間

の整合を図るた

め，添付書類

「Ⅳ-1-1 耐震設

計の基本方針」

にて定義した略

語を記載した。 

• 以降，機器・配

管系の「記号の

説明」における

差異理由は同

様。 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

• JEAGに基づく記

載としており，

上記「S：許容引
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(19／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規

定される値 

 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME 

S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131によ

り規定される値 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME S 

NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とあるの

を「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ(RT)」と読み替えて算出した値

(「JSME S NC1」SSB-3121.3及びSSB-3133)。ただし，支持構造物

の上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)a の

Ｆ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。また，使用温度

が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合

金にあっては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれか小さい

方の値。なお，Ｓｙ(RT)は40℃における設計降伏点の値。 

  

 

 

 

 

 

 

なお，上記において用いる値は，「Ｖ－２ 強度計算方法」における添

付－１「容器等の材料及び構造に関する設計の基本方針」に定められた値

を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ: 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値｡ボ

ルト等に対して設計・建設規格 SSB-3131(1)に

より規定される値 

 

ｆｓ : 許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設

計・建設規格SSB-3121.1(2)により規定され

る値。ボルト等に対しては，設計・建設規格

SSB-3131(2)により規定される値 

 

ｆｃ : 許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く｡）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

 

ｆｂ : 許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

 

ｆｐ : 許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・

建設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

 

ｆｔ
＊，ｆｓ

＊，ｆｃ
＊，ｆｂ

＊，ｆｐ
＊： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に設計・

建設規格 付録材料図表 Part5 表8 に規定する値とあるのを

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に規定する値の1.2 

倍の値と読み替えて計算した値。ただし，その他の支持構造

物の上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，設計・建設規格 SSB-

3121.1(1)a のＦ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の

値。ただし，使用温度が40℃を超えるオーステナイト系ステ

ンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ

又はＳｙ(RT)のいずれか小さい方の値。また，Ｓｙ(RT)は

40℃における設計降伏点の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張応力」と同様

の内容であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉は支持構

造物を分類分け

しているが，再

処理施設では分

類分けしておら

ず，設計内容と

しては発電炉と

同等であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

• 再処理用鋼種等

の物性値（許容

引張応力，設計

設計降伏点等）

については，既

認可設工認にて

定めている値を

用いることか

ら，記載の差異
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(20／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)（同一

仕様につき3個の試験の最小値又は1個の試験の90%） 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＬ : 形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)

（同一仕様につき3 個の試験の最小値又は1 個の試験の90%） 

 

Ｓｙｄ : 最高使用温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

Ｓｙｔ : 試験温度における設計降伏点  

設計・建設規格 付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

 

ＡＳＳ : オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ : 高ニッケル合金 

Ｌ : 活荷重 

Ｐ１ : 運転時圧力荷重 

Ｒ１ : 運転時配管荷重 

Ｔ１ : 運転時温度荷重 

Ｐ２ : 異常時圧力荷重 

Ｒ２ : 異常時配管荷重 

Ｔ２ : 異常時温度荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ３ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期

（Ｌ））に作用する圧力荷重） 

Ｒ３ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期

（Ｌ））に作用する配管荷重） 

Ｐ４ : 重大事故等時圧力荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期

（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する圧力荷

重） 

Ｒ４ : 重大事故等時配管荷重（重大事故等時の状態で長期的（長期

（Ｌ））より更に長期的（長期（ＬＬ））に作用する配管荷

重） 

Ｋｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又はＳクラス設備に

適用される静的地震力 

ＫＳＡｄ : 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

ＫＳ : 基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

Ｆｃ : コンクリートの設計基準強度 

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

ける運転状態と

して，運転時の

状態，運転時の

異常な過渡変化

時の状態，設計

基準事故時の状

態を定義付けし

ており，発電炉

における運転状

態は定義してい

ないことから，

運転状態に応じ

た許容応力状態

は記載していな

いため，記載の

差異により新た

な論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(21／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(22／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(23／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(24／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(25／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(26／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(27／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(28／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(29／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(30／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(31／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(32／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(33／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(34／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(35／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(36／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(37／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(38／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(39／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(40／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(41／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(42／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(43／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(44／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(45／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(46／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(47／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(48／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(49／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(50／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(51／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(52／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(53／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(54／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 

（118/138）頁へ 

688



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(55／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(56／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(57／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(58／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(59／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処理

施設には該当す

る設備がないた

め，記載の差異に

より新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(60／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(61／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 

 

 

ネ. 埋込金物 

 荷重の組合せに対する許容応力状態は，埋込金物が支持する支

持構造物と同等とする。また，以下では，設計基準対象施設の許

容限界を示すが，重大事故等対処施設における許容応力状態ⅤＡ

Ｓの許容限界については，許容応力状態ⅣＡＳの許容限界と読み

替える。 

(イ) 鋼構造物の許容応力 

鋼構造物の許容応力は次による。 

ⅰ. 埋込板，アンカーフレーム，スタッド等は，その他の支持構

造物（ボルト以外）の規定による。 

ⅱ. アンカボルトは，その他の支持構造物（ボルト等）の規定に

よる。 

 

(ロ) コンクリート部の許容基準 

コンクリート部の強度評価における許容荷重はＪＥＡＧ４６

０１－1991追補版に基づき，次の通りとする。 

また，アンカー部にじん性が要求される場合にあっては，原

則として基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。 

ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

(ⅰ)  コンクリートにせん断補強筋がない場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は，以下に

示すコンクリート部の引張荷重に対する許容値以下とな

るようにする。 

p≦pa＝min(pa1,pa2) 

ここに 

pa1＝0.31・Ｋ１・Ａｃ Fc  

pa2＝Ｋ２・αc・Ａ0・Fc 

p   ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

pa   ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容

引張荷重（N） 

pa1  ：コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基

礎ボルト１本当たりの許容引張荷重（N） 

pa2  ：基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧

破壊する場合の基礎ボルト１本当たりの許容

引張荷重（N） 

Ｋ１ ：コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Ｋ２ ：支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ａc ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積

（mm2） 

αc  ：支圧面積と有効投影面積から定まる定数，＝

0 　Ac/A かつ 10以下 

Ａ0  ：支圧面積（mm2） 

 

また，各許容応力状態に対するコーン状破壊耐力及び支

圧破壊耐力の低減係数（Ｋ１及びＫ２）の値を以下に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(62／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許 容 応

力状態 

コーン状破壊す

る場合の引張耐

力 の 低 減 係 数

（Ｋ１） 

支圧破壊する

場合の引張耐

力の低減係数

（Ｋ２） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋

Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 0.45 2/3 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋

Ｓｓ 

ⅣＡＳ 0.6 0.75 

 

(ⅱ) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲

内にせん断補強筋を配する場合，鉄筋比が 0.4 ％以上あれ

ば許容応力状態ⅣＡＳにおけるコンクリート部の引張強度

は，(ⅰ)の場合の 1.5 倍の強度を有するものとして評価す

ることができる。 

鉄筋比：Pt＝
Ac

Aw
 

Aw：せん断補強筋断面積（mm2） 

Ac：有効投影面積（mm2） 

 

ⅱ. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評

価 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は，以下に

示すコンクリート部のせん断荷重に対する許容値以下になる

ようにする。 

q≦qa＝min（qa1,qa2） 

ここに 

qa1＝0.5・Ｋ３・Ａb・ Fc・Ec  

qa2＝0.31・Ｋ４・Ａc1・ Fc  

q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

qa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容

せん断荷重（N） 

qa1：基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧

壊して破壊（複合破壊）する場合の基礎ボルト１

本当たりの許容せん断荷重（N） 

qa2：へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト

１本当たりの許容せん断荷重（N） 

Ｋ３ ：複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ｋ４ ：へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力

の低減係数 

Ａb ：基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸

部断面積）（mm2） 

Ec  ：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

a   ：へりあき距離（mm） 

Ａc1  ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面

積（mm2）＝πa2/2 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(63／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 

ただし， Fc・Ec の値は，500 N/mm2以上，880 N/mm2

以下とする。880 N/mm2を超える場合は， Fc・Ec ＝880 

N/mm2として計算する。 

また，各許容応力状態に対するせん断耐力の低減係数

（Ｋ３及びＫ４）の値を以下に示す。 

 

耐震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容 

応力 

状態 

複合破壊の場

合のせん断耐

力の低減係数

（Ｋ３） 

へり側コンクリ

ート破壊の場合

のせん断耐力の

低減係数（Ｋ４） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ

＋Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 0.6 0.45 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ

＋Ｓｓ 

ⅣＡＳ 0.8 0.6 

 

ⅲ. 基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合のコン

クリートの評価 

基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合，それ

らの組合せ荷重が以下に示すコンクリート部の引張荷重及び

せん断荷重の組合せに対する許容値以下となるようにする。 

1≦
q

q
＋

p

p
2

a

2

a




















 

ここに 

pa ：引張荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりの

コンクリート部の許容引張荷重（N） 

＝min(pa1,pa2) 

qa ：せん断荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たり

のコンクリート部の許容せん断荷重（N） 

＝min(qa1,qa2) 

p  ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

q  ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

 

ⅳ. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価 

鉄筋コンクリート造建物・構築物において，耐震要素として

地震時に生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）

において地震力による各層の面内せん断ひずみ度又は面内せ

ん断力が著しく大きい場合は，鉄筋コンクリート造壁の機器・

配管に対する支持機能の評価に，下記の許容限界を用いるこ

ととする。 

(ⅰ) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力

に関する許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断ひずみ度γと機器・配管

のアンカー部に作用する面外の引張力 pを puで除した値 p

／puが，以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内にあ

ることとする。 

ここで，puは定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力

で，下記の式による。また，面内せん断ひずみ度γは，Ｊ

ＥＡＧ４６０１で定まる 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(64／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
復元力特性を用いた応答解析結果に基づく値とする。 

pu＝0.31・Ａc・ Fc  

ここに， 

pu  ：定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力（N） 

Ａc：有効投影面積（「ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受け

る場合のコンクリートの評価」参照）（mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断ひずみ度と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

(ⅱ) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関す

る許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断力 Qを終局せん断耐力Qu

で除した値 Q／Qu と前記の p／puが，以下に示す図の網掛

け部の許容限界ゾーン内にあることを目安とする。 

ここで，Quは各層の終局せん断耐力で，下記の式による。 

Qu＝τu・As 

ここに 

( )

( )

  
  
   





 s 0 s s
u

s

　 1-τ 1.4・ Fc  ・τ τ τ 1.4・ Fc
τ＝

τ≧1.4・ Fc1.4・ Fc

 

τ0＝   Fc ・ ＱＤ／Ｍ0.56-0.94  

ただし，Ｍ／ＱＤ＞１のとき，Ｍ／ＱＤ＝１と

する。 

τs＝(PV＋PH)･σy/2＋(σV+σH)/2 

Qu   ：終局せん断耐力（N） 

τu  ：終局せん断応力度（N/mm2） 

AS   ：有効せん断断面積（mm2） 

FC   ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2） 

PV  ：縦筋比 

PH  ：横筋比 

σV  ：縦軸応力度（N/mm2） 

σH  ：横軸応力度（N/mm2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：許容限界ゾーン 

75.01015.0 3 
up

p


面内せん断ひずみ度γ（×10-3） 

面
外
引
張
力 

0 1 2 

0.45 

0.6 

upp
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(65／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
σy  ：鉄筋の降伏応力度（N/mm2） 

Ｄ  ：引張，圧縮フランジの芯々間距離（mm） 

（ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁

長，円筒壁の場合は外径） 

Ｑ  ：当該耐震壁面内せん断力（N） 

Ｍ  ：当該耐震壁曲げモーメント（N･mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断力と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

ⅴ. コンクリートの許容圧縮応力度 

コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容圧縮応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 2／3・Fc 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 0.75・Fc 

注記＊：Fc＝コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

ⅵ. コンクリートの許容せん断応力度 

コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 

荷 重 の 組

合せ 

許 容

応力 

状態 
許容せん断応力度 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋

ＭＤ＋Ｓｄ

* 

ⅢＡＳ 

1.5 ・ min

















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1
 

Ｄ＋ＰＤ＋

ＭＤ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 

1.5 ・ min

















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：許容限界ゾーン 

222.027.015.0 
uu p

p

Q

Q

面内せん断力 

面
外
引
張
力 

0 0.4 
0.67 

0.45 

0.6 

0 

upp

uQQ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(66／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
ⅶ. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応

力度 

異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応

力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 

荷重の組合

せ 

許 容

応力 

状態 

許容付着応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋

ＭＤ＋Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 

1.5 ・ min

















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1
 

Ｄ＋ＰＤ＋

ＭＤ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 

1.5 ・ min

















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1
 

注記＊：コンクリートの沈下により異形鉄筋下面の付着が

悪くなると考えられる場合は許容付着応力度を 2

／3の値とする。 

 

 

ⅷ. コンクリートの許容支圧応力度 

コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容支圧応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓ

ｄ* 
ⅢＡＳ f’c＝fc 1Ac/A  

かつ 

f’c 2fc 及び 

f’c Fc  

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓ

ｓ 
ⅣＡＳ 

注記＊：fc＝コンクリートの許容圧縮応力度（N/mm2） 

A1＝局部圧縮を受ける面積（支圧面積） 

Ac＝支圧端から離れて応力が一様分布となったと

ころの面積（支承面積） 

 

ⅸ. 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断

応力度 

スタッド，アンカボルト等の引抜き力及びベースプレート

の押抜き（パンチング）力によってコンクリートに生じる各許

容応力状態におけるせん断応力度τpは次式により計算し，ⅵ.

に示す許容せん断応力度より低いことを確認する。 

また，本評価法以外に，「原子力発電所耐震設計技術指針 

重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」の

「2.9.4 章 埋込金物の許容応力」の解説(7).b に示される米

国コンクリート学会の規定を用いる場合もある。 

・ｊ・bα

P
＝τ

oＤ
p  
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(67／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
ここで 

P ＝引抜き力又は押抜き力（N） 

αＤ＝1.5（定数） 

bo  ＝せん断力算定断面の延べ幅（mm） 

j  ＝(7／8)d（mm） 

d  ＝せん断力算定断面の有効せい（mm） 

 

ただし，せん断力算定断面は次のように考える。 

 
   

 
 

(ハ) 形式試験による場合 

埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は

次による。 

ⅰ. 試験個数は，同一仕様のものを，荷重種別（引張，曲げ，せ

ん断）ごとに最低 3個とする。 

ⅱ. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する

限界の荷重を TL(Test-Load)とする。ただし，埋込板のごとく

荷重による変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあ

っては破壊荷重を TLとする。 

ⅲ. 許容荷重は，3 個の TLのうち最小値を(TL)min とし下の表に

より求める。ただし，最小値が他の 2 個の TL に比べ過小な場

合は，新たに 3 個の TLを求め，合計 6 個の TLの中で後から追

加した 3 個の TLの最小値が最初の 3 個の TLの最小値を上回っ

た場合は，合計 6 個の TLの最小値をはぶき 2 番目に小さい TL

を(TL)min とする。ただし，下回った場合は，最小値を(TL)min

とする。 

 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容荷重 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓ

ｄ* 
ⅢＡＳ (TL)min・1／2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓ

ｓ 
ⅣＡＳ (TL)min・0.6 

 

(ニ) スタッドの評価 

スタッドの評価においては，せん断耐力の評価式を規定し

ている日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式

（ＡＩＪ式）を用いることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッド，アンカボル

トの引抜きの例，ただ

し bo＝π・(Ｄ＋d) 

ベースプレートの押抜

きの例， 

ただし bo＝π・(Ｄ＋d) 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(68／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

(ホ) メカニカルアンカ，ケミカルアンカの許容応力 

建物施工後に設置する後打ちアンカには，メカニカルアンカ

及びケミカルアンカがあり，その許容値は，「各種合成構造設計

指針・同解説」（日本建築学会，2010 年改定）又はＪＥＡＧ４６

０１・補-1984に基づき設計する。 

ⅰ. メカニカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカー

ボルト設計指針・解説 資料 5 金属拡張アンカーボルトの設

計」に基づき設計する。また，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に

基づく場合は，前記ネ.(イ)，(ロ)の許容値に更に 20%の低減

を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示

す許容荷重 pa以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa2) 

 pa1＝φ1・sσpa・sca 

 pa2＝φ2・αc・cσt・Ac 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa2：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷

重（N） 

αc：施工のバラツキを考慮した低減係数で，αc＝0.75 とす

る。 

φ1，φ2：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 

短期荷重用 1.0 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Syとする。（N/mm2） 

sca：ボルト各部の最小断面積（mm2）又はこれに接合される

鋼材の断面積で危険断面における値 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で cσt

＝0.31 Fcとする。 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ac：コーン状破壊面の有効水平投影面積で，Ac＝π・ℓce(ℓce

＋Ｄ)とする。（mm2） 

Ｄ：アンカーボルト本体の直径（mm） 

ℓ：アンカーボルトの埋込み深さで，母材表面から拡張面先

端までの距離（mm） 

ℓce：強度算定用埋込み深さでℓce＝








Ｄ4Ｄ4

Ｄ4,




 （mm） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示

す許容荷重 qa以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・αc・cσqa・sca 

qa3＝φ2・αc・cσt・Aqc 

ここで， 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(69／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重

（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断

荷重（N） 

sσqa：ボルトのせん断強度で，sσqa＝0.7・sσyとする。（N/mm2） 

sca：ボルトのコンクリート表面における断面積（mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとす

る。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効

投影面積で Aqc＝0.5・πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

 

(ⅲ) 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p及びせん断荷重 qの組合せ荷重を

受ける場合，以下となるようにする。 

 

1
qa

q
＋

pa

p
22

















 

 

ⅱ. ケミカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカー

ボルト設計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」

又はＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づき設計する。 

「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下の通

りである。 

また，ＪＥＡＧ4601・補-1984 に基づく場合は，前記ネ.(イ)，

(ロ)の許容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示

す許容荷重 pa以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa3) 

pa1 = φ1・sσpa・sca 

pa3 = φ3・τa・π・da・ℓce 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa3：ボルトの付着力により決まる許容引張荷重（N） 

φ1，φ3：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 φ3 

短期荷重用 1.0 2／3 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。ただし，ボ

ルトの降伏を保証する場合の上限引張力を算定する

ときは，sσpa＝αyu・sσyとする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Syとする。（N/mm2） 

αyu：ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に

対する割増係数であり，1.25 以上を用いる。 

sca：ボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(70／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
小さい方の値（mm2） 

da：ボルトの径（mm） 

ℓce：ボルトの強度算定用埋込み深さでℓce＝ℓe－2daとする。

(mm） 

ℓe：ボルトの有効埋込み深さ(mm） 

τa：ボルトの付着強度でτa＝α1・α2・α3・τbavgとする。

(N/mm2） 

ここで， 

αn：へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数

でαn＝0.5









e

nc


＋0.5 とする。（n＝1,2,3）ただし，

  1.0／c en  の場合は   1.0＝／c en  ， ae 10d の場合は

ae 10d とする。 

cn：へりあき寸法又はボルトピッチ aの 1/2で，最も小さく

なる寸法 3面までを考慮する。 

τbavg：ボルトの基本平均付着強度であり，接着剤及び充填

方式により以下の表に従う。 
 カプセル方式 注入方式 

有機系 無機系 有機系 

普通コンクリート 10 21／Fc  5 21／Fc  7 21／Fc  

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に

示す許容荷重 qa以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・cσqa・sca 

qa3＝φ2・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重

（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷

重（N） 

φ2：低減係数であり，(ⅰ)において示す表に従う。 

sσqa：ボルトのせん断強度で sσqa＝0.7・sσyとする。（N/mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとす

る。（N/mm2） 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で cσt

＝0.31 Fcとする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効

投影面積で Aqc＝0.5πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

また，ボルトの有効埋込み長さℓeが以下となるようにする。 

a

apas
e

4τ

・dσ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(71／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

（ⅲ） 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p及びせん断荷重 qの組合せ荷重

を受ける場合，以下となるようにする。 

1
qa

q
＋

pa

p
22
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(72／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 

 

 

ナ. 燃料集合体（燃料被覆管） 

 
注記＊1：せん断ひずみエネルギー説に基づく相当応力に対して評価す

る。 

＊2：使用温度及び照射の効果を考慮して許容値を設定する。 

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 

706



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(73／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(74／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(75／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

・発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には該当

する設備がない

ため，記載の差

異により新たな

論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(76／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(77／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(78／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(79／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(80／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(81／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(82／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(83／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(84／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

 
 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり，再処

理施設には類似

機能を持つ設備

がないため，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。 

718



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(85／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(86／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(87／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(88／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 

722



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(89／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(90／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(91／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(92／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 

726



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(93／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 
 

 再処理施設にお

いては該当する

設備がないため

記載していな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(94／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

a．容器 

(a) Ｓクラス 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許容限界＊1 

一次一般

膜応力 

一次膜応力

＋一次曲げ

応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5

倍の値 

Ｓｓ又はＳｄ地震動のみ

による疲労解析を行い，

疲労累積係数が 1.0以下

であること。ただし，地

震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が 2Ｓｙ

以下であれば疲労解析は

不要。＊2 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，

ＡＳＳ及

びＨＮＡ

について

は上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

左欄の 1.5

倍の値 

 

注記＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，クラス MC 容器の座屈に対

する計算式による。 

＊2：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S 

NC1」PVB-3300(PVB-3313を除く。Ｓｍは 2/3Ｓｙと読み替え

る。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. 荷重の組合せ及び許容応力に記載している

内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ

及びＭＤは発電

炉固有の設計上

の考慮であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(95／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

(b) Ｂ，Ｃクラス 
耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮ

Ａについては上記値と 1.2

Ｓとの大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮ

Ａについては上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 

 

 

 
 

【記載箇所：表3-1(2)b. 荷重の組合せ及び許容応力に記載している

内容】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(96／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b．配管系 

(a) Ｓクラス 

（配管） 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜

応力 

一次応力 

(曲げ応力を

含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｓ 
0.6Ｓｕ

＊1 
左欄の 1.5

倍の値 

Ｓｓ又はＳｄ地震動のみに

よる疲労解析を行い，疲労

累積係数が 1.0以下である

こと。ただし，地震動のみ

による一次＋二次応力の変

動値が 2Ｓｙ以下であれば疲

労解析は不要。＊2 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓ

ｕの小さい

方。 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。＊1  

Ｓｙ 

ただし，Ａ

ＳＳ及びＨ

ＮＡについ

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

 

注記＊1：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)

におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の 0.8

倍の値とする。 

＊2：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S 

NC1」PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，Ｓｍは 2/3 Ｓｙと

読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ

及びＭＤは発電

炉固有の設計上

の考慮であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(97／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

（ダクト） 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｓ 

地震時の加速度

及び相対変位に

対し機能が保た

れるようサポー

トのスパン長を

最大許容ピッチ

以下に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ

及びＭＤは発電

炉固有の設計上

の考慮であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(98／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

(b) Ｂ，Ｃクラス 

（配管） 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ

については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方＊。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ

については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

 

注記＊：軸力による全断面平均応力については，Ｓクラスの配管(ダクト

を除く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許容

値の 0.8 倍の値とする。 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (b) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管系及び常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備の機器・配管

系に記載している内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉の注記＊

１，＊２の内容

を纏めて記載し

たものであり，

記載の差異によ

り新たな論点が

生じるものでは

ない。 

• 発電炉固有の設

備に対する要求

事項であり，再

処理施設には該

当する設備がな

いことから，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(99／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

（ダクト） 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 
地震時の加速度及び相対変

位に対し機能が保たれるよ

うサポートのスパン長を最

大許容ピッチ以下に確保す

ること。 

－ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (b) ハ. クラス３管，クラス４管に記載し

ている内容】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(100／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 c．ポンプ 

(a) Ｓクラス 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜 

応力 
一次応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｓ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 

1.5倍の値 

Ｓｓ又はＳｄ地震動のみによる

疲労解析を行い，疲労累積係数

が 1.0以下であること。ただ

し，地震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が 2Ｓｙ以下で

あれば疲労解析は不要。＊ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕ

の小さい方。 

ただし，ＡＳ

Ｓ及びＨＮＡ

については上

記値と 1.2Ｓ

との大きい

方。 

左欄の 

1.5倍の値 

 

注記＊：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S 

NC1」PVB-3300(PVB-3313を除く。Ｓｍは 2/3Ｓｙと読み替える。)

の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

 

 

 

 

 

 
 

 

・再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ

及びＭＤは発電

炉固有の設計上

の考慮であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(101／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

(b) Ｂ，Ｃクラス 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般膜応力 
一次応力 

(曲げ応力を含む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 
Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ

については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，ＡＳＳ及びＨＮＡ

については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (b) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管系及び常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備の機器・配管

系に記載している内容】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(102／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 d．弁(弁箱) 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許容限界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応

力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｓ 

――――――――――――――――――       ＊ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋Ｓｄ 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

 

注記＊：弁の肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動部を有す

る電動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300 の

評価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が

講じられているものは，この限りではない。 

【記載箇所：表3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ

及びＭＤは発電

炉固有の設計上

の考慮であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(103／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設にお

いては非常用炉

心冷却系等に相

当する系統を有

しておらず，プ

ラントの運転状

態Ⅰ及びⅡの場

合に用いるＰＤ及

びＭＤは発電炉固

有の設計上の考

慮であるため，

記載の差異によ

り新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(104／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

【記載箇所：第3-1表(2)e. 支持構造物に記載している内容（比較対象：

耐震重要度Ｂ，Ｃ）】 

 

【記載箇所：表3-1(2)b. (b) Ｂ，Ｃクラスの機器・配管系及び常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備の機器・配管

系に記載している内容】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(105／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

 

 

f. 埋込金物 

荷重の組合せに対する許容応力状態は，埋込金物が支持する支持構造

物と同等とする。 

 

 

 

(a) 鋼構造物の許容応力 

鋼構造物の許容応力は次による。 

イ. 埋込板，アンカーフレーム，スタッド等は，支持構造物（ボルト

以外）の規定による。 

ロ. アンカボルトは，支持構造物（ボルト等）の規定による。 

 

 

(b) コンクリート部の許容基準 

コンクリート部の強度評価における許容荷重は JEAG4601 に基づ

き，次のとおりとする。 

また，アンカー部にじん性が要求される場合にあっては，原則と

して基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。 

イ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

(イ)  コンクリートにせん断補強筋がない場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は，以下に示す

コンクリート部の引張荷重に対する許容値以下となるようにす

る。 

p≦pa＝min(pa1,pa2) 

ここに 

pa1＝0.31・Ｋ１・Ａｃ Fc  

pa2＝Ｋ２・αc・Ａ0・Fc 

p   ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

pa   ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容引張

荷重（N） 

pa1  ：コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基礎ボ

ルト１本当たりの許容引張荷重（N） 

pa2  ：基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧破壊

する場合の基礎ボルト１本当たりの許容引張荷重

（N） 

Ｋ１ ：コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Ｋ２ ：支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ａc ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2） 

 

αc  ：支圧面積と有効投影面積から定まる定数，＝ 0 　Ac/A

かつ 10以下 

Ａ0  ：支圧面積（mm2） 

また，地震力とその他の荷重との組合せに対するコーン状破

壊耐力及び支圧破壊耐力の低減係数（Ｋ１及びＫ２）の値を以

下に示す。 

 

【記載箇所：表 3-1(2)b. (a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備の機器・配管系に記載し

ている内容】 

ネ. 埋込金物 

 荷重の組合せに対する許容応力状態は，埋込金物が支持する支

持構造物と同等とする。また，以下では，設計基準対象施設の許

容限界を示すが，重大事故等対処施設における許容応力状態ⅤＡ

Ｓの許容限界については，許容応力状態ⅣＡＳの許容限界と読み

替える。 

(イ) 鋼構造物の許容応力 

鋼構造物の許容応力は次による。 

ⅰ. 埋込板，アンカーフレーム，スタッド等は，その他の支持構

造物（ボルト以外）の規定による。 

ⅱ. アンカボルトは，その他の支持構造物（ボルト等）の規定に

よる。 

 

(ロ) コンクリート部の許容基準 

コンクリート部の強度評価における許容荷重はＪＥＡＧ４６

０１－1991追補版に基づき，次の通りとする。 

また，アンカー部にじん性が要求される場合にあっては，原

則として基礎ボルトが先に降伏するような設計とする。 

ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

(ⅰ)  コンクリートにせん断補強筋がない場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は，以下に

示すコンクリート部の引張荷重に対する許容値以下とな

るようにする。 

p≦pa＝min(pa1,pa2) 

ここに 

pa1＝0.31・Ｋ１・Ａｃ Fc  

pa2＝Ｋ２・αc・Ａ0・Fc 

p   ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

pa   ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容

引張荷重（N） 

pa1  ：コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基

礎ボルト１本当たりの許容引張荷重（N） 

pa2  ：基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧

破壊する場合の基礎ボルト１本当たりの許容

引張荷重（N） 

Ｋ１ ：コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Ｋ２ ：支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ａc ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積

（mm2） 

αc  ：支圧面積と有効投影面積から定まる定数，＝

0 　Ac/A かつ 10以下 

Ａ0  ：支圧面積（mm2） 

また，各許容応力状態に対するコーン状破壊耐力及び支

圧破壊耐力の低減係数（Ｋ１及びＫ２）の値を以下に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 

• 再処理施設にお

ける運転状態と

して，運転時の

状態，運転時の

異常な過渡変化

時の状態，設計

基準事故時の状

態を定義付けし

ており，発電炉

における運転状

態は定義してい

ないことから，

運転状態に応じ

た許容応力状態

は記載していな

いため，記載の

差異により新た

な論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(106／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 

コーン状破壊する

場合の引張耐力の

低減係数（Ｋ１） 

支圧破壊する場合

の引張耐力の低減

係数（Ｋ２） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｓ 
0.6 0.75 

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｄ 
0.45 2/3 

 

(ロ) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲内にせ

ん断補強筋を配する場合，鉄筋比が 0.4 ％以上あれば基準地震

動Ｓｓとその他の荷重との組合せに対する許容応力におけるコ

ンクリート部の引張強度は，(イ)の場合の 1.5 倍の強度を有す

るものとして評価することができる。 

 

鉄筋比：Pt＝
 Aw

Ac
 

Aw：せん断補強筋断面積（mm2） 

Ac：有効投影面積（mm2） 

 

ロ. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評価 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は，以下に示すコ

ンクリート部のせん断荷重に対する許容値以下になるようにする。 

 

 

q≦qa＝min（qa1,qa2） 

ここに 

qa1＝0.5・Ｋ３・Ａb・ Fc・Ec  

qa2＝0.31・Ｋ４・Ａc1・ Fc  

q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

qa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容せん断

荷重（N） 

qa1：基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧壊し

て破壊（複合破壊）する場合の基礎ボルト１本当たり

の許容せん断荷重（N） 

qa2：へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト１本

当たりの許容せん断荷重（N） 

Ｋ３ ：複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ｋ４ ：へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力の低

減係数 

Ａb ：基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸部断

面積）（mm2） 

Ec  ：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

a   ：へりあき距離（mm） 

 

 

 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 

コーン状破壊す

る場合の引張耐

力の低減係数

（Ｋ１） 

支圧破壊する

場合の引張耐

力の低減係数

（Ｋ２） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ

＋Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 0.45 2/3 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ

＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 0.6 0.75 

 
(ⅱ) コンクリートにせん断補強筋を配する場合 

コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積の範囲

内にせん断補強筋を配する場合，鉄筋比が 0.4 ％以上あれ

ば許容応力状態ⅣＡＳにおけるコンクリート部の引張強度

は，(ⅰ)の場合の 1.5 倍の強度を有するものとして評価す

ることができる。 

 

鉄筋比：Pt＝
 Aw

Ac
 

Aw：せん断補強筋断面積（mm2） 

Ac：有効投影面積（mm2） 

 

ⅱ. 基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評

価 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は，以下に

示すコンクリート部のせん断荷重に対する許容値以下になる

ようにする。 

q≦qa＝min（qa1,qa2） 

ここに 

qa1＝0.5・Ｋ３・Ａb・ Fc・Ec  

qa2＝0.31・Ｋ４・Ａc1・ Fc  

q ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

qa ：基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容

せん断荷重（N） 

qa1：基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧

壊して破壊（複合破壊）する場合の基礎ボルト１

本当たりの許容せん断荷重（N） 

qa2：へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト

１本当たりの許容せん断荷重（N） 

Ｋ３ ：複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数 

Ｋ４ ：へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力

の低減係数 

Ａb ：基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸

部断面積）（mm2） 

Ec  ：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Fc  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

a   ：へりあき距離（mm） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(107／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
Ａc1  ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積

（mm2）＝πa2/2 

ただし， Fc・Ec の値は，500 N/mm2以上，880 N/mm2以下

とする。また，880 N/mm2 を超える場合は， Fc・Ec ＝880 

N/mm2として計算する。 

また，地震力とその他の荷重との組合せに対するせん断耐

力の低減係数（Ｋ３及びＫ４）の値を以下に示す。 

 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 

複合破壊の場合

のせん断耐力の

低減係数（Ｋ３） 

へり側コンクリ

ート破壊の場合

のせん断耐力の

低減係数（Ｋ４） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｓ 
0.8 0.6 

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｄ 
0.6 0.45 

 

ハ. 基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合のコンクリ

ートの評価 

基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合，それらの

組合せ荷重が以下に示すコンクリート部の引張荷重及びせん断荷

重の組合せに対する許容値以下となるようにする。 

1≦
q

q
＋

p

p
2

a

2

a




















 

ここに 

pa ：引張荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコン

クリート部の許容引張荷重（N） 

＝min(pa1,pa2) 

qa ：せん断荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりのコ

ンクリート部の許容せん断荷重（N） 

＝min(qa1,qa2) 

p  ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

q  ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

 

ニ. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価 

鉄筋コンクリート造建物・構築物において，耐震要素として地震

時に生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）において

地震力による各層の面内せん断ひずみ度又は面内せん断力が著し

く大きい場合は，鉄筋コンクリート造壁の機器・配管に対する支持

機能の評価に，下記の許容限界を用いることとする。 

 

(イ) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力に関

する許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断ひずみ度γと機器・配管のア

ンカー部に作用する面外の引張力 p を puで除した値 p／puが，

以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内にあることとす

る。 

ここで，puは定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力で， 

 

 

Ａc1  ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面

積（mm2）＝πa2/ 

ただし， Fc・Ec の値は，500 N/mm2以上，880 N/mm2

以下とする。880 N/mm2を超える場合は， Fc・Ec ＝880 

N/mm2として計算する。 

また，各許容応力状態に対するせん断耐力の低減係数

（Ｋ３及びＫ４）の値を以下に示す。 

 

耐震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容 

応力 

状態 

複合破壊の場

合のせん断耐

力の低減係数

（Ｋ３） 

へり側コンクリ

ート破壊の場合

のせん断耐力の

低減係数（Ｋ４） 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋

Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 0.6 0.45 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋

Ｓｓ 
ⅣＡＳ 0.8 0.6 

 

ⅲ. 基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合のコン

クリートの評価 

基礎ボルトが引張，せん断の組合せ荷重を受ける場合，それ

らの組合せ荷重が以下に示すコンクリート部の引張荷重及び

せん断荷重の組合せに対する許容値以下となるようにする。 

1≦
q

q
＋

p

p
2

a

2

a




















 

ここに 

pa ：引張荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たりの

コンクリート部の許容引張荷重（N） 

＝min(pa1,pa2) 

qa ：せん断荷重のみに対する基礎ボルト 1 本当たり

のコンクリート部の許容せん断荷重（N） 

＝min(qa1,qa2) 

p  ：基礎ボルト１本当たりの引張荷重（N） 

q  ：基礎ボルト１本当たりのせん断荷重（N） 

 

ⅳ. コンクリート部の面内せん断力が大きい場合の評価 

鉄筋コンクリート造建物・構築物において，耐震要素として

地震時に生じる力を負担させる壁（以下「耐震壁」という。）

において地震力による各層の面内せん断ひずみ度又は面内せ

ん断力が著しく大きい場合は，鉄筋コンクリート造壁の機器・

配管に対する支持機能の評価に，下記の許容限界を用いるこ

ととする。 

(ⅰ) 耐震壁の面内せん断ひずみ度と基礎ボルトの面外引張力

に関する許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断ひずみ度γと機器・配管

のアンカー部に作用する面外の引張力 pを puで除した値 p

／puが，以下に示す図の網掛け部の許容限界ゾーン内にあ

ることとする。 

ここで，puは定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(108／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
下記の式による。また，面内せん断ひずみ度γは，JEAG4601 で

定まる復元力特性を用いた応答解析結果に基づく値とする。 

 

pu＝0.31・Ａc・ Fc  

ここに， 

pu  ：定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力（N） 

Ａc：有効投影面積（「イ. 基礎ボルトが引張荷重を受ける場

合のコンクリートの評価」参照）（mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断ひずみ度と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

(ロ) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関する許

容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断力 Q を終局せん断耐力 Qu で

除した値 Q／Qu と前記の p／pu が，以下に示す図の網掛け部の

許容限界ゾーン内にあることを目安とする。 

ここで，Quは各層の終局せん断耐力で，下記の式による。 

Qu＝τu・As 

ここに 

( )

( )

  
  
   





 s 0 s s
u

s

　 1-τ 1.4・ Fc  ・τ τ τ 1.4・ Fc
τ＝

τ≧1.4・ Fc1.4・ Fc

 

τ0＝   Fc ・ ＱＤ／Ｍ0.56-0.94  

ただし，Ｍ／ＱＤ＞１のとき，Ｍ／ＱＤ＝１とする。 

 

τs＝(PV＋PH)･σy/2＋(σV+σH)/2 

Qu   ：終局せん断耐力（N） 

τu  ：終局せん断応力度（N/mm2） 

AS   ：有効せん断断面積（mm2） 

FC   ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2） 

PV  ：縦筋比 

PH  ：横筋比 

σV  ：縦軸応力度（N/mm2） 

σH  ：横軸応力度（N/mm2） 

で，下記の式による。また，面内せん断ひずみ度γは，Ｊ

ＥＡＧ４６０１で定まる復元力特性を用いた応答解析結

果に基づく値とする。 

pu＝0.31・Ａc・ Fc  

ここに， 

pu  ：定着部のコンクリートのコーン状破壊耐力（N） 

Ａc：有効投影面積（「ⅰ. 基礎ボルトが引張荷重を受け

る場合のコンクリートの評価」参照）（mm2） 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断ひずみ度と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

(ⅱ) 耐震壁の面内せん断力と基礎ボルトの面外引張力に関す

る許容限界の目安値 

地震力による各層の面内せん断力 Qを終局せん断耐力Qu

で除した値 Q／Qu と前記の p／puが，以下に示す図の網掛

け部の許容限界ゾーン内にあることを目安とする。 

ここで，Quは各層の終局せん断耐力で，下記の式による。 

Qu＝τu・As 

ここに 

( )

( )

  
  
   





 s 0 s s
u

s

　 1-τ 1.4・ Fc  ・τ τ τ 1.4・ Fc
τ＝

τ≧1.4・ Fc1.4・ Fc

 

τ0＝   Fc ・ ＱＤ／Ｍ0.56-0.94  

ただし，Ｍ／ＱＤ＞１のとき，Ｍ／ＱＤ＝１と

する。 

τs＝(PV＋PH)･σy/2＋(σV+σH)/2 

Qu   ：終局せん断耐力（N） 

τu  ：終局せん断応力度（N/mm2） 

AS   ：有効せん断断面積（mm2） 

FC   ：コンクリートの圧縮強度（N/mm2） 

PV  ：縦筋比 

PH  ：横筋比 

σV  ：縦軸応力度（N/mm2） 

σH  ：横軸応力度（N/mm2） 

：許容限界ゾーン 

75.01015.0 3 
up

p


面内せん断ひずみ度γ（×10-3） 

面
外
引
張
力 

0 1 2 

0.45 

0.6 

upp
：許容限界ゾーン 

75.01015.0 3 
up

p


面内せん断ひずみ度γ（×10-3） 

面
外
引
張
力 

0 1 2 

0.45 

0.6 

upp
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(109／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
σy  ：鉄筋の降伏応力度（N/mm2） 

Ｄ  ：引張，圧縮フランジの芯々間距離（mm） 

（ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁長，円

筒壁の場合は外径） 

Ｑ  ：当該耐震壁面内せん断力（N） 

Ｍ  ：当該耐震壁曲げモーメント（N･mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断力と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

ホ. コンクリートの許容圧縮応力度 

コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 許容圧縮応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ 0.75・Fc 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ 2／3・Fc 

注記＊：Fc＝コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

へ. コンクリートの許容せん断応力度 

コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 許容せん断応力度 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ 

＋Ｓｓ 
1.5・min 
















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1  

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ 

＋Ｓｄ 
1.5・min 
















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1  

 

 

 

σy  ：鉄筋の降伏応力度（N/mm2） 

Ｄ  ：引張，圧縮フランジの芯々間距離（mm） 

（ボックス壁であれば地震荷重加力方向の壁

長，円筒壁の場合は外径） 

Ｑ  ：当該耐震壁面内せん断力（N） 

Ｍ  ：当該耐震壁曲げモーメント（N･mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面内せん断力と面外引張力に関する許容限界ゾーン 

 

ⅴ. コンクリートの許容圧縮応力度 

コンクリートの許容圧縮応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容圧縮応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ 2／3・Fc 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 0.75・Fc 

注記＊：Fc＝コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

ⅵ. コンクリートの許容せん断応力度 

コンクリートの許容せん断応力度は下表に示す値とする。 
（N/mm2） 

耐 震 

クラス 

荷重の 

組合せ 

許容 

応力 

状態 
許容せん断応力度 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 1.5・min 
















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1  

Ｄ＋ＰＤ＋ 

ＭＤ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 1.5・min 
















・Fc

100

1
＋0.49， ・Fc

30

1  

 

 

 

：許容限界ゾーン 

222.027.015.0 
uu p

p

Q

Q

面内せん断力 

面
外
引
張
力 

0 0.4 
0.67 

0.45 

0.6 

0 

upp

uQQ

：許容限界ゾーン 

222.027.015.0 
uu p

p

Q

Q

面内せん断力 

面
外
引
張
力 

0 0.4 
0.67 

0.45 

0.6 

0 

upp

uQQ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(110／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

ト. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度 

異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応力度

は下表に示す値とする。 

 

（N/mm2） 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 許容付着応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ 

＋Ｓｓ 
1.5・min 
















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1  

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ 

＋Ｓｄ 
1.5・min 
















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1  

注記＊：コンクリートの沈下により異形鉄筋下面の付着が悪くな

ると考えられる場合は許容付着応力度を 2/3 の値とす

る。 

 

 

チ. コンクリートの許容支圧応力度 

コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 許容支圧応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ f’c＝fc
1Ac/ A  

かつ 

f’c 2fc 及び 

f’c Fc  Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ 

注記＊：fc＝コンクリートの許容圧縮応力度（N/mm2） 

A1＝局部圧縮を受ける面積（支圧面積） 

Ac＝支圧端から離れて応力が一様分布となったところ

の面積（支承面積） 

 

リ． 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断応力

度 

スタッド，アンカボルト等の引抜き力及びベースプレートの押抜

き（パンチング）力によってコンクリートに生じる地震力とその他

の荷重との組合せにおけるせん断応力度τp は次式により計算し，

ヘ.に示す許容せん断応力度より低いことを確認する。 

また，本評価法以外に，JEAG4601・補-1984 の「2.9.4 章 埋込

金物の許容応力」の解説(7).b に示される米国コンクリート学会の

規定を用いる場合もある。 

 

・ｊ・bα

P
＝τ

oＤ
p  

 

 

 

 

ⅶ. 異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応

力度 

異形鉄筋を用いる場合のコンクリートに対する許容付着応

力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 

荷重の 

組合せ 

許容応力 

状  態 
許容付着応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋Ｍ

Ｄ＋Ｓｄ* 
ⅢＡＳ 1.5・min 
















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1  

Ｄ＋ＰＤ＋Ｍ

Ｄ＋Ｓｓ 
ⅣＡＳ 1.5・min 
















 ・Fc
25

1
1.35， ・Fc

10

1  

注記＊：コンクリートの沈下により異形鉄筋下面の付着が

悪くなると考えられる場合は許容付着応力度を 2

／3の値とする。 

 

 

ⅷ. コンクリートの許容支圧応力度 

コンクリートの許容支圧応力度は下表に示す値とする。 

（N/mm2） 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容支圧応力度＊ 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ f’c＝fc
1Ac/ A  

かつ 

f’c 2fc 及び 

f’c Fc  Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 

注記＊：fc＝コンクリートの許容圧縮応力度（N/mm2） 

A1＝局部圧縮を受ける面積（支圧面積） 

Ac＝支圧端から離れて応力が一様分布となったと

ころの面積（支承面積） 

 

ⅸ. 引抜き力及び押抜き力に対するコンクリートの許容せん断

応力度 

スタッド，アンカボルト等の引抜き力及びベースプレート

の押抜き（パンチング）力によってコンクリートに生じる各許

容応力状態におけるせん断応力度τpは次式により計算し，ⅵ.

に示す許容せん断応力度より低いことを確認する。 

また，本評価法以外に，「原子力発電所耐震設計技術指針 

重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」の

「2.9.4 章 埋込金物の許容応力」の解説(7).b に示される米

国コンクリート学会の規定を用いる場合もある。 

・ｊ・bα

P
＝τ

oＤ
p  
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(111／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
ここで 

P ＝引抜き力又は押抜き力（N） 

αＤ＝1.5（定数） 

bo  ＝せん断力算定断面の延べ幅（mm） 

j  ＝(7/8)d（mm） 

d  ＝せん断力算定断面の有効性（mm） 
 

ただし，せん断力算定断面は次のように考える。 

 
 

 
 

(c) 形式試験による場合 

埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は次に

よる。 

イ. 試験個数は，同一仕様のものを，荷重種別（引張，曲げ，せん断）

ごとに最低 3個とする。 

ロ. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する限界

の荷重を TL(Test-Load)とする。ただし，埋込板のごとく荷重によ

る変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあっては破壊荷

重を TLとする。 

ハ. 許容荷重は，3 個の TLのうち最小値を(TL)min とし下の表により

求める。ただし，最小値が他の 2個の TLに比べ過小な場合は，新た

に 3 個の TLを求め，合計 6 個の TLの中で後から追加した 3 個の TL

の最小値が最初の 3 個の TL の最小値を上回った場合は，合計 6 個

の TL の最小値をはぶき 2 番目に小さい TL を(TL)min とする。ただ

し，下回った場合は，最小値を(TL)minとする。 

 

 

 

耐 震 

重要度 
荷重の組合せ 許容荷重 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ (TL)min・0.6 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ (TL)min・1／2 

 

(d) スタッドの評価 

スタッドの評価においては，せん断耐力の評価式を規定している日

本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式（AIJ式）を用

いることができる。 

ここで 

P ＝引抜き力又は押抜き力（N） 

αＤ＝1.5（定数） 

bo  ＝せん断力算定断面の延べ幅（mm） 

j  ＝(7／8)d（mm） 

d  ＝せん断力算定断面の有効せい（mm） 
 

ただし，せん断力算定断面は次のように考える。 

 
   

 
 

(ハ) 形式試験による場合 

埋込金物に対し形式試験により標準設計荷重を求める場合は

次による。 

ⅰ. 試験個数は，同一仕様のものを，荷重種別（引張，曲げ，せ

ん断）ごとに最低 3個とする。 

ⅱ. 埋込金物の変形により支持構造物としての機能を喪失する

限界の荷重を TL(Test-Load)とする。ただし，埋込板のごとく

荷重による変形の発生と破壊との判別がつきにくいものにあ

っては破壊荷重を TLとする。 

ⅲ. 許容荷重は，3 個の TLのうち最小値を(TL)min とし下の表に

より求める。ただし，最小値が他の 2 個の TL に比べ過小な場

合は，新たに 3 個の TLを求め，合計 6 個の TLの中で後から追

加した 3 個の TLの最小値が最初の 3 個の TLの最小値を上回っ

た場合は，合計 6 個の TLの最小値をはぶき 2 番目に小さい TL

を(TL)min とする。ただし，下回った場合は，最小値を(TL)min

とする。 

 

 

耐 震 

クラス 
荷重の組合せ 

許容応力 

状  態 
許容荷重 

Ｓ 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｄ* ⅢＡＳ (TL)min・1／2 

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ (TL)min・0.6 

 

(ニ) スタッドの評価 

スタッドの評価においては，せん断耐力の評価式を規定し

ている日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」設計式

（ＡＩＪ式）を用いることができる。 

スタッド，アンカボル

トの引抜きの例，ただ

し bo＝π・(Ｄ＋d) 

ベースプレートの押抜

きの例， 

ただし bo＝π・(Ｄ＋d) 

スタッド，アンカボル

トの引抜きの例，ただ

し bo＝π・(Ｄ＋d) 

ベースプレートの押抜

きの例， 

ただし bo＝π・(Ｄ＋d) 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(112／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

(e) メカニカルアンカ，ケミカルアンカの許容応力 

建物施工後に設置する後打ちアンカには，メカニカルアンカ及びケ

ミカルアンカがあり，その許容値は，「各種合成構造設計指針・同解

説」（(社)日本建築学会，2010年改定）又は JEAG4601・補-1984 に基

づき設計する。 

イ. メカニカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設計

指針・解説 資料 5 金属拡張アンカーボルトの設計」に基づき設計す

る。また，JEAG4601・補-1984に基づく場合は，前記 f.(a)，(b)の許

容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

 

(イ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容

荷重 pa 以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa2) 

pa1＝φ1・sσpa・sca 

pa2＝φ2・αc・cσt・Ac 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa2：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

 

αc：施工のバラツキを考慮した低減係数で，αc＝0.75 とする。 

 

φ1，φ2：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 

短期荷重用 1.0 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。（N/mm2） 

sσy ：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Sy とする。（N/mm2） 

sca ：ボルト各部の最小断面積（mm2）又はこれに接合される鋼材の

断面積で危険断面における値 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で cσt＝0.31

Fcとする。 

Fc ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ac ：コーン状破壊面の有効水平投影面積で，Ac＝π・ℓce(ℓce＋Ｄ)

とする。（mm2） 

Ｄ ：アンカーボルト本体の直径（mm） 

ℓ  ：アンカーボルトの埋込み深さで，母材表面から拡張面先端ま

での距離（mm） 

ℓce：強度算定用埋込み深さでℓce＝








Ｄ4Ｄ4

Ｄ4,




 （mm） 

 

(ロ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許

容荷重 qa 以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・αc・cσqa・sca 

qa3＝φ2・αc・cσt・Aqc 

ここで， 

 

(ホ) メカニカルアンカ，ケミカルアンカの許容応力 

建物施工後に設置する後打ちアンカには，メカニカルアンカ

及びケミカルアンカがあり，その許容値は，「各種合成構造設計

指針・同解説」（日本建築学会，2010 年改定）又はＪＥＡＧ４６

０１・補-1984に基づき設計する。 

ⅰ. メカニカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカー

ボルト設計指針・解説 資料 5 金属拡張アンカーボルトの設

計」に基づき設計する。また，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に

基づく場合は，前記ネ.(イ)，(ロ)の許容値に更に 20%の低減

を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示

す許容荷重 pa以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa2) 

 pa1＝φ1・sσpa・sca 

 pa2＝φ2・αc・cσt・Ac 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa2：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷

重（N） 

αc：施工のバラツキを考慮した低減係数で，αc＝0.75 とす

る。 

φ1，φ2：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 

短期荷重用 1.0 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Syとする。（N/mm2） 

sca：ボルト各部の最小断面積（mm2）又はこれに接合される

鋼材の断面積で危険断面における値 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの割裂強度で cσt

＝0.31 Fcとする。 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

Ac：コーン状破壊面の有効水平投影面積で，Ac＝π・ℓce(ℓce

＋Ｄ)とする。（mm2） 

Ｄ：アンカーボルト本体の直径（mm） 

ℓ：アンカーボルトの埋込み深さで，母材表面から拡張面先

端までの距離（mm） 

ℓce：強度算定用埋込み深さでℓce＝








Ｄ4Ｄ4

Ｄ4,




 （mm） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示

す許容荷重 qa以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3)  
qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・αc・cσqa・sca 

qa3＝φ2・αc・cσt・Aqc 

ここで， 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(113／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断荷重（N） 

 

sσqa：ボルトのせん断強度で，sσqa＝0.7・sσyとする。（N/mm2） 

sca：ボルトのコンクリート表面における断面積（mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとする。

（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積

で Aqc＝0.5・πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

 

(ハ) 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受け

る場合，以下となるようにする。 

 

   
   

   

2 2

a a

p q
＋ 1

p q
 

 

ロ. ケミカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカーボルト設

計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」又は JEAG4601・補

-1984 に基づき設計する。 

「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下のとおりで

ある。 

また，JEAG4601・補-1984に基づく場合は，前記 f.(a)，(b)の許容

値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(イ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示す許容

荷重 pa 以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa3) 

pa1 = φ1・sσpa・sca 

pa3 = φ3・τa・π・da・ℓce 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa3：ボルトの付着力により決まる許容引張荷重（N） 

φ1，φ3：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 φ3 

短期荷重用 1.0 2／3 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。ただし，ボルトの降

伏を保証する場合の上限引張力を算定するときは，sσpa＝αyu・

sσyとする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Syとする。（N/mm2） 

αyu：ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に対する割

増係数であり，1.25以上を用いる。 

sca：ボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の小さい方 

 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重

（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容せん断

荷重（N） 

sσqa：ボルトのせん断強度で，sσqa＝0.7・sσyとする。（N/mm2） 

sca：ボルトのコンクリート表面における断面積（mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとす

る。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効

投影面積で Aqc＝0.5・πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

 

(ⅲ) 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p及びせん断荷重 qの組合せ荷重を

受ける場合，以下となるようにする。 

 

   
   

   

2 2

a a

p q
＋ 1

p q
 

 

ⅱ. ケミカルアンカ 

「各種合成構造設計指針・同解説 第 4 編 各種アンカー

ボルト設計指針・解説 4.5 接着系アンカーボルトの設計」

又はＪＥＡＧ４６０１・補-1984 に基づき設計する。 

「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく場合は以下の通

りである。 

また，ＪＥＡＧ4601・補-1984 に基づく場合は，前記ネ.(イ)，

(ロ)の許容値に更に 20%の低減を行うものとする。 

(ⅰ) 引張力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は以下に示

す許容荷重 pa以下となるようにする。 

pa＝min(pa1，pa3) 

pa1 = φ1・sσpa・sca 

pa3 = φ3・τa・π・da・ℓce 

ここで， 

pa1：ボルトの降伏により決まる許容引張荷重（N） 

pa3：ボルトの付着力により決まる許容引張荷重（N） 

φ1，φ3：低減係数であり，以下の表に従う。 

 φ1 φ2 φ3 

短期荷重用 1.0 2／3 2／3 

sσpa：ボルトの引張強度で，sσpa＝sσyとする。ただし，ボ

ルトの降伏を保証する場合の上限引張力を算定する

ときは，sσpa＝αyu・sσyとする。（N/mm2） 

sσy：ボルトの降伏点強度であり，sσy＝Syとする。（N/mm2） 

αyu：ボルトの材料強度のばらつきを考慮した降伏点強度に

対する割増係数であり，1.25 以上を用いる。 

sca：ボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(114／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

の値（mm2） 

da：ボルトの径（mm） 

ℓce：ボルトの強度算定用埋込み深さでℓce＝ℓe－2daとする。(mm） 

 

ℓe：ボルトの有効埋込み深さ(mm） 

τa：ボルトの付着強度でτa＝α1・α2・α3・τbavgとする。(N/mm2） 

 

ここで， 

αn：へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数でαn＝

0.5









e

nc


＋0.5 とする。（n＝1,2,3）ただし，   1.0／c en  の場合は

  1.0＝／c en  ， ae 10d の場合は
ae 10d とする。 

 

cn：へりあき寸法又はボルトピッチ aの 1/2で，最も小さくなる寸法

3 面までを考慮する。 

τbavg：ボルトの基本平均付着強度であり，接着剤及び充填方式により

以下の表に従う。 
 カプセル方式 注入方式 

有機系 無機系 有機系 

普通コンクリート 10 21／Fc  5 21／Fc  7 21／Fc  

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

(ロ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に示す許

容荷重 qa以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・cσqa・sca 

qa3＝φ2・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重（N） 

 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷重（N） 

 

φ2：低減係数であり，(ⅰ)において示す表に従う。 

sσqa：ボルトのせん断強度で sσqa＝0.7・sσyとする（N/mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとする。

（N/mm2） 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で cσt＝0.31

Fcとする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積

で Aqc＝0.5πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

また，ボルトの有効埋込み長さℓeが以下となるようにする。 

a

apas
e

4τ

・dσ
  

 

小さい方の値（mm2） 

da：ボルトの径（mm） 

ℓce：ボルトの強度算定用埋込み深さでℓce＝ℓe－2daとする。

(mm） 

ℓe：ボルトの有効埋込み深さ(mm） 

τa：ボルトの付着強度でτa＝α1・α2・α3・τbavgとする。

(N/mm2） 

ここで， 

αn：へりあき及びボルトピッチによる付着強度の低減係数

でαn＝0.5









e

nc


＋0.5 とする。（n＝1,2,3）ただし，

  1.0／c en  の場合は   1.0＝／c en  ， ae 10d の場合は

ae 10d とする。 

cn：へりあき寸法又はボルトピッチ aの 1/2で，最も小さく

なる寸法 3面までを考慮する。 

τbavg：ボルトの基本平均付着強度であり，接着剤及び充填

方式により以下の表に従う。 
 カプセル方式 注入方式 

有機系 無機系 有機系 

普通コンクリート 10 21／Fc  5 21／Fc  7 21／Fc  

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

 

(ⅱ) せん断力を受ける場合 

荷重の算定で得られた基礎ボルトのせん断荷重は以下に

示す許容荷重 qa以下となるようにする。 

qa＝min(qa1，qa2，qa3) 

qa1＝φ1・sσqa・sca 

qa2＝φ2・cσqa・sca 

qa3＝φ2・cσt・Aqc 

ここで， 

qa1：ボルトのせん断強度により決まる許容せん断荷重（N） 

qa2：コンクリートの支圧強度により決まる許容せん断荷重

（N） 

qa3：コンクリートのコーン状破壊により決まる許容引張荷

重（N） 

φ2：低減係数であり，(ⅰ)において示す表に従う。 

sσqa：ボルトのせん断強度で sσqa＝0.7・sσyとする。（N/mm2） 

cσqa：コンクリートの支圧強度で cσqa＝0.5 Fc・Ecとす

る。（N/mm2） 

cσt：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で cσt

＝0.31 Fcとする。（N/mm2） 

Ec：コンクリートのヤング係数（N/mm2） 

Aqc：せん断荷重方向の側面におけるコーン状破壊面の有効

投影面積で Aqc＝0.5πc2とする。（mm2） 

c：へりあき寸法（mm） 

また，ボルトの有効埋込み長さℓeが以下となるようにする。 

a

apas
e

4τ

・dσ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(115／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

（ハ） 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p 及びせん断荷重 q の組合せ荷重を受け

る場合，以下となるようにする。 

    
   

   
   

2 2

a a

p q
＋ 1

p q
 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ） 組合せ 

基礎ボルトが引張荷重 p及びせん断荷重 qの組合せ荷重

を受ける場合，以下となるようにする。 

   
   

   

2 2

a a

p q
＋ 1

p q
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(116／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

（3）地盤 

 
 荷重の組合せ 許容限界 

Ｓクラス 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全

余裕を持たせる。 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 短期許容支持力度とする。 

Ｂクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 短期許容支持力度とする。 

Ｃクラス Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 短期許容支持力度とする。 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(117／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
   

 

 

（118/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(118／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 第3.1-2表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

重大事故等対処施設の荷重の組合せ及び許容限界については，重大事故

等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(119／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

第 3.1-3 表 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

（1）考慮する荷重の組合せ 

施設 施設の配置 
荷重 

積雪荷重 風荷重 

建物・構築物 屋外 〇＊1 〇＊2 

機器・配管系 

屋内 － － 

屋外 〇＊1 〇＊2 

注記＊1：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物

等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除く。 

＊2：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構

造物等の自重が大きい施設を除く。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載している

ため，当該事項

に係る内容は記

載していない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(120／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  

（2）検討対象の施設・設備 

施設 
施設・設備 

風荷重＊1 積雪荷重＊1 

建物・構築物 
・安全冷却水Ｂ冷却塔飛来物

防護ネット＊2 

・安全冷却水Ｂ冷却塔飛来物

防護ネット 

・安全冷却水Ｂ冷却塔基礎 

機器・配管系  安全冷却水Ｂ冷却塔  安全冷却水Ｂ冷却塔 

注記＊1：組み合わせる荷重は，「Ⅵ－１－１－１ 再処理施設の自然

現象等による損傷の防止に関する説明書」に基づくものと

し，積雪荷重については，六ヶ所村統計書における観測記

録上の極値 190cmに，「建築基準法施行令」第八十二条に定

めるところの建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地

震荷重の組合せを適用して，平均的な積雪荷重を与えるた

めの係数 0.35を考慮した積雪荷重を組み合わせる。また，

風荷重については，「Ｅの数値を算出する方法並びにＶＤ及

び風力係数を定める件」(平成 12年 5 月 31日建設省告示第

1454号)に定められた六ヶ所村の基準風速 34m/s を用いて

求める荷重を組み合わせる。 

＊2：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構及びそれに類

する構造物について，組合せを考慮する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 第 1回申請であ

る安全機能を有

する施設に対す

る記載としてお

り，その他の施

設については後

次回で比較結果

を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(121／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(122／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
5. 機能維持の基本方針 

耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロ

セス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界

防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソー

スターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，支持機

能，地下水排水機能，飛来物防護機能，漏えい検知機能，火

災防護機能，止水機能，ユーティリティ機能，分析機能並び

に廃棄機能の構造強度を確保する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持

機能，飛来物防護機能，止水機能，分析機能，廃棄機能につ

いては，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力

に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保する

ことで，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏

えい検知機能，火災防護機能，ユーティリティ機能について

は，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各

施設の特性に応じて評価項目を追加することで，機能維持設

計を行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

5.1 構造強度 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ

た地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考

慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及

び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 機能維持 

(2) 機器・配管系 

 a. 安全機能を有する施設 

(d)臨界防止機能の維持 

臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及

び地震後において，臨界の発生を防止するため，安全

機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，核

的制限値を維持するために地震時において発生する変

位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持で

きる設計とする。 

3.2 変位，変形の制限 

再処理施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の設計に当た

っては，剛構造とすることを原則としており，地震時にこれらに生じる応

力を許容応力値以内に抑えることにより，変位，変形に対しては特に制限

を設けなくても機能は十分維持されると考えられる。 

 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上の注意を

要する部分については以下のような配慮を行い，設備の機能維持が十分果

たされる設計とする。 

 

(1) 建物間相対変位に対する配慮 

異なる施設間を渡る配管系の設計においては，施設から生じる変位に対

して，十分安全側に算定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方

法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収できるように考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  形状寸法管理に対する配慮 

核的制限値を維持するために地震時において発生する変位及び変形を制

限する必要がある設備は，これを配慮した設計とする。本方針について

は，後次回にて申請する「Ⅳ－１－１－13 地震時の臨界安全性検討方

針」にて説明する。 

 

 

 

3.2 変位，変形の制限 

発電用原子炉施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の

設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，地震時にこ

れらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることにより，変位，変形

に対しては特に制限を設けなくても機能は十分維持されると考えられ

る。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計上の注

意を要する部分については以下のような配慮を行い，設備の機能維持

が十分果たされる設計とする。 

 

 建物間相対変位に対する配慮 
(1) 原子炉格納容器を貫通する配管，ダクト等，又は異なった建物間

を渡る配管等の設計においては，十分安全側に算定された建物間相対

変位に対し，配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸

収できるように配慮する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 燃料集合体の変位に対する配慮 

地震時における原子炉スクラム時，燃料集合体の地震応答変位は制

御棒の挿入時間に影響を与える。そのため，炉心を模擬した実物大の

部分モデルによる加振時制御棒挿入試験結果から挿入機能に支障を与

えない最大燃料集合体変位を求め，地震応答解析から求めた燃料集合

体変位がその最大燃料集合体変位を下回ることを確認する。 

 

 

 

 

(3) ライナ部のひずみに対する配慮 

原子炉格納容器の底部に設置されるライナ部はコンクリート部の変

形及びコンクリートとの温度差により生じる強制ひずみに対し，原子

炉格納容器の気密性に影響するような有意なひずみが生じることはな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉固有の設

計上の考慮であ

り，再処理施設

には該当する設

備がないため，

記載の差異によ

り新たな論点が

生じるものでは

ない。 

 

• 発電炉固有の設

計上の考慮であ

り，再処理施設

には類似する機

能要求がないた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

• 発電炉固有の設

計上の考慮であ

り，再処理施設

には類似する機

能要求がないた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

• 再処理施設の機

能要求である形

状寸法管理を行

う設備に対する

地震時の臨界防

止方針記載した

ものであり，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(123／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
5.2  機能維持 

(1) 建物・構築物 

再処理施設の安全機能のうち，建物・構築物に要求される

閉じ込め機能，火災防護機能，遮蔽機能，支持機能，地下水

排水機能及び廃棄機能の機能維持の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 機能維持 

(1) 建物・構築物 

 「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(1) 建物・構築物」の

考え方に基づき，建物・構築物における機能維持の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 機能維持 

 

 

 

 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，

地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持す

るため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設

の施設区分に応じた地震動に対して，その機能種別により制御棒挿入

機能に係る機器，回転機器及び弁に分類し，それぞれについて，以下

の方法により機能維持を満足する設計とする。 

 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器 

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に

挿入できること）については，炉心を模擬した実物大の部分モデルに

よる加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持され

ることを確認する。 

 

(2) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁に

ついては，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試験等の既往

の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加

速度」という。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等に

より機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える

場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。標準的な

機種の動的機能確認済加速度を表4-1に示す。 

表4-1の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動を

模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動に

よる応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確認

した加速度以下であること，又は既往知見に基づいた解析により機能

維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故

等クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，

次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。また，ク

ラス１ポンプについては，地震時及び地震後において，動的機能を必

要としないが，地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確

認する。 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重

が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要

な機能についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

• 「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の

基本方針」で

は，「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本

方針」で示した

各機能維持の方

針を詳細に説明

することを明記

したものであ

り，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（132/138）,（133/138），（134/138），（136/138），（137/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(124／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラス１

弁，クラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次の

いずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，弁

本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボ

ンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事

故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の

盤，器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度（以

下「電気的機能確認済加速度」という。）以下であること，あるいは

解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより，機能維持

を満足する設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。

その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度

以上での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機

器が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実

施する。 

 

4.3 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防

止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害か

ら公衆を守るため，事故時に放射性気体の放出，流入を防ぐことを目

的として，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等

による構造強度を確認すること，及び同じく地震動に対して機能を維

持できる設計とする換気設備とあいまって，気密性維持の境界におい

て気圧差を確保することで必要な気密性を維持する設計とする。 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設

は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後において，

耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまることを基本とす

る。その状態にとどまらない場合は，地震応答解析による耐震壁のせ

ん断ひずみから算定した空気漏えい量が，設置する換気設備の性能を

下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。 
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（135/138），（138/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(125／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鋼製の構造物を含む原子炉

格納容器バウンダリは，設計基準事故及び重大事故等時における内圧

と地震力との組合せを考慮した荷重に対しても，「3.1 構造強度上の

制限」による構造強度を確保する設計とする。この場合，格納容器貫

通部においては相対変位量を考慮した処置を施す等，相対変位量を考

慮した設計を行う。また，使用材料，製作及び保守に関しても管理を

行うことで，地震時及び地震後において，気密性維持の境界において

気圧差を確保し十分な気密性を維持する設計とする。 

 

 

原子炉建屋原子炉棟の鉄筋コンクリート造の部分において，耐震壁

については，「3.構造強度」に定める建物・構築物の許容限界である

せん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，事故時に原子炉格納容

器から漏えいした空気を非常用ガス処理系で処理できることを確認す

ることで，スラブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内

にとどまる設計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確

保し，気密性を維持する設計とする。 

 

 

緊急時対策所，中央制御室待避室及び第二弁操作室は，地震時及び

地震後においてもその機能を維持できるように，耐震壁については，

せん断ひずみがおおむね弾性域内にとどまる設計とすることで，スラ

ブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計

とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を

維持する設計とする。 

中央制御室は，地震時及び地震後においてもその機能を維持できる

ように，耐震壁については，「3. 構造強度」に定める建物・構築物の

許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設置す

る換気設備の性能以下であることを確認することで，スラブについて

は，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすること

で，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設

計とする。 

 

 

 

4.4 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，津波防護施設及び浸水防止設備

であり，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち

「5.2(4) 止水性の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後にお

いて，防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水によ

る影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対し，「3.1 構造強度上の制限」に示す構造強度の確保に加え，主要

な構造体の境界部に設置する材料については，有意な漏えいが生じな

い変形に留めることで，止水性を維持する設計とする。 

具体的には，止水性の維持が要求される施設の母材部については，

基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対して，お

おむね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

加えて，止水性の維持が要求される施設の取付部及び閉止部等のう

ち，間隙が生じる可能性のある境界部に設置した材料については，境

界部において基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる相対変位量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 津波に起因する

止水性について

は，事業変更許

可申請書におい

て，敷地に到達

する津波はない

ことを記載して

いるため，記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 

 

 

 

（129/138），（130/138）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(126／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．安全機能を有する施設 

(a) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及

び地震後において，放射性物質を限定された区域に閉

じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に

応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保することで，閉じ込め機能が維持できる

設計とする。 

閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋

コンクリート造の施設は，地震時及び地震後におい

て，放射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を

防止するため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及

び床が安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地

震動に対して構造強度を確保することで閉じ込め機能

が維持できる設計とする。 

また，閉じ込め機能が要求される壁に設置する扉

は，規格に基づく扉を用いることとするため，壁がせ

ん断ひずみの許容限界を満足していることで，閉じ込

め機能を確保できる。 

 

(b) 火災防護機能の維持 

火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及

び地震後において，火災の影響を軽減するため，安全

機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するこ

とで，火災防護機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 安全機能を有する施設 

(a) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計

の基本方針」のうち「5.2(1)a.(a) 閉じ込め機能の維持」の考え方

に基づき，地震時及び地震後において，放射性物質を限定された区域

に閉じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震

動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を確保する

ことで，閉じ込め機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，地震時及び地震後において，放射性物質が漏えいした場合

にその影響の拡大を防止するため，閉じ込め機能の維持が要求される

壁及び床が安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持できる設計とする。 

 

 

また，閉じ込め機能が要求される壁に設置する扉は，規格に基づく

扉を用いることとするため，壁がせん断ひずみの許容限界を満足して

いることで，閉じ込め機能を確保できる。 

 

 

(b) 火災防護機能の維持 

火災防護機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計

の基本方針」のうち「5.2(1)a.(b) 火災防護機能の維持」の考え方

に基づき，地震時及び地震後において，火災の影響を軽減するため，

安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 

構造強度上の制限」に基づく構造強度を確保することで，火災防護機

能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

が，材料の試験により確認した止水性が維持できる変位量未満である

ことを計算により確認する。更に，鋼製防護壁に設置される止水機構

のうち一次止水機構については，止水性が要求される部材の追従性に

ついても解析及び実規模大の試験により確認する。 

また，止水性の維持が要求される施設が取付けられた，建物・構築

物及び土木構造物の壁など，止水性の維持が要求される部位について

も，基準地震動Ｓｓによる地震力に伴い生じる荷重又は応力に対し

て，おおむね弾性状態に留まることを計算により確認する。 

各施設の母材部並びに取付部及び閉止部等の境界部は，使用材料，製

作及び保守に関しても十分な管理を行い，止水性が維持できるよう考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設のう

ち閉じ込め機能

の維持が要求さ

れる施設の設計

方針であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設のう

ち火災防護機能

の維持が要求さ

れる施設の設計

方 針 であ るた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(127／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  (c) 遮蔽機能の維持 

遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地

震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，

再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及

び放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有す

る施設の耐震重要度に応じた地震動に対して「5.1 

構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状

及び厚さを確保することで，遮蔽機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維

持が要求される施設は，地震時及び地震後において，

被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の安全

機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するこ

とで，支持機能が維持できる設計とする。 

支持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コン

クリート造の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限

界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応

力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していること

で，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設

計とする。 

建物・構築物のうち屋外重要土木構造物について

は，構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間

変形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断

耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局

曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全

余裕をもたせることとし，機器・配管系の支持機能が

維持できる設計とする。その他の土木構造物について

は，安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とし，機器・配管系の支持機能が維

持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 遮蔽機能の維持 

遮蔽機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基

本方針」のうち「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防

止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障

害から公衆を守るため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた

地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能が維持できる

設計とする。 

遮蔽機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施

設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，

「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保し，遮蔽体の形状及

び厚さを確保することで，地震後における残留ひずみを小さくし，ひ

び割れがほぼ閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないことと

することで，遮蔽機能が維持できる設計とする。 

 

(d) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される

施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(1)a.(d) 

支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，被

支持設備が安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，以下に示すとおり，支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

イ. 建物・構築物（土木構造物以外）の支持機能の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支

持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・

構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐

震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界

を超えない設計とすること又は基礎等を構成する部材に生じる応力若

しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない

設計とすることで，Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計とす

る。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応力

が「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とするこ

とでＳクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひず

みの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・

構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確保できる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に

干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備から

の反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防

止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害か

ら公衆を守るため，鉄筋コンクリート造として設計することを基本と

し，遮蔽性の維持が要求される生体遮蔽装置については，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた

地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，地震後における残留ひ

ずみを小さくし，ひび割れがほぼ閉鎖し，貫通するひび割れが直線的

に残留しないこととすることで，遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

4.6 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，

添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(6) 支

持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，被支

持設備が設計基準対象施設の場合は耐震重要度分類，重大事故等対処

施設の場合は施設区分に応じた地震動に対して，以下に示す通り，支

持機能を維持する設計とする。 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支

持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・

構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐

震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界

を超えない設計とすること，又は基礎等を構成する部材に生じる応力

若しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えな

い設計とすることで，Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計と

する。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応

力が「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とする

ことでＳクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひず

みの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・

構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確保していると

考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に

干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備から

の反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申

請書の用語に整

合させた表現と

しており，記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 

• 重大事故等対処

施設の遮蔽機能

の維持について

は，後次回で比

較結果を示す。 

 

• 重大事故等対処

施設の遮蔽機能

の維持について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(128／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 地下水排水機能の維持 

地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時

及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を

排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に

応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保することで，地下水排水機能が維持でき

る設計とする。 

地下水排水機能の維持が要求される施設である地下

水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピッ

ト及びサブドレンシャフト)については，耐震設計に

おいて地下水位の低下を期待する建物・構築物の周囲

の地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して機能が維持できる設計とする。 

 

(f) 廃棄機能の維持 

廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地

震後において，放射性廃棄物を廃棄するため，安全機

能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するこ

とで，廃棄機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

ロ. 土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土木

構造物については，地震動に対して，構造部材の曲げについては限界

層間変形角（層間変形角 1/100）又は終局曲率，せん断についてはせ

ん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせ

ん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることとす

る。 

その他の土木構造物については，安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 地下水排水機能の維持 

地下水排水機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設

計の基本方針」のうち「5.2(1)a.(e) 地下水排水機能の維持」の考

え方に基づき，地震時及び地震後において，建物・構築物の周囲の地

下水を排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地

震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を確保す

ることで，地下水排水機能が維持できる設計とする。 

地下水排水機能の維持が要求される施設である地下水排水設備(サ

ブドレン管，集水管，サブドレンピット及びサブドレンシャフト)に

ついては，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物

の周囲の地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て機能が維持できる設計とする。 

 

 

(f) 廃棄機能の維持 

廃棄機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基

本方針」のうち「5.2(1)a.(f) 廃棄機能の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射性廃棄物を廃棄するため，安全

機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 構造

強度上の制限」に基づく構造強度を確保することで，廃棄機能が維持

できる設計とする。 

 

 

 

(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土木

構造物については，地震動に対して，構造部材の曲げについては限界

層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力

又は許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終

局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせ

ることとし，それぞれ安全余裕については各施設の機能要求等を踏ま

えた設定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，被支持設備

の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

また，地震時に車両等の転倒を防止するよう，加振試験等で車両全

体が安定性を有し，転倒しないことを確認する設計，若しくは地震応

答解析から得られた重心相対変位が転倒条件の相対変位以下となるよ

う設計することで，設置箇所における機能維持を満足する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設にお

いて屋外重要土

木構造物は洞道

のみであること

から記載してい

ない。 

• 再処理施設で

は，その他の土

木構造物にも支

持機能を要求さ

れる構造物があ

ることから，支

持機能が要求さ

れるその他の土

木構造物の設計

方針を記載し

た。 

 

• 車両型の間接支

持機能を有する

設備は，第 36条

要求により設置

する設備である

ため，後次回申

請で申請する添

付書類Ⅳ-6にて

設計方針を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（131/138）頁へ 

（131/138）頁へ 

762



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(129／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.5 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」のうち「5.2(5) 遮蔽性の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防

止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害か

ら公衆を守るため，鉄筋コンクリート造として設計することを基本と

し，遮蔽性の維持が要求される生体遮蔽装置については，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた

地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」による構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，地震後における残留ひ

ずみを小さくし，ひび割れがほぼ閉鎖し，貫通するひび割れが直線的

に残留しないこととすることで，遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.3 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え方に基づ

き，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防

止，発電所周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害か

ら公衆を守るため，事故時に放射性気体の放出，流入を防ぐことを目

的として，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」等

による構造強度を確認すること，及び同じく地震動に対して機能を維

持できる設計とする換気設備とあいまって，気密性維持の境界におい

て気圧差を確保することで必要な気密性を維持する設計とする。 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設

は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震後において，

耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとどまることを基本とす

る。その状態にとどまらない場合は，地震応答解析による耐震壁のせ

ん断ひずみから算定した空気漏えい量が，設置する換気設備の性能を

下回ることで必要な気密性を維持する設計とする。 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鋼製の構造物を含む原子炉

格納容器バウンダリは，設計基準事故及び重大事故等時における内圧

と地震力との組合せを考慮した荷重に対しても，「3.1 構造強度上の

制限」による構造強度を確保する設計とする。この場合，格納容器貫

通部においては相対変位量を考慮した処置を施す等，相対変位量を考

慮した設計を行う。また，使用材料，製作及び保守に関しても管理を

行うことで，地震時及び地震後において，気密性維持の境界において

気圧差を確保し十分な気密性を維持する設計とする。 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(130／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋原子炉棟の鉄筋コンクリート造の部分において，耐震壁

については，「3.構造強度」に定める建物・構築物の許容限界である

せん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，事故時に原子炉格納容

器から漏えいした空気を非常用ガス処理系で処理できることを確認す

ることで，スラブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内

にとどまる設計とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確

保し，気密性を維持する設計とする。 

 

 

緊急時対策所，中央制御室待避室及び第二弁操作室は，地震時及び

地震後においてもその機能を維持できるように，耐震壁については，

せん断ひずみがおおむね弾性域内にとどまる設計とすることで，スラ

ブについては，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計

とすることで，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を

維持する設計とする。 

中央制御室は，地震時及び地震後においてもその機能を維持できる

ように，耐震壁については，「3. 構造強度」に定める建物・構築物の

許容限界であるせん断ひずみを用いて空気漏えい量を算定し，設置す

る換気設備の性能以下であることを確認することで，スラブについて

は，地震時に生じる応力に対して弾性域内にとどまる設計とすること

で，気密性維持の境界において気圧差を確保し，居住性を維持する設

計とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.6 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，

添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(6) 支

持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，被支

持設備が設計基準対象施設の場合は耐震重要度分類，重大事故等対処

施設の場合は施設区分に応じた地震動に対して，以下に示す通り，支

持機能を維持する設計とする。 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支

持設備の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求される建物・

構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐

震壁の最大せん断ひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界

を超えない設計とすること，又は基礎等を構成する部材に生じる応力

若しくはひずみが「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えな

い設計とすることで，Ｓクラス設備等の支持機能が維持できる設計と

する。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する応

力が「3.1 構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とする

ことでＳクラス設備等の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひず

みの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・

構築物の部位の健全性も確保されており，支持機能を確保していると

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(131／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に

干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備から

の反力に対しても十分な構造強度を確保する設計とする。 

(2) 屋外重要土木構造物の支持機能の維持 

Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能を求められる屋外重要土木

構造物については，地震動に対して，構造部材の曲げについては限界

層間変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力

又は許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終

局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせ

ることとし，それぞれ安全余裕については各施設の機能要求等を踏ま

えた設定とする。 

 

(3) 車両型の間接支持構造物における支持機能の維持 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，被支持設備

の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

また，地震時に車両等の転倒を防止するよう，加振試験等で車両全

体が安定性を有し，転倒しないことを確認する設計，若しくは地震応

答解析から得られた重心相対変位が転倒条件の相対変位以下となるよ

う設計することで，設置箇所における機能維持を満足する設計とす

る。 

 

 

 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

通水機能及び貯水機能の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅴ-2-

1-1 耐震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(7) 通水機能及び貯水機

能の維持」の考え方に基づき，非常時に冷却する海水を確保するため

の通水機能及び貯水機能の維持が要求される非常用取水設備は，地震

時及び地震後において，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水

機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，構造部材の曲げについては限界層間

変形角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又は

許容せん断応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲

率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通

水機能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(132／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
(2) 機器・配管系  

再処理施設の安全機能として機器・配管系に要求される機

能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，止水機能，分析

機能及び廃棄機能については，「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保することで，当該機能が維持できる設計とす

る。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，火

災防護機能及びユーティリティ機能については，「5.1 構造

強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要

求される各施設の特性に応じて，動的機能を維持する設計と

する。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏

えい検知機能，火災防護機能及びユーティリティ機能につい

ては，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するととも

に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，電気的機

能を維持する設計とする。 

閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1 構造強

度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要求

される各施設の特性に応じて，閉じ込め機能及び臨界防止機

能を維持する設計とする。 

動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及び臨界防止

機能の機能維持の方針を以下に示す。 

 

 a. 安全機能を有する施設 

(a) 動的機能維持 

動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後に

おいて，その設備に要求される安全機能を維持するた

め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震

動に対して，要求される動的機能が維持できることを

実証試験又は解析により確認することで，動的機能を

維持する設計とする。実証試験等により確認されてい

る機能維持加速度を超える場合には，詳細検討により

機能維持を満足する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2) 機器・配管系」の

考え方に基づき，機器・配管系における機能維持の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 安全機能を有する施設 

 (a) 動的機能維持 

動的機能が要求される設備は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方

針」のうち「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」の考え方に基づき，地震時

及び地震後において，その設備に要求される安全機能を維持するた

め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，そ

の機能種別により回転機器及び弁について，以下の方法により機能維

持を満足する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，

地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持す

るため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設

の施設区分に応じた地震動に対して，その機能種別により制御棒挿入

機能に係る機器，回転機器及び弁に分類し，それぞれについて，以下

の方法により機能維持を満足する設計とする。 

 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器 

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に

挿入できること）については，炉心を模擬した実物大の部分モデルに

よる加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持され

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 

 

 

• 発電炉固有の設

計上の考慮であ

り，制御棒に該

当する設備はな

いため，記載の

差異により新た

な論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(133／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結

果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応答

により増加すると考えられるときは，当該配管の地震

応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととす

る。 

 

 

 

 

イ. 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による

応答加速度が，加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した

加速度（以下「動的機能確認済加速度」という。）以下であること又

は応答加速度による解析等により機能維持を満足する設計とする。動

的機能確認済加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満

足する設計とする。標準的な機種の動的機能確認済加速度

（JEAG4601）を第4-1表に示す。 

第4-1表の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動

を模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動

による応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確

認した加速度以下であること又は既往知見に基づいた解析により機能

維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

 

(イ) 回転機器（ポンプ，ブロワ類） 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，

次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

i. 計算による機能維持の評価 

静的又は動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重が，

軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要な機

能についても計算により確認する。 

 

ⅱ. 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

(ロ) 弁 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次の

いずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

 

ⅰ. 計算による機能維持の評価 

次のいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

(ⅰ) 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

(ⅱ)あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかによって，与えられた設計荷重により，ヨーク，

弁本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般には

ボンネット付根部）の応力等が降伏点又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

 

 

(2) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁に

ついては，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試験等の既往

の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加

速度」という。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等に

より機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える

場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。標準的な

機種の動的機能確認済加速度を表4-1に示す。 

表4-1の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動を

模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動に

よる応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確認

した加速度以下であること，又は既往知見に基づいた解析により機能

維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故

等クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，

次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。また，ク

ラス１ポンプについては，地震時及び地震後において，動的機能を必

要としないが，地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確

認する。 

 

 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重

が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要

な機能についても計算により確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラス１

弁，クラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次の

いずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，弁

本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボ

ンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(134／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
ⅱ. 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 
 

第 4-1表 動的機能確認済加速度 

 

種別 機種 
加速度 

確認部位 

機能確認済加速度 

(×9.8ｍ/ｓ2) 

水平方向 
鉛直 

方向＊1 

横形ポンプ 

横形単段遠心式ポンプ 

軸位置 

3.2 

(軸直角方向) 

1.4 

(軸方向) 

1.0 
横形多段遠心式ポンプ 

電動機 

横形ころがり軸受電動機 

軸受部 

4.7 

1.0 
横形すべり軸受電動機 2.6 

立形ころがり軸受電動機 
2.5 

立形すべり軸受電動機 

ファン 

遠心直結型ファン 

メカニカルシー

ルケーシング 
2.3 

1.0 

軸受部 
遠心直動型ファン 2.6 

軸流式ファン 2.4 

冷凍機 

ターボ式冷凍機 圧縮機軸受部 2.2 

1.0 スクリュー式冷凍機 圧縮機部 2.25 

往復動式冷凍機 シリンダ部 1.9 

非常用 

ディーゼル 

発電機 

高速形ディーゼル機関 
機関重心位置 1.1 

1.0 

ガバナ取付位置 1.8＊1 

中速形ディーゼル機関(1) 
機関重心位置 1.1 

ガバナ取付位置 1.8＊1 

中速形ディーゼル機関(2) 

機関重心位置 1.7＊1 

ガバナ取付位置 1.8＊1 

制御用 

空気圧縮機 

Ⅴ形２気筒圧縮機 
シリンダ部 2.2 1.0 

立形単気筒圧縮機 

弁 

一般弁 

駆動部 
6.0 

6.0 一般弁(逆止弁) 

ゴムダイヤフラム弁 2.7 

ダンパ 

空気作動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 
3.6 

1.0 
ベーン取付位置 5.0 

電動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 
3.2 

ベーン取付位置 3.5 

ブロワ ルーツ式ブロワ 

軸シール 

(メカニカル) 
2.3 1.0 

軸シール 

(オイル) 
1.2＊2 1.0 

 (参考文献) 

＊1電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研

究(H10～H13)」 

＊2「ルーツブロアの地震時の動的機能維持評価に関する研究」平成 6

年 12 月（軸シール（オイル）） 

 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 第 1回申請にお

いては，後次回

申請範囲を含め

た全体範囲を示

す必要があるた

め，発電炉の記

載に合わせ，再

処理施設に用い

ている動的機能

確認済加速度に

ついて記載し

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(135／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

(b) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後

において，その設備に要求される安全機能を維持する

ため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地

震動に対して，要求される電気的機能が維持できるこ

とを実証試験又は解析により確認することで，電気的

機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グロ

ーブボックスは，地震時及び地震後において，グロー

ブボックスに要求される安全機能を維持するため，安

全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対

して，要求される閉じ込め機能が維持できることを試

験又は解析により確認し，閉じ込め機能が維持できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される設備は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方

針」のうち「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」の考え方に基づき，地震

時及び地震後において，その設備に要求される安全機能を維持するた

め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加

速度が各々の盤，器具等に対する加振試験等により機能維持を確認し

た加速度（以下「電気的機能確認済加速度」という。）以下であるこ

と又は解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより，機

能維持を満足する設計とする。 

 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。

その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度

以上での動作確認を実施する。又は，実機を模擬した機器を当該機器

が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実施

する。 

 

 

 

 (c) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックス

は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(c) 閉じ

込め機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，グ

ローブボックスに要求される安全機能を維持するため，安全機能を有

する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度が樹脂製パネ

ル等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度以下である

こと又は解析により，機能維持を満足する設計とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事

故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の

盤，器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度（以

下「電気的機能確認済加速度」という。）以下であること，あるいは

解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより，機能維持

を満足する設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。

その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度

以上での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機

器が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設のう

ち閉じ込め機能

の維持が要求さ

れる施設の設計

方針であるた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(136／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.1 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基

本方針の概要」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に基づき，

地震時及び地震後において，その機器に要求される安全機能を維持す

るため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設

の施設区分に応じた地震動に対して，その機能種別により制御棒挿入

機能に係る機器，回転機器及び弁に分類し，それぞれについて，以下

の方法により機能維持を満足する設計とする。 

 

(1) 制御棒挿入機能に係る機器 

地震時における制御棒の挿入性（制御棒が目安とする設計時間内に

挿入できること）については，炉心を模擬した実物大の部分モデルに

よる加振時制御棒挿入試験結果等から駆動機能が地震時にも維持され

ることを確認する。 

 

 

(2) 回転機器及び弁 

地震時及び地震後に動作機能の維持が要求される回転機器及び弁に

ついては，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が，加振試験等の既往

の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「動的機能確認済加

速度」という。）以下とするか，もしくは応答加速度による解析等に

より機能維持を満足する設計とする。動的機能確認済加速度を超える

場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。標準的な

機種の動的機能確認済加速度を表4-1に示す。 

 

表4-1の適用形式を外れる場合は，地震時の応答加速度が地震動を

模擬した加振試験又は設備が十分に剛であることを踏まえ，地震動に

よる応答を模擬した静的荷重試験によって得られる，機能維持を確認

した加速度以下であること，又は既往知見に基づいた解析により機能

維持を満足する設計とする。 

具体的な動的機能維持評価について，以下に示す。 

 

a. クラス２ポンプ，クラス３ポンプ，その他のポンプ及び重大事故

等クラス２ポンプ（クラス２，３，その他のポンプ）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求されるポンプについては，

次のいずれかにより，必要な機能を有することを確認する。また，ク

ラス１ポンプについては，地震時及び地震後において，動的機能を必

要としないが，地震によって軸固着が生じないことを同様の方法で確

認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

静的若しくは動的解析により地震荷重を求め，軸受に負荷する荷重

が，軸受の許容荷重以内であることを確認する。また，その他の必要

な機能についても計算により確認する。 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(137／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した

静的実験により，機能維持の確認をする。 

 

b. クラス１弁，クラス２弁及び重大事故等クラス２弁（クラス１

弁，クラス２弁）について 

地震時及び地震後に動的機能維持を要求される弁については，次の

いずれかにより，必要な機能を有することを確認する。 

 

(a) 計算による機能維持の評価 

次にいずれかにより，弁の設計荷重を決める。 

イ. 配管系の解析により，弁の最大加速度を求める。 

ロ. あらかじめ弁に対して許容設計加速度を定める。 

これらのいずれかにより，与えられた設計荷重により，ヨーク，弁

本体，ステム等のうち，もっとも機能に影響の強い部分（一般にはボ

ンネット付根部）の応力等が降伏点，又は機能維持に必要な限界値を

超えないことを確認する。 

 

(b) 実験による機能維持の評価 

地震を模擬した加振試験又は地震時に作用する相当荷重を模擬した静

的実験により，機能維持の確認をする。 

 

 

 

 
 

・重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(138／138) 

別紙４－８ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：4.機能維持に記載している内容】 

4.2 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される安全

機能を維持するため，設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事

故等対処施設の施設区分に応じた地震動による応答加速度が各々の

盤，器具等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度（以

下「電気的機能確認済加速度」という。）以下であること，あるいは

解析による最大発生応力が許容応力以下であることにより，機能維持

を満足する設計とする。 

上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。

その後，加振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度

以上での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該機

器が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確認を実

施する。 

 

 

 

• 重大事故等対処

施設について

は，後次回で比

較結果を示す。 
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令和４年９月８日 Ｒ３ 

 

 

 

別紙４－９ 
 

 

 

構造計画，材料選択上の留意点 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(1／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力・強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方針 

 

目 次 

 

1． 概要 

2． 構造計画 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1 建物・構築物 

3.2 機器・配管系 

4． 耐力，強度等に対する制限 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

5． 品質管理上の配慮 

5.1 建物・構築物 

5.2 機器・配管系 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(2／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定

等に留意し，その構造体のダクティリティ＊を高めるよう設計す

る。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に示す。 
注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等が，ある値を

超えた際に直ちに損傷に至らないこと又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

1. 概要 

再処理施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運転時荷重に対し

てのみならず，地震時荷重等の短期間に作用する荷重に対して耐えるよ

うに設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値として定めら

れているが，重要施設の構造安全性を一層高めるためには，その構造体

のダクティリティ＊を高めるように設計することが重要である。 

 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち，「8. ダク

ティリティに関する考慮」に基づき，各施設のダクティリティを維持す

るために必要と考えられる構造計画，材料の選択，耐力・強度等に対す

る制限及び品質管理上の配慮を各項目別に説明するものである。 

 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・配管系に分

けて示す。 

注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと又は

直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

発電所の各施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運

転時荷重に対してのみならず地震時荷重等の短期間に作用す

る荷重に対しても耐えられるよう設計する必要がある。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティ＊を高めるように設計

することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，

各施設のダクティリティを維持するために必要と考えられる

構造計画，材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質

管理上の配慮を各項目別に説明するものである。 

なお，構造特性等の違いから，施設を建物・構築物と機

器・配管系に分けて示す。 

注記＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力

値等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(3／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 構造計画と配置計画 

 

 （中略） 

また，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構

築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラブ底面レベル以深に

地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，

水位検出器等)を設置する。 

2. 構造計画 

2.1  建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の主要建屋は，主体構造が鉄筋コンクリート造(一部鉄

骨造)の建物である。 

 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器の配置を考

慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置し，鉛直荷重がスムー

ズに基礎に伝達されるように配慮し構造壁の有効性を高める。 

 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが多く，そ

のために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分担する。 

 

床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の耐震一体構造化

の配慮から厚くするため，このスラブの剛性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメントができ

る限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定め，ダクティリティ

を確保するために最も重要なせん断に対する耐力を増加させるよう

十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝達させる

に十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させる。 

 

また，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物

は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位

を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器

等)を設置する。 

 

 

再処理施設の竜巻防護対策設備は，主体構造が鉄骨造の構築物で

ある。 

   構造全体としては，防護ネット，防護板及びそれらを支持する支持

架構で構成されており，支持架構はラーメン構造やトラス構造とす

る。基礎は直接基礎又は杭基礎とし，岩盤等に支持させる。 

   なお，転倒モーメントの低減等の対策を講じる必要のある場合は，

支持架構に制振効果を持つ座屈拘束ブレースを付加した制振構造とす

る。 

座屈拘束ブレースは，ブレース材として働く中心鋼材を鋼管とコ

ンクリート（モルタル）で拘束し，座屈させずに安定的に塑性化す

るようにしたブレースである。 

2. 構造計画 

2.1 建物・構築物 

(1) 原子炉格納容器内構造物（原子炉本体の基礎及びダイヤ

フラム・フロア） 

原子炉格納容器内構造物は，構造形態に合った解析法に

よって解析され，構造設計が行われる。ダイヤフラム・フ

ロアは，コンクリート構造物であり，設計では異常時圧力

荷重，温度荷重，地震時荷重等を適切に組み合わせる。原

子炉本体の基礎には，機能上開口部が多いが，応力集中に

対して十分考慮した設計を行う。 

(2) 原子炉建屋 

原子炉建屋は，原子炉建屋原子炉棟と耐震上の観点から

その周囲に配置された原子炉建屋付属棟より構成する。主

体構造は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の建物であ

る。 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器

の配置を考慮しながらつとめて剛構造体となるよう配置

し，鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるように配慮し

構造壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の

耐震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛

性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

 

 

 発電炉固有の原子

炉格納容器内構造

物に対する設計上

の考慮事項であ

り，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 発電炉固有の原子

炉棟及び付属棟の

構成に関する事項

であり，新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設の特徴を

踏まえ，地下水位の

低下を期待する建

物・構築物に地下水

排水設備を設置す

ることを示すもの

である。 

本内容については，

補足説明資料「【耐

震建物 13】建物・構

築物周辺の設計用

地下水位の設定に

ついて」に示す。 

 再処理施設の特徴

を踏まえ，竜巻防

護対策設備のう

ち，飛来物防護ネ

ットの構造計画を

示すものである。

本内容について
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(4／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
は，補足説明資料

「【耐震建物 23】

耐震計算書に関す

る竜巻防護対策設

備の耐震評価につ

いての補足説明資

料」に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(5／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 2.2  機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせるために構

造及び配置上，以下の点に注意する。 

 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるような設計は

避けるとともに，製作，施工面から溶接及び加工しやすい構造，配

置とし，十分な施工管理を行う。また，熱処理等によりできる限り

残留応力を除去する製作法を採用する。 

 

 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計とし，必要な

場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対して十分な余裕を持つこと

を確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なることなく，

応力集中が生じないような全体のバランスのとれた配管経路及び支

持構造計画を立て，系全体の強度設計の余裕を向上させるものとす

る。 

2.2 機器・配管系 

機器・配管系に対して十分なダクティリティを持たせる

ために構造及び配置上，次の点に注意する。 

 

機器・配管系は，構造上，過度な応力集中が生じるよう

な設計は避けるとともに，さらに，製作，施工面から溶接

及び加工しやすい構造，配置とし，十分な施工管理を行

う。また，熱処理等によりできる限り残留応力を除去する

製作法を採用する。 

 

また，疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ設計と

し，必要な場合には疲労評価を行い，疲労破壊に対して十

分な余裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なるこ

となく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれ

た配管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の

余裕を向上させるものとする。 

 

778



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(6／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティリティを維

持するために必要と考えられる方針を示す。 

 
3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行令」等に準

拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築工事標準仕様書・同解

説 JASS 5N原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事((社)日本

建築学会，2013 改定)」(以下「JASS 5N」という。)，「鉄筋コンクリ

ート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－((社)日本建築学会，

1999改定)」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法

－」((社)日本建築学会，2005改定) 等により選定する。 

 

 

(1) 鉄筋コンクリート材料についての例 

 

a. セメント 

セメントは「JASS 5N」の規定による。 

b. 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「JASS 5N」の規

定による。 

c. 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「JASS 5N」の規定によ

る。 

d. 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用フライア

ッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。これらの混和材

料は「JASS 5N」の規定による。 

e. 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)」に適合するもの

を使用する。 

 

(2) 鉄骨材料についての例 

使用する鉄骨は「建築基準法第68条の26第1項」及び「JIS」に

適合するものを使用する。また，鉄骨の内，座屈拘束ブレースは

日本建築センターが発行する「認定書（工法等）」にて保証されて

いるものを使用する。 

 

 

 

 

3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティ

リティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行

令」等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築

工事標準仕様書・同解説ＪＡＳＳ ５Ｎ原子力発電所施設に

おける鉄筋コンクリート工事（（社）日本建築学会，2013 

改定）」（以下「ＪＡＳＳ ５Ｎ」という。），「鉄筋コンクリ

ート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日

本建築学会，1999改定）」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準

－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005改定）

等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示

す。 

(1) セメント 

セメントは「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「ＪＡＳ

Ｓ ５Ｎ」の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」

の規定による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適合

するものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 再処理施設の特徴

を踏まえ，竜巻防

護対策設備のう

ち，飛来物防護ネ

ットの材料の選択

について示すもの

である。本内容に

ついては，補足説

明資料「【耐震建物

23】耐震計算書に

関する竜巻防護対

策設備の耐震評価

についての補足説

明資料」に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(7／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地から信頼性

の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭

和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15 年７月 29 日経済産

業省告示第 277 号)，JSME S NC1 等に示されるもの及び化学プラン

ト，火力プラントや国内外の原子力プラントにおいて十分な使用実

績があり，かつ，その材料特性が十分把握されているものを使用す

る。 

 

 

 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規格・基準

に示される炭素鋼及び低合金鋼(この２つを総称して「フェライト

鋼」と呼ぶ。），オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属を用い

る。このうちフェライト鋼については，使用条件に対して脆性破壊

防止の観点から延性を確保できるよう必要な確認を行う。 

 

確認に当たって特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及ぼす可能性

のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，破壊靭性の

低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工及び成形加工に

おいても，その優れた特性を持つ材料を使用する。 

 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られるよう選定す

る。 

 

(5) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を使用する。 

 

 

3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地

から信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基

準」（昭和55 年通商産業省告示501号，最終改正平成15 年7 

月29 日経済産業省告示第277 号），「発電用原子力設備規格

設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含む））」〈第

Ⅰ編 軽水炉規格〉ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007」（日

本機械学会）（以下「設計・建設規格」）等に示されるもの

及び化学プラント，火力プラントや国内外の原子力プラン

トにおいて十分な使用実績があり，かつ，その材料特性が

十分把握されているものを使用する。 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規

格・基準に示される炭素鋼及び低合金鋼（この２つを総称

して「フェライト鋼」と呼ぶ。），オーステナイト系ステン

レス鋼及び非鉄金属を用いる。このうちフェライト鋼につ

いては，使用条件に対して脆性破壊防止の観点から延性を

確保できるよう必要な確認を行う。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

(3) 中性子照射による脆化を考慮して材料を選択する。また

原子炉圧力容器内には監視試験片を配置し，材料の機械

的性質の変化を監視する。 

 

(4) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用す

る。 

(5) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(6) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設において

は，未臨界状態を維

持する設計としてお

り，原子炉容器炉心

領域のように中性子

照射脆化の基準であ

る 1 × 1017n/cm2

（E>1MeV）以上の中

性子照射量に晒され

る設備は存在しない

ため，記載の差異に

より新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(8／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 4. 耐力・強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通常時の荷重

に対してのみならず，地震時荷重等のように短期間に作用する荷重に対

して十分な耐力・強度及びダクティリティを有するように考慮する。 

 

以下にその内容を示す。 

 

4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては「建築基準

法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容

応力度設計法－」((社)日本建築学会，1999 改定)，「原子力施設鉄

筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会，2005 制

定)」，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法((社)日本建築学会，

2005 改定)」，「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納

容器規格((社)日本機械学会，2003 制定)」等があり，これらの規

格・基準に準拠する。 

 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度及び設計においては， JSME S NC1，ASME

「Boiler and Pressure Vessel Code」等を準用する。 

以下，機器・配管系のダクティリティを維持するために必要な破

壊防止の基本的考え方を示す。 

 

 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を選定する。 

 

 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように「Ⅳ－１－１－８ 機能維

持の基本方針」に基づき応力制限を行うとともに，必要に応じて疲

労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以下に制限す

る。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支障が生じな

いように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，水質管理，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通

常時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期

間に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリ

ティを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては

「建築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算規

準・同解説－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，

1999 改定），「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・

同解説（（社）日本建築学会，2005 制定）」，「鋼構造設計規

準－許容応力度設計法（（社）日本建築学会，2005 改

定）」，「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納

容器規格（（社）日本機械学会，2003 制定）」等があり，こ

れらの規格・基準を適用するものとする。 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度及び設計においては，設計・建

設規格を適用するとともにＡＳＭＥ「Boiler and Pressure 

Vessel Code」等を準用する。 

以下，機器・配管系のダクティリティを維持するために

必要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性

試験に対する要求に適合していることを確認する。 

 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ｖ-2

－1－9 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うと

ともに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，水質管理，材料選定及

び残留応力の低減等の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設における

添付書類の中での用

語の統一を行ったも

のであり，記載の差

異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 発電炉固有の格納容

器周辺設備について

の記載であり，再処

理施設には機能要求

上該当する設備がな

いため，記載の差異

により新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(9／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
 5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持するためには

前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選択及び耐力・強度等に

対する制限に留意するとともに，設計及び工事に係る品質マネジメント

システムに関する説明書に基づき品質管理を十分に行う。 

 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設計した耐

力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意すべき事項を示す。 

 

 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「JASS 5N」等に準拠するが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に示す。 

 

 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満たしている

ことを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書及び仕様書どおりであることを確認する。 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定及び仕様書どおり打込み及び養生が行われていることを確認

する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規定等に従

って試験し管理する。 

 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，JSME S NC1，ASME「Boiler 

and Pressure Vessel Code」等に準拠するが，ダクティリティを保

証する意味で特に留意する項目を次に示す。 

 

 

(1) 材料管理 

素材及び溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用されて

いることを確認する。 

(2) 強度管理 

素材及び溶接部の試験片による強度，耐圧，漏えい及び振動試験

によって確認する。 

(3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作及び据付けが行われて

いることを確認する。 

 

 

 

 

 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計

及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に基づき品

質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意

すべき事項を示す。 

 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」等に

準拠するが，ダクティリティを保証する意味で特に留意す

る項目を次に示す。 

 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満た

していることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを

確認する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計・建設規格，ＡＳ

ＭＥ「Boiler and Pressure Vessel Code」等に準拠するが，

ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を次に示

す。 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

(2) 強度管理 

素材，溶接部の試験片による強度，ＲＴＮＤＴ等の試

験，耐圧，漏えい及び振動試験によって確認する。 

(3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行

われていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉固有の機能

要求であり，再処理

施設には類似する

機能要求がないた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(10／10) 

別紙４－９ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－９ 添付書類Ⅴ－２－１－１０ 
(4) 保守・点検 

据付け後も定期事業者検査等必要な管理を行う。 

(4) 保守・点検 

据付け後も供用期間中検査等必要な管理を行う。 

 

 発電炉は，発電用原

子力設備規格 維持

規格に定義されてい

る供用期間中検査に

より商業運転開始以

降の検査を実施して

おり，再処理施設に

おいては使用が開始

された以降に行う定

期事業者検査が該当

するため，記載の差

異により新たな論点

が生じるものではな

い。 
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令和４年９月８日 Ｒ４ 

 

 

 

別紙４－10 
 
 
 

機器の耐震支持方針 
  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(1／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 機器の耐震設計 

2.1  基本原則 

3．支持構造物の設計 

3.1  設計手順 

4. 支持構造物及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計 

4.2  埋込金物の設計 

4.3  基礎の設計 

 4.4  機器の支持方法 

 

 

 

 

 

5. その他特に考慮すべき事項 

 

Ⅴ－２－１－11 機器・配管の耐震支持設計方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 機器の支持構造物 

2.1  基本原則 

2.2  支持構造物の設計 

 

 

 

 

 

3. 電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

3.2 支持構造物の設計 

4. 配管の支持構造物 

4.1 基本原則 

4.2 支持構造物の設計 

5. その他特に考慮すべき事項 

 

 再処理施設におい

ては，機器，配管

系について各々支

持構造物の設計方

針が異なることか

ら個別の設計方針

を作成している。

よって，本資料と

の比較において

は，発電炉の機器

の耐震支持設計方

針部分との比較を

行う。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(2／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，容

器及びポンプ類等の機器，配管系，電気計測制御装置等の設計

方針を「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１

－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－12 電気計測

制御装置等の耐震支持方針」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１

－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析によ

る設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－

２ 耐震計算書作成の基本方針」，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震

性に関する計算書」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１－１－11

－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

1. 概要 

機器の耐震設計を行う場合，基本設計条件(耐震重要度，設計温度，

圧力，動的・静的機器等)，再処理施設固有の環境条件(地震，風，雪，

気温等)，形状，設置場所等を考慮して各々に適した支持条件(拘束方

向，支持反力，相対変位等)を決め，支持構造物を選定する必要があ

る。 

また，現地施工性や機器等の運転操作・保守点検の際に支障とならな

いこと等についても配慮し設計する。 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「9. 機器・

配管系の支持方針について」に基づき，各々の機器の支持方法及び支持

構造物の耐震設計方針を説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 機器の支持構造物 

2.1  基本原則 

機器の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支持され十

分耐震性を有する建物・構築物内の基礎上に設置する。 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構築物との共振を

防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応じた地震

応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に

耐える設計とする。 

(4) 重心位置を低くおさえる。 

(5) 配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。 

(6) 偏心荷重を避ける。 

(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。 

(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失しない構

造とする。 

(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造とする。 

 

(10) 支持架構上に設置される機器については，原則として架構を十分

剛に設計する。剛ではない場合は，架構の剛性を考慮した地震荷重

等に耐える設計とするとともに，剛ではない架構に設置される機器

については，架構の剛性を考慮した地震応答解析を行う。解析に当

たっては，設計用床応答曲線又は時刻歴応答波を用いて耐震性の確

認を行うものとし，そのうち時刻歴応答波については，実機の挙動

をより模擬する場合に用いる。 

 

 

1. 概要 

機器・配管の耐震設計を行う場合，基本設計条件(耐震重要

度，設計温度・圧力，動的・静的機器等），プラントサイト固有

の環境条件(地震，風，雪，気温等），形状，設置場所等を考慮

して各々に適した支持条件(拘束方向，支持反力，相対変位等)

を決め，支持構造物を選定する必要がある。 

また，現地施工性や機器等の運転操作・保守点検の際に支障

とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「9.機器・配管系の支持方針について」に基づき，各々

の機器・配管の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針を説明

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

機器の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支

持され十分耐震性を有する構築物内の基礎上に設置する。 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振を

防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応じ

た地震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，

その荷重等に耐える設計とする。 

(4) 重心位置を低くおさえる。 

(5) 配管反力をできる限り機器に持たせない構造とする。 

(6) 偏心荷重を避ける。 

(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。 

(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失

しない構造とする。 

(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造と

する。 

(10) 支持架構上に設置される機器については架構を十分剛に設

計すると同時に，必要に応じ架構の剛性を考慮した耐震設計を行

う。 

 

 発電炉では，機

器・配管共通の方

針として示してお

り，それに対して

再処理施設では，

機器，配管系それ

ぞれ分けた方針と

しているが，記載

内容は同等である

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。なお，配管

系に対する方針は

「Ⅳ－１－１－11

－１ 配管の耐震

支持方針」に記載

している。 

 

 

 

 

 再処理施設の機器

については，建物

に設置するものの

他，屋外構築物に

設置する機器があ

るため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 剛ではない架構に

設置される機器

は，それぞれ異な

る応答となるた

め，解析上でその

挙動を模擬する必

要がある。再処理

施設においては，

具体的に床応答曲

線と時刻歴応答波

を用いて解析を行

う方針であること

を明記したため，

記載の差異により 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(3／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
  

 

 

 

3. 支持構造物の設計 

3.1  設計手順 

機器類の配置及び構造計画に際しては，建物・構築物，配管，ダク

ト等機器類以外の設備との関連，設置場所の環境条件，現地施工性等

の関連を十分考慮して総合的な調整を行い，機器類の特性，運転操作

及び保守点検の際に支障とならないこと等についての配慮を十分加

味した耐震設計を行うよう考慮する。 

設計手順を第 3.1-1図に示す。 

支持構造物の設計は，建物・構築物基本計画，機器の基本設計条件

等から配置設計を行い，支持する機器及び配管の耐震解析並びに機能

維持の検討により強度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。この

とき，高温機器については，熱膨張解析による熱膨張変位を拘束しな

い設計とするよう配慮する。 

 

 

 

 

 

2.2 支持構造物の設計 

2.2.1. 設計手順 

機器類の配置，構造計画に際しては，建物・構築物，配管，

ダクト等機器類以外の設備との関連，設置場所の環境条件，現

地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行い，機器類

の特性，運転操作及び保守点検の際に支障とならないこと等に

ついての配慮を十分加味した耐震設計を行うよう考慮する。 

設計手順を図2-1，図2-2，図2-3に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び機器の基本設計条件

等から配置設計を行い，支持する機器，配管の耐震解析，機能

維持の検討により強度及び支持機能を確認し，詳細設計を行

う。このとき，高温機器については，熱膨張解析による熱膨張

変位を拘束しない設計とするよう配慮する。 

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の機器

については，建物

に設置するものの

他，屋外構築物に

設置する機器があ

るため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(4／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 機器支持構造物設計フロー 

 

 
 

 発電炉では，格納容

器周りの機器と一

般機器の設計フロ

ーを分けて記載し

ているが，再処理施

設では，全ての機器

に対して同様の設

計を行っているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

788



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(5／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 【記載位置：3.1  設計手順 第 3.1-1図に記載の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 機器支持構造物設計フロー 

 

 

 

 

 

  発電炉では，格納容

器周りの機器と一

般機器の設計フロ

ーを分けて記載し

ているが，再処理施

設では，全ての機器

に対して同様の設

計を行っているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(6／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 【記載位置：3.1  設計手順 第 3.1-1図に記載の内容】 

 
第 3.1-1 図 機器支持構造物設計フロー 

 

 

 発電炉では，格納容

器周りの機器と一

般機器の設計フロ

ーを分けて記載し

ているが，再処理施

設では，全ての機器

に対して同様の設

計を行っているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

790



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(7／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 4. 支持構造物及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計(埋込金物を除く) 

(1) 設計方針 

支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則とし，機器の重

心位置をできる限り低くするとともに，偏心荷重をおさえるよう設計す

る。 

また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘束すること

なく，自重，地震荷重等に対し，有効な支持機能を有するよう設計す

る。 

 

(2) 荷重条件 

支持構造物設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転荷重等通常

時荷重の他に，地震時荷重及び事故時荷重を考慮する。 

 

また，屋外機器については積雪荷重及び風荷重の屋外特有の荷重を考

慮する。 

荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行い，下記に

従い選定する。 

 

a. 機能材 

耐圧母材の機能維持に必須のもので，母材に直接接合されており構造

物境界が明瞭でなく，当該支持構造材の部分的損傷が直接母材の機能低

下をもたらすおそれのある重要なものに使用する。 

 

また，部材については，容器と同等の応力算定を行い，十分な強度を

有するよう設計する。 

(代表例)容器の支持構造物取付用ラグ，ブラケット等 

 

b. 構造材 

当該支持構造体が単に耐圧母材を支持することのみを目的とするもの

であり，当該材と母材との構造物境界が明瞭で，当該材の部分的損傷は

直接母材の機能低下をもたらさないようなものに使用する。 

 

また，部材については，鋼構造設計規準等に準拠して設計する。 

 

(代表例)支持脚，支持柱，支持架構，ボルト，スナバ 

 

2.2.2 支持構造物及び基礎の設計 

(1) 支持構造物の設計(埋込金物を除く) 

a. 設計方針 

支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則とし，

機器の重心位置をできる限り低くするとともに，偏心荷重をお

さえるよう設計する。 

また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘束

することなく，自重，地震荷重等に対し，有効な支持機能を有

するよう設計する。 

 

b. 荷重条件 

支持構造物設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転荷

重等通常時荷重の他に，地震時荷重，事故時荷重を考慮する。 

 

また，屋外機器については積雪荷重，風荷重の屋外特有の荷

重を考慮する。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-２-１-９ 

機能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行

い，下記に従い選定する。 

 

(a) 機能材 

耐圧母材の機能維持に必須のもので，母材に直接接合され

ており構造物境界が明瞭でなく，当該支持構造材の部分的損

傷が直接母材の機能低下をもたらすおそれのある重要なも

のに使用する。 

また，部材については，容器と同等の応力算定を行い，十

分な強度を有するよう設計する。 

(代表例)容器の支持構造物取付用ラグ，ブラケット等 

 

(b) 構造材 

当該支持構造体が単に耐圧母材を支持することのみを目

的とするものであり，当該材と母材との構造物境界が明瞭

で，当該材の部分的損傷は直接母材の機能低下をもたらさな

いようなものに使用する。 

また，部材については，鋼構造設計規準等に準拠して設計

する。 

(代表例)支持脚，支持柱，支持架構，ボルト，スナッバ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(8／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 4.2  埋込金物の設計 

(1) 設計方針 

機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構

造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。 

 

埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行

う。このとき，定着部は，原則としてボルトの限界引き抜き力に対し

て，コンクリート設計基準強度及びせん断力算定断面積による引き抜き

耐力が上回るよう埋込深さを算定することで，基礎ボルトに対して十分

な余裕を持つように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重条件 

埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組合

せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合わせて選定す

る。 

 

a. 基礎ボルト形式(スリーブ付) 

タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多く，高い据付け精度が必要な

機器に使用する。 

  (代表例)貯槽 

 

(2) 埋込金物の設計 

a. 設計方針 

機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計す

る。 

埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考

慮して行う。このとき，補機の埋込金物及び定着部は，原則と

してボルトの限界引き抜き力に対して，コンクリート設計基準

強度及びせん断力算定断面積による引き抜き耐力が上回るよ

う埋込深さを算定することで，基礎ボルトに対して十分な余裕

を持つように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 荷重条件 

埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合せて

選定する。 

 

(a) 基礎ボルト形式(スリーブ付) 

タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多く，高い据付け精

度が必要な機器に使用する。 

(代表例)ほう酸水貯蔵タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電炉では，格納容

器周りの機器と一

般機器で分けた設

計方針としている

が，再処理施設で

は，全ての機器に対

して同様の設計を

行っているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(9／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 b. 基礎ボルト形式(スリーブ無し) 

基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物，あるいは高い据付け精度

が必要でない機器，タンク等に多く使用する。 

 

(代表例)ポンプ 

 

 
 

 

c. 後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するもので，ケミカ

ルアンカ又はメカニカルアンカを適用する。ただし，ケミカルアンカ

は，要求される支持機能が維持できる温度条件で使用する。メカニカル

アンカは振動が大きい箇所に使用しない。 

 

後打アンカの設計は，JEAG4601・補-1984又は「各種合成構造設計指

針・同解説」((社)日本建築学会，2010改定)に基づき設計する。ま

た，アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

(代表例)凝縮器 

 

(b) 基礎ボルト形式(スリーブ無し) 

基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物，あるいは高い

据付け精度が必要でない一般機器，タンク等に多く使用す

る。 

(代表例)残留熱除去系ポンプ 

 

 
 

 

(c) 後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するも

ので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを使用する。た

だし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持できる

温度条件で使用する。メカニカルアンカは振動が大きい箇所

に使用しない。 

後打アンカの設計は，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984又は「各

種合成構造設計指針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)

に基づき設計する。また，アンカメーカが定める施工要領に

従い設置する。 

(代表例)電気盤 

 

 

 

 

 

・発電炉では，格納容

器周りの機器と一

般機器で分けた設

計方針としている

が，再処理施設で

は，全ての機器に対

して同様の設計を

行っているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(10／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 4.3  基礎の設計 

(1) 設計方針 

機器の基礎は，支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し，有効

な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，機器の支持方法，支

持荷重及び配置を考慮して行う。 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組合せを考慮

して行う。 

荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に従う。 

(3) 種類及び選定 

基礎は機器の種類及び設置場所により，下記に従い選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 屋内の基礎 

屋内に設置される機器の支持構造物は，建屋の床壁あるいは天井を基

礎として設置される。したがって建屋設計に際しては，これら機器から

の荷重を十分考慮した堅固な鉄筋コンクリート造とする。 

 

機器を床に設置する場合，一般に基礎は水はけをよくするため，かさ

上げする。支持構造物は，鉄筋コンクリート造に十分深く埋め込んだ基

礎ボルトにより基礎に固定する。 

 

機器を壁あるいは天井から支持する場合は，一般にあらかじめ壁ある

いは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み，支持構造物を溶

接あるいはボルトにより固定する。 

 

 

 

b. 屋外の基礎 

屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造上に設置され

る。 

基礎は基礎自身の自重及び地震荷重の他に基礎上に設置される機器か

らの通常時荷重，地震時荷重，積雪荷重及び風荷重を考慮して十分強固

であるよう設計する。 

機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボルトにより固定す

る。 

 

(3) 基礎の設計 

a. 設計方針 

機器の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対し，

有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，機器の

支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組合

せを考慮して行う。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-２-１-９ 

機能維持の基本方針」に従う。 

c. 種類及び選定 

基礎は機器の種類，設置場所により，下記に従い選定する。 

 

(a) 主要機器の基礎 

イ. 原子炉圧力容器の基礎 

原子炉圧力容器の基礎は，原子炉圧力容器の支持構造物

から加わる自重，熱膨張荷重，地震荷重，事故時荷重等の

鉛直・水平荷重及びダイヤフラム・フロアからの鉛直・水

平荷重に対して，十分耐え得る鉄筋コンクリート造の構造

とする。 

(b) 一般機器の基礎 

イ. 屋内の基礎 

屋内に設置される一般機器の支持構造物は，建屋の床壁

あるいは天井を基礎として設置される。従って建屋設計に

際しては，これら機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄

筋コンクリート造とする。 

機器を床に設置する場合，一般に基礎は水はけをよくす

るため，かさ上げする。支持構造物は，鉄筋コンクリート

造に十分深く埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固定す

る。 

機器を壁あるいは天井から支持する場合は，一般にあら

かじめ壁あるいは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金物

を埋め込み，支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定

する。 

 

 

ロ. 屋外の基礎 

屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造

上に設置される。 

基礎は基礎自身の自重，地震荷重の他に基礎上に設置さ

れる機器からの通常時荷重，地震時荷重，風荷重を考慮し

て十分強固であるよう設計する。 

機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボル

トにより固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請書間の整合を

図るため，添付書

類「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基

本方針」に合わせ

た記載とした。 

794



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(11／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 4.4 機器の支持方法 

 

(1) たて置の機器 

a. スカートによる支持 

スカートはその外周下端に取り付けられたリブ及びベースプレートを介

して基礎ボルトにより基礎に固定する。スカート剛性及び基礎ボルトサイ

ズは，容器重量及び地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有

する設計とする。 

この形式の支持構造はたて型のタンク類で比較的容量が大きいものに採

用する。 

(代表例)貯槽 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ラグによる支持 

下図の様に機器本体に取り付けられたラグにより支持する形式のもので

ある。この形式は機器本体の半径方向の熱膨張を自由にし，円周方向及び

鉛直方向のラグ剛性で支持するものとする。 

 

この形式の支持構造は熱膨張を拘束しない機器に採用する。 

(代表例)ポット類 

       

2.2.3 機器の支持方法 

 

(1) たて置の機器 

a. スカートによる支持 

スカートはその外周下端に取り付けられたリブ，ベースプレ

ートを介して基礎ボルトにより基礎に固定する。スカート剛

性，基礎ボルトサイズは，容器重量及び地震力による転倒モー

メント等に対し十分な強度を有する設計とする。 

この形式の支持構造は原子炉圧力容器及びたて型のタンク類

で比較的容量が大きいものに採用する。 

(代表例)原子炉圧力容器 

 

 
 

 

 

 

 

 

b. ラグによる支持 

下図の様に機器本体に取り付けられたラグにより支持する形

式のものである。この形式は機器本体の半径方向の熱膨張を自

由にし，円周方向及び鉛直方向のラグ剛性で支持するものとす

る。 

この型式の支持構造は熱膨張を拘束しない機器に採用する。 

(代表例)残留熱除去系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(12／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 c. 支持脚による支持 

下図のとおり，形鋼を胴周囲対角線上の4箇所に取り付けベースプレー

トを基礎ボルト又は溶接により基礎に固定する。脚剛性及び基礎ボルトサ

イズは，容器重量及び地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を

有する設計とする。 

この形式の支持構造は比較的軽中量のタンクに採用する。 

 

(代表例)膨張槽 

 

    
 

d. 振れ止めによる支持 

下図の様に長いたて形の容器は，固定部だけでなく，中間部にも振れ止

めを設ける設計とする。振れ止めは，振れ止め部の地震荷重に対し，十分

な強度を有する設計とする。 

 

この形式の支持構造は，胴部がたてに長い容器等に採用する。 

(代表例)洗浄塔 

           

 

c. 支持脚による支持 

下図のとおり，形鋼を胴周囲対角線上の4箇所に取り付けベー

スプレートを基礎ボルト又は溶接により基礎に固定する。脚剛

性，基礎ボルトサイズは，容器重量及び地震力による転倒モー

メント等に対し十分な強度を有する設計とする。 

この型式の支持構造は比較的軽中量のタンク，脱塩塔等に採

用する。 

(代表例)逃がし安全弁用制御用アキュムレータ 

 

 
 

 

 

 

 

d. 振れ止めによる支持 

下図の様にケーシングの長いたて形ポンプは，上部基礎だけ

でなく，中間部等にも振れ止めを設ける設計とする。振れ止め

は，振れ止め部の地震荷重に対し，十分な強度を有する設計と

する。 

この形式の支持構造はたて形ポンプに採用する。 

(代表例)残留熱除去系海水系ポンプ 

 

 
 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(13／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 (2) 横置の機器 

a. 支持脚による支持 

支持脚は鋼板製の溶接構造とし，多数の基礎ボルトで基礎に固定する。

支持脚は十分な剛性及び強度を持たせ，基礎ボルトは，地震力による転倒

モーメント等に対し十分な強度を有する設計とする。 

 

この形式の支持構造は容量の大きい横置の熱交換器，タンク類に採用す

る。 

(代表例)貯槽 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 支持架構による支持 

支持架構は，柱材，はり材，ブレース等により構成しており，多数のボ

ルトにより固定する。支持架構は十分な剛性及び強度を持たせ，ボルトは

地震力による転倒モーメントに対し十分な強度を有する設計とする。 

この形式の支持構造は，全体を支持する支持架構に複数の機器をボルト

等で取り付けて構成する場合に採用する。 

(代表例)冷却塔 

 

 

(2) 横置の機器 

a. 支持脚による支持 

支持脚は鋼板製の溶接構造とし，多数の基礎ボルトで基礎に

固定する。支持脚は十分な剛性及び強度を持たせ，基礎ボルト

は，地震力による転倒モーメント等に対し十分な強度を有する

設計とする。 

この形式の支持構造は容量の大きい横置の熱交換器，タンク

類に採用する。 

(代表例)高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタ

ンク 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(14／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 (3) 内部構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 熱交換器 

熱交換器は，シェル＆チューブ形とプレート形に分類される。シェル＆

チューブ形の伝熱管は，Ｕ字管式のものと直管式のものとがあり，いずれ

もじゃま板によって伝熱管を剛に支持し，地震及び流体による振動を防止

する。またプレート形の伝熱板は締付ボルトにて側板に固定することで，

伝熱板の地震及び流体による振動を防止する。 

 

 

 

b. タンク類 

タンク類でその内部にスプレイノズル，冷却コイル，加熱コイル等が設

けられるものについては，それらを機器本体からのサポートにより取り付

ける。 

 

 

 

(3) 内部構造物 

a. 原子炉本体 

原子炉圧力容器内にある構造物は，燃料集合体を直接支持又

は拘束する炉心支持構造物と，それ以外の炉内構造物に大別で

きる。 

炉心支持構造物は炉心シュラウド，シュラウドサポート，上

部格子板，炉心支持板，燃料支持金具及び制御棒案内管から構

成され，炉内構造物は蒸気乾燥器，気水分離器及びスタンドパ

イプ，シュラウドヘッド，スパージャ及び内部配管等から構成

される。 

燃料集合体上部の水平方向は上部格子板で支持し，下部の水

平方向は燃料支持金具及び制御棒案内管を介して炉心支持板で

支持される。燃料集合体の鉛直方向の荷重は燃料支持金具を介

して制御棒案内管で支持し，制御棒案内管は原子炉圧力容器下

部鏡板に取付けられた制御棒駆動機構ハウジングで支持され

る。 

上部格子板は炉心シュラウドの中間フランジ上に設置し，炉

心支持板は炉心シュラウドの下部フランジ上にボルトにより固

定される。炉心シュラウドは下端をシュラウドサポートに溶接

され，シュラウドサポートは原子炉圧力容器下部鏡板に溶接さ

れる。 

気水分離器及びスタンドパイプはシュラウドヘッドに溶接さ

れ，シュラウドヘッドは炉心シュラウド上にボルトによりフラ

ンジ接続される。 

蒸気乾燥器，スパージャ及び内部配管は，原子炉圧力容器内

部に取付けられたブラケット等により支持される。 

 

b. 熱交換器 

熱交換器は，シェル＆チューブ形とプレート形に分類され

る。シェル＆チューブ形の伝熱管は，Ｕ字管式のものと直管式

のものとがあり，いずれもじゃま板によって伝熱管を剛に支持

し，地震及び流体による振動を防止する。またプレート形の伝

熱板は締付ボルトにて側板に固定することで，伝熱板の地震及

び流体による振動を防止する。 

 

 

c. タンク類 

タンク類でその内部にスプレイノズル，スパージャ，ヒータ

等が設けられるものについては，それらを機器本体からのサポ

ートにより取り付ける。 

 

 発電炉固有の原子

炉本体内の構造物

に対する記載であ

り，再処理施設で

は機能要求上該当

する設備がないた

め，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設における

設備を記載してお

り，設備の違いによ

る差異はあるが，新

たな論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(15／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
 5. その他特に考慮すべき事項 

(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビリティでで

きる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又は支持構造物に過大

な反力を生じさせないよう配管側のサポート設計において考慮する。 

 

 

(2) 動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器の振動を考

慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の基礎へのグ

ラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行う。 

 

(3) 建物・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建物・構築物の共振領域からでき

るだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。また，共振領域近くで設

計する場合は地震応答に対して十分な強度余裕を持つようにする。 

 

 

(4) 波及的影響の防止 

耐震重要度分類における下位クラスの機器の破損によって上位クラス

の機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を考慮して設計する

が，波及的影響が考えられる場合には，下位クラス機器の支持構造物は

上位クラスに適用される地震動に対して設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. その他特に考慮すべき事項 

(1)機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビリ

ティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又は

支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポー

ト設計において考慮する。 

 

(2)動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器の

振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の基

礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行う。 

 

(3)建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては裾付場所に応じ，建屋・構築物の共振領域

からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。また，

共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な強度

余裕を持つようにする。 

 

(4)波及的影響の防止 

耐震重要度分類における下位クラスの機器の破損によって

上位クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置

等を考慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，

下位クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震

動に対して設計する。 

 

(5)隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，地

震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干渉し

ないようにする。保温材を施工する配管については，保温材の

厚みを含めても干渉しないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配管側のフレシキ

リビティによる具

体的な考慮内容に

ついては，補足説

明資料「【耐震機電

23】機器と配管の

相対変位に対する

設計上の扱いにつ

いて」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉では，機

器・配管共通の方

針として示してお

り，それに対して

再処理施設では，

機器，配管系それ

ぞれ分けた方針と

しているが，記載

内容は同等である

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。なお，本記

載は配管系に対す

る方針であり，添

付書類「Ⅳ－１－

１－11－１ 配管

の耐震支持方針」

に記載している。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針】(16／16) 

別紙４－10 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－10 添付書類Ⅴ－２－１－11 
  (5) 材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮し，十分な使

用実績があり，材料特性が把握された安全上信頼性の高いものを使用す

る。 

また，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」の材料の選

択方針に基づき，ダクティリティを持つよう配慮する。 

 

 

(6) 移動式設備に対する考慮 

基礎又は支持架構上に固定されていない移動式設備については，転倒

等による落下を防止するための措置を講じる。また，揚重機能を有する

クレーン類のワイヤロープ等については，搬送する物品等が浮き上がっ

た場合に作用する荷重に対して，耐震重要施設の安全機能に影響を与え

ないように設計する。 

 

(6)材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮し，

十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信頼性の

高いものを使用する。 

また，V－２－１－10「ダクティリティに関する設計方針」の

材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持つよう配慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移動式設備に対す

る対応としては，

既設工認時から対

応していた落下防

止措置の明確化及

び鉛直方向への動

的地震力導入に伴

う影響確認として

クレーン類のワイ

ヤロープ等に対す

る設計方針を明記

したため，設備の

違いによる差異は

あるが，新たな論

点が生じるもので

はない。 

・移動式設備に対す

る影響確認内容に

ついては，補足説

明資料「【耐震機電

01】鉛直方向の動

的地震力考慮によ

る設備の浮き上が

り等の影響につい

て」に示す。 

 

800



 

 

令和４年９月８日 Ｒ４ 

 

 

 

別紙４－11 
 

 

 

配管の耐震支持方針 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(1／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-２-１-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

Ⅴ-２-１-12-１ 配管及び支持構造物の耐震計算について 

 

※本比較表においては，発電炉の「Ⅴ-２-１-12-１ 配管及び

支持構造物の耐震計算について」及び「Ⅴ-２-１-11 機

器・配管の耐震支持設計方針」から引用している。このこ

とから，引用先の図書を明確にするために，発電炉の記載

内容に引用先の図書番号を付記する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(2／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 目   次 

1. 配管の耐震支持方針 

1.1 概要 

1.2 配管の設計手順 

1.2.1 基本原則 

1.2.2 配管及び支持構造物の設計手順 

1.3 配管の設計 

1.3.1 基本方針 

1.3.1.1 重要度による設計方針 

1.3.1.2 配管の設計において考慮すべき事項 

1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法 

1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法 

1.3.3.1 直管部の支持間隔 

1.3.3.2 曲がり部の支持間隔 

1.3.3.3 集中質量部の支持間隔 

1.3.3.4 分岐部の支持間隔 

1.3.3.5 Z形部の支持間隔 

1.3.3.6 門形部の支持間隔 

1.3.3.7 分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.8 支持点の設定方法 

1.3.3.9 支持点を設定する上での考慮事項 

1.3.3.10 設計上の処置方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要(Ⅴ-２-１-12-１) 

 

4.1 基本原則(Ⅴ-２-１-11) 

2. 配管系及び支持構造物の設計手順(Ⅴ-２-１-12-１) 

3. 配管系の設計 

3.1 基本方針 

3.1.1 重要度別による設計方針 

3.1.2 配管系の設計において考慮すべき事項 

3.2 3次元はりモデルによる解析 

3.3 応力を基準とした標準支持間隔法 

3.3.1 直管部の支持間隔 

3.3.2 曲がり部の支持間隔 

3.3.3 集中質量部の支持間隔 

3.3.4 分岐部の支持間隔 

 

 

 

3.3.5 支持点の設定方法 

3.3.6 支持点を設定する上での考慮事項 

3.3.7 設計上の処置方法 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 標準支持間隔 

3.4 振動数を基準とした標準支持間隔法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の資料

構成として，発電

炉の「Ⅴ-２-１-

12-１ 配管及び支

持構造物の耐震計

算について」及び

「Ⅴ-２-１-11 機

器・配管の耐震支

持設計方針」から

引用している構成

としているため，

資料構成の差異は

あるが新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 

 標準支持間隔法に

用いる解析結果を

本基本方針内に示

しているが，再処理

施設は本資料の別

紙にて纏めて示す

方針としているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 再処理施設におい

ては，応力を基準と

した標準支持間隔

法を適用しており，

振動数を基準とし

た標準支持間隔法

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(3／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
2. 支持構造物の設計 

2.1 概要 

2.2 設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 設計方針 

2.2.2 荷重条件 

 

 

2.2.3 種類及び選定 

 

2.2.4 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

2.3 支持装置の設計 

2.3.1 概要 

2.3.2 支持装置の選定 

2.3.3 支持装置の使用材料 

2.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

2.3.4.1 定格荷重 

2.3.4.2 支持装置の強度計算式 

2.4 支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1 概要 

 

2.4.2 設計方針 

2.4.3 荷重条件 

2.4.4 種類及び選定 

2.4.5 支持架構及び付属部品の選定 

2.4.6 支持架構及び付属部品の使用材料 

2.4.7 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

2.5 埋込金物の設計 

2.5.1 概要 

2.5.2 埋込金物の設計 

2.5.3 基礎の設計 

2.5.4 埋込金物の選定 

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

3. 耐震評価結果 

3.1 支持構造物の耐震評価結果 

 

 

3.2 支持構造物の基本形状の耐震計算結果 

3.2.1 支持構造物の耐震計算結果 

3.2.2 個別の処置方法 

4. 支持構造物の設計 

4.1 概要 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計(Ⅴ-２-１-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)支持装置の設計  

a.設計方針 

b.荷重条件 

4.2.2 支持構造物の設計荷重(Ⅴ-２-１-12-１) 

4.2.2 (1) 支持装置の設計(Ⅴ-２-１-11) 

c.種類及び選定 

4.2 基本原則(Ⅴ-２-１-12-１) 

4.2.1 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

4.3 支持装置の設計 

4.3.1 概要 

4.3.2 支持装置の選定 

4.3.3 支持装置の使用材料 

4.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

(1) 定格荷重 

(2) 支持装置の強度計算式 

4.4 支持架構及び付属部品の設計 

4.4.1 概要 

4.2.2 (2)支持架構の設計(Ⅴ-２-１-11) 

a.設計方針 

b.荷重条件 

c.種類及び選定 

4.4.2 支持架構及び付属部品の選定(Ⅴ-２-１-12-１) 

4.4.3 支持架構及び付属部品の使用材料 

4.4.4 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

4.5 埋込金物の設計 

4.5.1 概要 

4.2.2 (3)埋込金物の設計(Ⅴ-２-１-11) 

4.2.2 (4)基礎の設計 

4.5.2 埋込金物の選定(Ⅴ-２-１-12-１) 

4.5.3 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

5. 耐震評価結果 

5.1 支持構造物の耐震評価結果 

5.1.1 概要 

5.1.2 支持構造物の耐震評価結果 

5.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

5.2.1 支持構造物の耐震計算例 

5.2.2 個別の処置方法 

 

 

 設計の基本方針と

して，多質点系はり

モデル及び標準支

持間隔法で設計す

る配管の支持構造

物に対する適用範

囲を明記したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 再処理施設の資料

構成として，発電

炉の「Ⅴ-２-１-

12-１ 配管及び支

持構造物の耐震計

算について」及び

「Ⅴ-２-１-11 機

器・配管の耐震支

持設計方針」から

引用している構成

としているため，

資料構成の差異は

あるが新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(4／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
4. その他の考慮事項 

 

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙１ 各施設の直管部標準支持間隔 

 

目   次 

1.概要 

2.準拠規格 

3.計算精度と数値の丸め方 

 

Ⅳ－１－１－11－１ 別紙１－１ 安全冷却水Ｂ冷却塔の直管部標準支持

間隔 

 

目   次 

1.解析条件 

1.1 配管設計条件 

1.2 階層の区分 

2.解析結果 

5. その他特に考慮すべき事項(Ⅴ-２-１-11) 

 

 

 

 発電炉は標準支持

間隔法に用いる設

計条件を本基本方

針内に示している

が，再処理施設は

本資料の別紙にて

纏めて示す方針と

しているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

805



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(5／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，容

器及びポンプ類等の機器，配管系，電気計測制御装置等の設計

方針を「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１

－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－12 電気計測

制御装置等の耐震支持方針」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１

－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

10. 耐震計算の基本方針 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析によ

る設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－

２ 耐震計算書作成の基本方針」，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震

性に関する計算書」及び後次回にて申請する「Ⅳ－１－１－11

－２ ダクトの耐震支持方針」に示す。 

 

 

 

1. 配管の耐震支持方針 

1.1  概要 

本方針は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，再処理施

設の配管及びその支持構造物について，耐震設計上十分安全であるよ

うに考慮すべき事項を定めたものである。 

 

 

 

1.2  配管の設計手順 

1.2.1  基本原則 

配管の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとする。 

(2) 支持構造物を含め建物・構築物との共振を防止する。 

(3) 架台はり及び内部鉄骨から支持する場合は，支持部剛性，支持構

造物の剛性を連成して設計する。 

(4) 支持構造物は，拘束方向の支持点荷重に対して十分な強度があ

り，かつ剛性を有するものを選定する。 

(5) 機器管台に接続される配管については，機器管台の許容荷重を超

えないように支持構造物の設計を行う。 

(6) 高温となる配管については，熱膨張変位を過度に拘束しない設計

とする。 

(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないために，配管系の剛性を十分に確

保できない場合は，配管系の振動特性に応じた地震応答解析により

必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。 

 

(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場所については，その変位に

対して十分耐える設計とする。 

(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所については，その荷重に十分

耐える設計とする。 

 

1.2.2  配管及び支持構造物の設計手順 

配管経路は建屋形状，機器配置計画とともに系統の運転条件，機器

等への接近性，保守点検性の確保を考慮した上，配管の熱膨張による

変位の吸収，耐震設計上の重要度に応じた耐震性の確保に関し最適設

計となるよう配置を決定する。また，この際，配管内にドレンが溜ま

ったり，エアポケットが生じたりしないようにするとともに，水撃現

象の生じる可能性のあるものについては十分に配慮するものとする。 

 

地震による建屋間等相対変位を考慮する必要のある場所に配置さ

れるものについては，その変位による変形に対して十分耐えられるよ

うにし，また，ポンプ，容器等のノズルに対する配管反力が過大とな

らないよう併せて考慮する。 

以上を考慮の上決定された配管経路について，多質点系はりモデル

(3次元はりモデル)による解析又は標準支持間隔法により配管及び支

持構造物の設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要(Ⅴ-２-１-12-１) 

本方針は，添付書類「Ⅴ-２-１-１ 耐震設計の基本方針の概

要」及び添付書類「Ⅴ-２-１-11 機器・配管の耐震支持設計方

針」に基づき，配管系及びその支持構造物について，耐震設計

上十分安全であるように考慮すべき事項を定めたものである。 

 

 

 

4.1 基本原則(Ⅴ-２-１-11) 

配管及び弁の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとする。 

(2) 支持構造物を含め建屋との共振を防止する。 

(3) 架台はり及び内部鉄骨から支持する場合は，支持部剛性と支

持構造物の剛性を連成して設計する。 

(4) 支持構造物は，拘束方向の支持点荷重に対して十分な強度が

あり，かつ剛性を有するものを選定する。 

(5) 機器管台に接続される配管については，機器管台の許容荷重

を超えないように支持構造物の設計を行う。 

(6) 高温となる配管については，熱膨張変位を過度に拘束しない

設計とする。 

(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないために，配管系の剛性を十分

に確保できない場合は，配管系の振動特性に応じた地震応答解析

により，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える

設計とする。 

(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場所については，その変

位に対して十分耐える設計とする。 

(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所については，その荷重

に十分耐える設計とする。 

 

2. 配管系及び支持構造物の設計手順(Ⅴ-２-１-12-１) 

配管経路は建屋形状，機器配置計画とともに系統の運転条

件，機器等への接近性，保守点検性の確保を考慮した上，配管

系の熱による変位の吸収，耐震設計上の重要度分類に応じた耐

震性の確保に関し最適設計となるよう配置を決定する。また，

この際，配管内にドレンが溜まったり，エアポケットが生じた

りしないようにするとともに，水撃現象の生じる可能性のある

ものについては十分に配慮するものとする。 

地震による建屋間等相対変位を考慮する必要のある場所に

配置されるものについては，その変位による変形に対して十分

耐えられるようにし，また，ポンプ，容器等のノズルに対する

配管反力が過大とならないよう併せて考慮する。 

以上を考慮の上決定された配管経路について，多質点系モデ

ル(３次元はりモデル)による解析又は標準支持間隔法により

配管系及び支持構造物の設計を行う。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(6／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

支持構造物は，標準化された製品の中から，配管から受ける荷重に

対して十分な強度があるものを選定する。 

設計手順を第1.2.2-1図に示す。 

 
 

第 1.2.2-1図 配管支持構造物設計フロー 

 

 

1.3 配管の設計 

 

1.3.1 基本方針 

 

1.3.1.1 重要度による設計方針 

配管は設備の重要度，口径及び最高使用温度により，第1.3.1.1-1表

のように分類して設計を行う。ただし，第1.3.1.1-1表以外の確認方法

についても，その妥当性が確認できる範囲において採用するものとす

る。また，設計及び工事の計画の申請範囲における解析方法の適用範

囲を第1.3.1.1-2表に示す。 

(Ⅴ-２-１-11)  

支持装置は，標準化された製品の中から，配管から受ける荷重

に対し十分な強度があるものを選定する。 

 
 

 

 

 

 

3. 配管系の設計(Ⅴ-２-１-12-１ 配管及び支持構造物の耐震計

算について(以降同方針)) 

3.1 基本方針 

 

3.1.1 重要度別による設計方針 

配管系は設備の重要度，呼び径及び通常運転温度によ

り，表3－1のように分類して設計を行う。ただし，表3－1

以外の確認方法についても，その妥当性が確認できる範囲

において採用するものとする。また，工事計画の申請範囲

における解析法の適用範囲を表3－2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の配管

設 計 は 先 行 炉 

(PWR)と同様の対応

として，JEAG4601 の

最高使用温度を適

用しているため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(7／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第1.3.1.1-1表 配管の重要度による解析方法 

 
 

記号○印：原則として適用する解析方法 

注記 ＊1：耐震重要度Ｓクラス及びＢクラスの配管で多質点系

はりモデルによる解析を行い，配管系の1次固有周期

が0.05秒を超えた場合は，動的解析及び静的解析を

実施する。 

 

＊2：複数の配管が近接して配置され，代表計算にて確認

を行う場合には，配管の仕様条件が同等であること

を確認した上で確認する。 

 

＊3：標準支持間隔法は，多質点系はりモデルによる解析

にて代行することができる。 

 

 

表 3－1 設備の重要度による解析法 

 
 

注記  

＊1：耐震クラスＳ及びＢの配管で3次元はりモデルによる解析

を行い，配管系の１次固有周期が0.05秒を超えた場合は，

動的解析及び静的解析を実施する。 

 

 

＊2：複数の配管が近接して配置され，配管の仕様条件が同等

の場合には，代表計算にて確認を行うことができる。 

 

 

＊3：標準支持間隔法は，3次元はりモデルによる解析にて代行

することができる。 

 

＊4:常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設

備を含む。 

 

＊5:重大事故等時に耐震Ｂクラス設備の機能を代替する常設耐

震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備を含

む。 

 

 

 再処理施設の配管

設 計 は 先 行 炉 

(PWR)と同様の対応

として，口径と温度

に対する適用範囲

を示しているため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 本内容については，

補足説明資料「【耐

震機電 16】配管系の

評価手法(定ピッチ

スパン法 )につい

て」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(8／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

（中略） 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，

配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行

う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデル

を「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す。 

 

第 1.3.1.1-2表 解析方法の適用範囲 

 

施設区分 設備又は系 

多質点系はり 

モデルを用い

た評価方法 

標準支持 

間隔を用い

た評価方法 

その他再処理設

備の附属施設 
安全冷却水系 － 〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管の耐震評価は，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示

す解析方法及び解析モデルである，標準支持間隔を用いた評価方法又は

多質点系はりモデルを用いた評価方法を適用して行う。 

本基本方針では，標準支持間隔を用いた評価方法に適用する計算式を

示し，多質点系はりモデルを用いた評価方法に適用する計算式について

は後次回にて申請する「Ⅳ－１－２－２ 配管系の耐震性に関する計算

書作成の基本方針」に示す。 

 

 

表 3－2 解析法の適用範囲 

 

 

 

 

 

 第１回申請である

安全冷却水Ｂ冷却

塔の配管を記載し

ており，その他の施

設については後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 解析方法及び解析

モデルに応じた配

管系の評価方法を

示す添付書類を明

記したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(9／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.1.2  配管の設計において考慮すべき事項 

(1) 配管の分岐部 

大口径配管からの分岐管については，原則大口径配管の近傍を支

持する。ただし，大口径配管の熱膨張及び地震による変位が大きい

場合には，分岐部及び分岐管に過大な応力を発生させないようフレ

キシビリティを持たせた支持をする。 

 

 

(2) 配管と機器の接続部 

機器管台に加わる配管からの反力が許容反力以内となるように

配管経路及び支持方法を決定する。 

 

(3) 異なる建屋，構築物間を結ぶ配管 

異なる建屋，構築物間を結ぶ配管については，建屋，構築物間の

相対変位を吸収できるように，配管にフレキシビリティを持たせた

構造又はフレキシブルジョイントを設ける等の配慮を行い，過大な

応力を発生させない設計とする。 

 

 

(4) 弁 

配管の途中に弁等の集中荷重がかかる部分については，この集中

荷重にできる限り近い部分を支持し，特に駆動装置付きの弁は偏心

荷重を考慮して，必要に応じて弁本体を支持することにより過大な

応力が生じないようにする。弁は，発生応力が配管より小さくなる

よう配管よりも厚肉構造とする。 

 

 

(5) 屋外配管 

主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置し，建屋内配管

と同様の耐震設計とする。 

 

(6) 振動 

配管の支持方法及び支持点は，回転機器等の振動あるいは内部流

体の乱れによる配管振動を生じないように考慮して決定する。 

 

(7) 耐震重要度が異なる配管との接続部 

耐震重要度Ｓクラス又はＢクラスの配管について，それぞれ下位

のクラスに属する配管と弁等を境界として接続され，境界となる弁

等が耐震支持されていない場合には，その影響を考慮し原則として

境界以降第一番目の耐震上有効な軸直角方向拘束点までを耐震重

要度Ｓクラス又はＢクラスの配管と同様に扱い設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 配管系の設計において考慮すべき事項 

(1) 配管の分岐部 

大口径配管からの分岐管については，なるべく大口径配

管の近傍を支持するようにする。ただし，大口径配管の熱

及び地震による変位が大きい場合には，分岐部及び分岐管

に過大な応力を発生させないようフレキシビリティを持

たせた支持をする。 

 

(2) 配管と機器の接続部 

機器管台に加わる配管からの反力が許容反力以内とな

るように配管経路及び支持方法を決定する。 

 

(3) 異なる建屋，構築物間を結ぶ配管系 

異なる建屋，構築物間を結ぶ配管系については，建屋，

構築物間の相対変位を吸収できるように，配管にフレキシ

ビリティを持たせた構造とするか，または，フレキシブル

ジョイントを設けるなどの配慮を行い，過大な応力を発生

させないようにする。 

 

(4) 弁 

配管の途中に弁等の集中質量がかかる部分については，

この集中質量部にできる限り近い部分を支持し，特に駆動

装置付きの弁は偏心質量を考慮して，必要に応じて弁本体

を支持することにより過大な応力が生じないようにする。

弁は，配管よりも厚肉構造であり，発生応力は配管より小

さくなる。 

 

(5) 屋外配管 

主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置され，

建屋内配管と同様の耐震設計をする。 

 

(6) 振動 

配管系の支持方法及び支持点は，回転機器等の振動ある

いは内部流体の乱れによる配管振動を生じないように考

慮して決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 耐震重要度が異な

る配管接続部にお

ける設計方針は発

電炉同様，「Ⅳ－１

－１－４ 波及的

影響に係る基本方

針」に記載してお

り，本基本方針で

は，より具体的な

設計方法を記載し

ているものである

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(10／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

(8) 高温配管 

最高使用温度が151℃以上であり，口径が100A以上の配管は，熱膨

張による応力を低減するために一般に柔に設計する必要がある。ま

た，耐震上の要求からは，剛に設計する必要がある。したがって，

配管設計は双方の均衡をとった設計とする必要があり，支持位置及

び支持条件を決めるに当たっては，原則として次のような事項を考

慮し，地震及び熱膨張による応力の制限を満足する設計を行う。 

a. 自重を支持するために，あるいは耐震上剛性を高めるために，

配管を拘束する場合には，配管の熱膨張による変位が少ない箇所

にアンカサポート又はレストレイント等を設けるものとする。 

b. 配管の熱膨張による変位がある特定の方向に大きい場合であ

って，その他の方向に上記a.と同じ理由によって拘束する必要が

ある場合は，熱膨張による変位方向を拘束せず，目的とする方向

を拘束するガイド等を設けるものとする。 

c. 熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇所で，配管の自重を支持

する必要がある場合は，スプリングハンガを用いる。 

d. 熱膨張による変位が大きい方向を，耐震上の要求から拘束する場

合はスナバを用いる。 

 

 

 

 

 高温配管への考慮

として支持構造物

への考慮方法は発

電炉同様，

(47/258)ページに

示しており，再処

理施設においては

配管側へも高温配

管に対する考慮方

法を記載している

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(11／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.2  多質点系はりモデルを用いた評価方法 

多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として固定点から

固定点までを独立した1つのブロックとして，地震荷重，自重，熱荷重

等により配管に生じる応力が許容応力以下となるように配管経路及

び支持方法を定める。 

 

その一例を以下に示す。 

はじめに仮のアンカサポート，レストレイント位置を定めて熱応力

解析を行い，必要に応じてアンカサポート，レストレイント位置，個

数等の変更あるいは配管経路の見直しを行い，配管に生じる応力が許

容応力以下となるようにする。次に，地震応力解析を行い，必要に応

じてレストレイント位置，個数等の変更あるいはスナバの追加によ

り，配管に生じる応力が許容応力以下となるようにする。この際，自

重応力の確認もあわせて実施し，必要に応じてハンガの追加を検討す

る。 

 

 

 

 

1.3.3  標準支持間隔を用いた評価方法 

標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，曲がり部，

集中質量部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分

類し，要素ごとに許容値を満足する最大の支持間隔を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ３次元はりモデルによる解析 

３次元はりモデルによる解析では，原則として固定点から

固定点までを独立した1つのブロックとして，地震荷重，自

重，熱荷重等により配管に生じる応力が許容応力以下となる

ように配管経路及び支持方法を定める。 

 

その具体例を示すと以下のようになる。 

まず，仮のアンカ，レストレイント位置を定めて熱応力解

析を行い，必要に応じてアンカ，レストレイント位置，個数

等の変更あるいは配管経路の見直しを行い，配管に生じる応

力が許容応力以下となるようにする。加えて，自重応力解析

を行い，ハンガを追加することにより配管に生じる応力が許

容応力以下となるようにする。次に，地震応力解析を行い，

必要に応じてレストレイント位置，個数等の変更あるいはス

ナッバの追加により，配管に生じる応力が許容応力以下とな

るようにする。 

 

 

 

3.3 応力を基準とした標準支持間隔法 

標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，

曲がり部，集中質量部及び分岐部の各要素に分類し，要素ご

とに許容値を満足する最大の支持間隔を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準支持間隔法の適用範囲は表3－2に基づくこととし緊急

時対策所用代替電源設備の条件で算定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 本内容については

補足説明資料「【耐

震機電 16】配管系の

評価手法(定ピッチ

スパン法 )につい

て」に示す。 

 

 

 

 発電炉は標準支持

間隔法に用いる設

計条件を本基本方

針内に示している

が，再処理施設は本

資料の別紙にて纏

めて示す方針とし

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(12／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

直管部については，各建屋における地震時の応答解析結果に基づ

き，配管に生じる応力が許容応力以下となるように最大の支持間隔を

求め，これを直管部に対する標準支持間隔とする。配管の直管部は，

この標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保する。 

直管部の標準支持間隔算出に当たっては，配管仕様，建屋，階層の

区分及び減衰定数ごとに，解析条件を満足する支持間隔をそれぞれ計

算し求める。 

 

 

配管の曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲

がり部については，直管部と同等以上の耐震性を有するように，それ

ぞれ直管部の標準支持間隔に対する支持間隔比を求め，各要素の支持

間隔を算出する。配管の曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門形

部及び分岐＋曲がり部については，各要素の支持間隔以内で支持する

ことにより耐震性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

多質点系はりモデルを用いた評価方法では，これらの部位に対して

は応力係数を考慮しているが，標準支持間隔法では支持間隔比を考慮

することにより，多質点系はりモデルを用いた評価方法より保守的な

評価となるようにする。 

複数階層を跨る配管を評価する場合は，配管が跨る上層階と下層階

の境界となるサポートまでを考慮し，その境界となるサポートで挟ま

れた範囲の支持間隔をすべて抽出した上で，最も短いものを適用して

評価を行う。 

なお，二重管部についても，標準支持間隔を採用する。 

また，グローブボックス内配管のように，配管の支持構造物である

グローブボックスの応答の増幅が考えられる場合については，配管が

剛となるように支持間隔を設定し，地震による過度の振動が生じない

よう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では，上記により求めた直管部標準支持間隔，曲がり部，集中質

量部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲がり部の支持間隔を基に配管

に支持点を設定する場合の例を示す。 

 

その他，標準支持間隔法により配管を設計する場合の考慮事項及び

標準支持間隔法で設計することが困難な場合の処置方法についても

示す。 

 

 

直管部については，各建屋における地震時の応答解析結果

に基づき，配管に生ずる応力が許容応力以下となるように最

大の支持間隔を求め，これを直管部に対する標準支持間隔と

する。配管の直管部は，この標準支持間隔以内で支持するこ

とにより耐震性が確保できる。 

なお，直管部の標準支持間隔算出に当たっては，配管仕様，

建屋，床区分及び減衰定数ごとに，解析条件を満足する支持

間隔をそれぞれ計算し求める。 

 

配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部については，直管

部と同等以上の耐震性を有するように，それぞれ直管部の標

準支持間隔に対する支持間隔比を求め，各要素の支持間隔を

算出する。配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部について

は，各要素の支持間隔以内で支持することにより耐震性が確

保できる。 

 

 

 

 

 

 

なお，３次元はりモデル解析では，これらの部位に対して

は応力係数を考慮しているが，標準支持間隔法では支持間隔

比を考慮することにより，3次元はりモデルより保守的な評

価となるようにする。 

また，複数階層を跨る配管を評価する場合は，配管が跨る

上層階と下層階の境界となるサポートまでを考慮し，その境

界となるサポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて抽出

した上で，最も短いものを適用して評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では，上記により求めた直管部標準支持間隔，曲がり

部，集中質量部及び分岐部の支持間隔を基に配管に支持点を

設定する場合の例を示す。 

 

その他，標準支持間隔法により配管を設計する場合の考慮

事項及び標準支持間隔法で設計することが困難な場合の処

置方法についても示す。 

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準支持間隔を用

いた評価方法の適

用範囲として，発電

炉では適用してい

ない二重管及びグ

ローブボックス内

配管に対しても適

用しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(13／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(14／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.1  直管部の支持間隔 

1.3.3.1.1  解析モデル 

配管を下図のように支持間隔Ｌで3点支持した等分布荷重連続はり

にモデル化する。支持点の拘束方向は軸直角方向のみとし，軸方向及

び回転に対しては自由とする。 

 
 

1.3.3.1.2  解析方法 

解析モデルに対して，解析コードを用いて設計用地震力による応力

を算定するとともに，内圧及び自重の影響を考慮して，直管部の標準

支持間隔を求める。 

 

なお，解析コードの検証，妥当性確認等の概要については，「Ⅳ－３

 計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1.3  解析条件 

(1) 設計用地震力 

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力を用い

て評価を行う。 

また，設計用床応答曲線は，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線

の作成方針」に示す。 

 

 

なお，設計用床応答曲線は，安全側に谷埋め及びピーク保持を行

うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は，「Ⅳ－１－１－５ 地

震応答解析の基本方針」に示す設計用減衰定数を適用する。 

 

3.3.1 直管部の支持間隔 

3.3.1.1 解析モデル 

配管を下図のように支持間隔 L で３点支持した等分布質

量連続はりにモデル化する。支持点の拘束方向は軸直角方向

のみとし，軸方向及び回転に対しては自由とする。 

 
 

3.3.1.2 解析方法 

配管について，設計用地震力による応力を算定するととも

に，内圧及び自重の影響を考慮して，解析コード「SPAN2000」

を用いて直管部の標準支持間隔を求める。 

 

解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，添

付書類「Ⅴ-５-56 計算機プログラム(解析コード)の概要・

SPAN2000」に示す。 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 解析条件 

(1) 設計用地震力 

重大事故等対処施設の配管については,添付書類「Ⅴ-２

-１-１ 耐震設計の基本方針の概要」に示している設計用

地震力を用いて評価を行う。設計用地震力は添付書類「Ⅴ

-２-１-７ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す設備評価

用床応答曲線を用いる。 

 

使用する基準地震動Ｓｓの設備評価用床応答曲線は，安

全側に谷埋め及びピーク保持を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は，添付書類「Ⅴ

-２-１-６ 地震応答解析の基本方針」に示している設計用

減衰定数のうち，表3－3 に示す設計用減衰定数を適用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉は解析コー

ドを本基本方針内

に示しているが，再

処理施設において

解析に用いる解析

コードは多岐に渡

ることから，「Ⅳ－

３ 計算機プログラ

ム(解析コード)の

概要」にて纏めて示

す方針としている

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回に示す。 

 

 

 

 発電炉においては

設備評価用床応答

曲線を用いた評価

を実施しているが，

再処理施設におい

ては，設計用床応答

曲線を用いた評価

を実施しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(15／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

なお，適用に当たり配管系の支持点間の間隔は以下の条件を満た

すよう配慮することとする。 

 

配管系全長/(配管区分ごとに定められた支持具の支持点数)≦15

(m/支持点) 

 

ここで，支持点とは支持具が取り付けられている配管節点をい

い，複数の支持具が取り付けられている場合も1支持点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 階層の区分 

解析に当たっては，設計用床応答曲線をいくつかの階層に区分

し，支持間隔を求めるものとする。階層の区分は，本資料の別紙１

「各施設の直管部標準支持間隔」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 配管重量 

配管の重量は，配管自体の重量及び内部流体の重量を合計した値

とする。さらに，保温材の付く配管については，その重量を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

る。 

なお，適用に当たり配管系の支持点間の間隔は以下の条

件を満たすこととする。 

 

 

 

 

表 3－3 設計用減衰定数 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 床区分 

解析に当たっては，配管が設置される建物・構築物の床

面毎の設備評価用床応答曲線を使用して各床面の直管部

標準支持間隔を求めるものとする。床区分を，表3－4「床

応答曲線区分」に示す。 

 

 

 

 

 

 

(4) 配管質量 

配管の質量は，配管自体の質量と内部流体の質量を合計

した値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JEAG4601-1987 に合

わせた記載であり，

発電炉と同様の内

容で設計しており，

記載の充実化を図

ったため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 再処理施設の配管

設 計 は 先 行 炉 

(PWR)と同様の対応

として，標準支持間

隔法による設計を

基本としており，複

数の減衰定数を適

用していることか

ら，「Ⅳ-１-１-５ 

地震応答解析の基

本方針」にて纏めて

示す方針としてい

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 評価に用いる設計

用床応答曲線につ

いては，いくつかの

階層に区分した上

で適用しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，発電炉では適

用していない保温
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備考 
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直管部標準支持間隔を算出する配管の単位長さ当たり重量を，本

資料の別紙１「各施設の直管部標準支持間隔」に示す。 

 

(5) 配管応力 

配管に生じる応力は，JEAG4601の計算式に基づき地震による応力

の他に内圧及び自重による応力を求め，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の

基本方針」に基づき次式で応力評価を行うものとする。 

なお，応力評価に当たっては，突合せ，すみ肉の溶接部ごと及び

直管部，曲げ部，分岐部の形状変化部位ごとにJSME S NC1 PPC-3810

に基づき算出した応力係数を考慮する。 

 応力係数の考慮の仕方として，曲げ部及び分岐部に対しては，直管

部の標準支持間隔法で算出した応力を超えないよう溶接部及び形状

変化部の両方の応力係数を満足する支持間隔グラフを作成する。直管

部の応力係数としては，施工方法又は部品を標準的に用いることで溶

接有無に関わらず，応力が同等となるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｐｒｍ＝ＰＤ0/4ｔ＋0.75ｉ1(Ｍａ＋Ｍｂ)/Ｚ 

 

ここで， 

 Ｓｐｒｍ：一次応力( MPa ) 

 Ｐ：地震と組合せるべき運転状態における圧力( MPa ) 

 Ｄ0：管の外径( mm ) 

 ｔ：管の厚さ( mm ) 

 ｉ1：応力係数 

 Ｍａ：管の機械的荷重(自重その他の長期的荷重に限る)により

生ずるモーメント( N･mm ) 

 Ｍｂ：管の機械的荷重(地震を含めた短期的荷重)により生ずる

モーメント( N･mm ) 

 Ｚ：管の断面係数( mm3 ) 

 

許容応力については，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に

基づき算定する。 

 

 

 

 

 

なお，内部流体については，自重が重くなるように実際

の内部流体に係わらず液体にしている。 

 

 

 

 

 

 

直管部標準支持間隔を算出する配管の単位長さ当たり

の質量を，表3－5「配管仕様」に示す。 

 

(5) 配管応力 

配管に生ずる応力は，JEAG4601-1987 の計算式に基づき

地震による応力の他に内圧及び自重による応力を求め，添

付書類「Ⅴ-２-１-１ 耐震設計の基本方針の概要」に基づ

き応力評価を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容応力については，添付書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持

の基本方針」に基づき算定する。 

材の付く配管に対

しても標準支持間

隔を用いた評価方

法を実施している

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 再処理施設では，内

部流体の種類ごと

に設計条件を設定

しているため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直管，曲げ，分岐の

基本形状の応力係

数に対する設計上

の考慮について，記

載の明確化を行っ

たため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。なお，それ以

外の形状について

も，基本形状の組合

せであるため，基本

形状と同じ応力係

数となる。 

 

 標準支持間隔法の

計算式について，記

載の明確化を行っ

たため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(17／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

(6) 配管系の振動数 

支持構造物を含めた配管系の固有振動数は，配管系の設計に用い

る建屋床応答スペクトルのピークの固有振動数領域より短周期側

に避けることを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管系の固有周期は，支持構造物を含めて算出し，配管の固有周

期については次式で示す。 

Ｔ＝
1

ｆ
  

ｆ＝
λ2

2πＬ
2√

ＥＩｇ

ｗ
  

ここで， 

  Ｔ：固有周期( s ) 

  ｆ：固有振動数( Hz ) 

  λ：振動数係数(－) 

  π：円周率(－) 

  Ｌ：標準支持間隔(mm) 

  Ｅ：縦弾性係数(MPa) 

  Ｉ：断面2次モーメント( mm4 ) 

  ｇ：重力加速度(mm/s2) 

  ｗ：単位長さ当たり重量(N/mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 配管系の振動数 

支持構造物を含めた配管系の固有振動数は，水平方向及

び鉛直方向について，それぞれの建屋床面ピークの固有振

動数領域を避けることを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管系の固有振動数は，支持構造物を含めて算出する。

配管系，支持構造物の固有振動数は，表3－4「床応答曲線

区分」に示す値以上となるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建屋床応答スペク

トルのピークを短

周期側に避ける設

計としており，再処

理施設では水平方

向及び鉛直方向い

ずれかの最大とな

るピークを短周期

側に避ける設計と

していることから，

実態に合わせた記

載としており，記載

の差異により新た

な論点は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準支持間隔法の

計算式について，記

載の明確化を行っ

たため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(18／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1.4  解析結果及び支持方針 

解析結果を本資料の別紙１「各施設の直管部標準支持間隔」に示す。

配管の直管部は，標準支持間隔以内で支持する。なお，直管部に異径

の配管が混在する場合は，最も短くなる標準支持間隔にて当該直管部

を支持するものとする。 

 

 

 

表 3－4 床応答曲線区分(緊急時対策所用代替電源設備) 

 
 

 

 
 

 

 発電炉は標準支持

間隔法に用いる設

計条件を本基本方

針内に示している

が，再処理施設は本

資料の別紙にて纏

めて示す方針とし

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉は標準支持

間隔法に用いる解

析結果を本基本方

針内に示している

が，再処理施設は本

資料の別紙にて纏

めて示す方針とし

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 再処理施設の標準

支持間隔による配

管の設計方針とし

て，異径配管が混在

する場合の設計方

針を示しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

（257/258）頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(19／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.2  曲がり部の支持間隔 

1.3.3.2.1  解析モデル 

配管の曲がり部は，下図に示すようにピン結合両端固定の等分布荷

重の連続はりにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.2.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部の標準支

持間隔の水平地震力による曲げモ－メントよりも小さいこと。 

 

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管部の標準

支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントより小

さいこと。 

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する理論解を(
Ｌ

1

Ｌ
Ｅ

)の関数として

(
Ｌ

Ｅ

Ｌ
0

)の最大値(
Ｌ

Ｅ
’

Ｌ
0

)を求める。 

 

ただし，Ｌ0は直管部標準支持間隔を表す。Ｌ1，ＬＥは「1.3.3.2.1 

解析モデル」，ＬＥ’は「1.3.3.2.3 解析結果及び支持方針」参照。 

 

 

(5) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支持間

隔グラフ」に基づく支持間隔比を用いることで，応力係数に対する

設計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 曲がり部の支持間隔 

3.3.2.1 解析モデル 

配管の曲がり部は，次に示すようにピン結合両端固定の等

分布質量の連続はりにモデル化する。 

 

 
 

3.3.2.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

② 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部

の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントより

も小さいこと。 

③ 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げ

モ－メントより小さいこと。 

④ ①，②，③項の各条件を満足する理論解を(
Ｌ

１

Ｌ
Ｅ

)の関数と

して(
Ｌ

Ｅ

Ｌ
０

)の最大値(
Ｌ

Ｅ
’

Ｌ
０

)を求める。 

 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌ１，ＬＥは

「3.3.2.1 解析モデル」，ＬＥ'は「3.3.2.3 解析結果及び

支持方針」参照。 

 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応力係数に対する

設計上の考慮につ

いて，記載の明確化

を行ったため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

820



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(20／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
1.3.3.2.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支持間隔グラフ」に示す。本

グラフは，曲がり部をはさむ支持点間距離を直管部標準支持間隔に対

する比として示すものであり，許容領域内に配管を支持するものとす

る。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短

くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。 

 

 

 
 

また，配管及び支持構造物の設計上，Ｌ1又はＬ2あるいはその両方を

長くする必要がある場合は，面外振動を拘束する支持構造物を設け，

次式を同時に満足すること。 

 
 

3.3.2.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－1「曲がり部支持間隔グラフ」に示す。本

グラフは，曲がり部をはさむ支持構造物間距離を直管部標準

支持間隔に対する比として示すものであり，次に示すとお

り，図3－1の許容領域内に配管を支持するものとする。 

 

 

 

 

 

 
 

 

また，配管系及び支持構造物の設計上，Ｌ1 又はＬ2 あるい

はその両方を長くする必要がある場合は，面外振動を拘束する

支持構造物を設け，次式を同時に満足すること。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 再処理施設の標準

支持間隔による配

管の設計方針とし

て，異径配管が混在

する場合の設計方

針を示しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(21／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

第 1.3.3.2.3-1 図 曲がり部支持間隔グラフ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(22／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.3  集中質量部の支持間隔 

1.3.3.3.1  解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は，下図に示すように

任意の位置に集中荷重を有する両端支持の連続はりにモデル化する。 

 
 

1.3.3.3.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 水平地震力が加わった場合の集中荷重及び等分布荷重の合計曲

げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ

－メントよりも小さいこと。 

(3) 自重及び鉛直地震力による集中荷重並びに等分布荷重の合計曲

げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力によ

る合計曲げモ－メントよりも小さいこと。 

 

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する理論解を各々(
Ｃ

Ｌ
Ｗ

)をパラメ

ータとし，(
Ｗ

ｗ・Ｌ
0

)の関数として(
Ｌ

Ｗ

Ｌ
0

)の最大値を求める。 

 

 

ただし，Ｌ0は直管部標準支持間隔を表す。ＬＷ，Ｃ，ｗ，Ｗは「1.

3.3.3.1 解析モデル」参照。 

 

(5) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持

間隔グラフ」に基づく支持間隔比を用いることで，応力係数に対す

る設計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 集中質量部の支持間隔 

3.3.3.1 解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は，次のよう

に任意の位置に集中質量を有する両端支持の連続はりにモ

デル化する。 

 

 
 

3.3.3.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上

であること。 

② 水平地震力が加わった場合の集中荷重及び等分布荷重

の合計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の水平

地震力による曲げモ－メントよりも小さいこと。 

③ 自重及び鉛直地震力による集中荷重及び等分布荷重の

合計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の自重及

び鉛直地震力による合計曲げモ－メントよりも小さい

こと。 

④ ①，②，③項の各条件を満足する理論解を各々(
Ｃ

Ｌ
Ｗ

)を

パラメータとし，(
Ｗ

ｗ・Ｌ
０

)の関数として(
Ｌ

Ｗ

Ｌ
０

)の最大値

を求める。 

 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌｗ，Ｃ，ｗ，

Ｗは「3.3.3.1 解析モデル」参照。 

 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さ

と実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の

配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応力係数に対する

設計上の考慮につ

いて，記載の明確化

を行ったため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(23／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
1.3.3.3.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間隔グラフ」に示す。

本グラフは，弁等の重量物が設置された場合の許容支持間隔を直管部

の標準支持間隔に対する比として示したものであり，許容領域内に配

管を支持するものとする。 

 

低温配管中の電動弁及び空気作動弁については，配管及び弁自体の

剛性を適切に評価し，必要に応じて弁駆動部の偏心荷重によって過大

な荷重が配管に生じないように配管及び弁上部を支持する。 

 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短

くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。 

また，集中荷重が複数の場合は，複数の集中荷重の総和を一つの集

中荷重として設定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。この場合，荷重位置Ｃは，一律0.5ＬＷとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.3.3.3.3-1 図 集中質量部支持間隔グラフ 

3.3.3.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－2「集中質量部支持間隔グラフ」に示す。

図3－2 は，弁等の重量物が設置された場合の許容支持間隔

を直管部の標準支持間隔に対する比として示したものであ

り，許容領域内に配管を支持するものとする。 

 

なお，低温配管中の電動弁，空気作動弁については，配管

系及び弁自体の剛性を適切に評価し，弁駆動部の偏心荷重に

よって過大な荷重が配管に生じないように配管並びに必要

に応じ，弁上部を支持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の標準

支持間隔による配

管の設計方針とし

て，異径配管が混在

する場合の設計方

針を示しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(24／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.4  分岐部の支持間隔 

1.3.3.4.1  解析モデル 

配管の分岐部は，下図に示すように分岐部の支持端を単純支持はり

とする等分布荷重の連続はりにモデル化する。分岐管はピン結合とす

る。 

 
 

1.3.3.4.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部の標準支

持間隔の水平地震力による曲げモ－メントより小さいこと。 

 

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管部の標準

支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントより小

さいこと。 

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する分岐部支持間隔比(
Ｌ

Ｒ

Ｌ
0

)の最

大値を，(
Ｌ

Ｂ

Ｌ
0

)の関数として求める。解析結果は，分岐部の代表例と

して母管と枝管とが同一口径のものをまとめたものである。 

 

ただし，Ｌ0は直管部標準支持間隔を表す。ＬＲ，ＬＢは「1.3.3.4.

1 解析モデル」参照。 

 

 

 

 

 

(5) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.4.3-1図「分岐部支持間隔

グラフ」に基づく支持間隔比を用いることで，応力係数に対する設

計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

3.3.4 分岐部の支持間隔 

3.3.4.1 解析モデル 

配管の分岐部は，次に示すように分岐部の支持端を単純支

持はりとする等分布質量の連続はりにモデル化する。分岐管

はピン結合とする。 

 

 

 
 

3.3.4.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上

であること。 

② 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メント

より小さいこと。 

③ 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直

管部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計

曲げモ－メントより小さいこと。 

 

④ ①，②，③項の各条件を満足する分岐部支持間隔比

(
Ｌ

Ｒ

Ｌ
０

)の最大値を，(
Ｌ

Ｂ

Ｌ
０

)の関数として求める。 

 

 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。ＬＲ，ＬＢは

「3.3.4.1 解析モデル」参照。 

 

 

 

 

 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比より求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配

慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の標準

支持間隔による配

管の設計方針とし

て，異径配管が混在

する場合があるる

ため，記載の明確化

を行っており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 応力係数に対する

設計上の考慮につ

いて，記載の明確化

を行ったため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(25／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

1.3.3.4.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.4.3-1図「分岐部支持間隔グラフ」に示す。本グ

ラフは，分岐部の許容支持間隔を直管部の標準支持間隔に対する比と

して示したものであり，許容領域内に配管を支持するものとする。 

 

 

なお，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うものとする。 

 

(1) 0.5＜「枝管口径/母管口径」＜1.0 

直管部標準支持間隔が最も短くなる配管を選定して，本グラフの

許容領域内に配管を支持するものとする。 

 

 

(2) 「枝管口径/母管口径」≦0.5 

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素の支持間

隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとする。この場合，分

岐点は枝管の支持点として扱う。 

 

 

 

第 1.3.3.4.3-1 図 分岐部支持間隔グラフ 

 

3.3.4.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－3「分岐部支持間隔グラフ」に示す。図3

－3 は，分岐部の許容支持間隔を直管部の標準支持間隔に対

する比として示したものであり，許容領域内に配管を支持す

るものとする。 

 

なお，異径分岐の場合は，各口径に対応する標準支持間隔

のうち最短のものを選定して分岐部支持間隔を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の標準

支持間隔による配

管の設計方針とし

て，異径配管が混在

する場合の設計方

針を示しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(26／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.5  Z形部の支持間隔 

1.3.3.5.1  解析モデル 

配管のZ形部は，下図に示すように両端単純支持とする等分布荷重

の多質点系はりモデルにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.5.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標準支持間

隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこと。 

(3) 1.3.3.5.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足する(
Ｌ

1

Ｌ
0

)と (
Ｌ

2

Ｌ
0

)の関

係を反復収束計算により求める。 

ただし，Ｌ1≧Ｌ3とする。 

また，Ｌ0は直管部標準支持間隔，Ｌ1，Ｌ2，Ｌ3は「1.3.3.5.1 解

析モデル」参照。 

(4) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.5.3-1図「平面Z形部支持間

隔グラフ」及び第1.3.3.5.3-2図「立体Z形部支持間隔グラフ」に基

づく支持間隔比を用いることで，応力係数に対する設計上の配慮を

行う。 

 

 

1.3.3.5.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.5.3-1図「平面Z形部支持間隔グラフ」及び第1.

3.3.5.3-2図「立体Z形部支持間隔グラフ」に示す。 

本グラフは，Z形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する

比として示したもので，許容領域内に配管を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短

くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。 

  再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

827



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(27／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

第 1.3.3.5.3-1 図 平面 Z形部支持間隔グラフ 

 

 
第 1.3.3.5.3-2 図 立体 Z形部支持間隔グラフ 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(28／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.6  門形部の支持間隔 

1.3.3.6.1  解析モデル 

配管の門形部は，下図に示すように両端単純支持とする等分布荷重

の多質点系はりモデルにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.6.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標準支持間

隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこと。 

(3) 1.3.3.6.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足する(
Ｌ

1

Ｌ
0

)と (
Ｌ

2

Ｌ
0

)の関

係を反復収束計算により求める。 

ただし，Ｌ1≧Ｌ3とする。 

また，Ｌ0は直管部標準支持間隔，Ｌ1，Ｌ2，Ｌ3は「1.3.3.6.1 解

析モデル」参照。 

(4) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.6.3-1図「門形部支持間隔

グラフ」に基づく支持間隔比を用いることで，応力係数に対する設

計上の配慮を行う。 

 

 

 

1.3.3.6.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.6.3-1図「門形部支持間隔グラフ」に示す。 

本グラフは，門形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する

比として示したもので，許容領域内に配管を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短

くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。 

  再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(29／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
第 1.3.3.6.3-1 図 門形部支持間隔グラフ 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(30／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.7  分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.7.1  解析モデル 

配管の分岐＋曲がり部は，下図に示すように3つの支持端を単純支

持とする分布荷重の多質点系はりモデルにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.7.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上であるこ

と。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標準支持間

隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこと。 

(3) 1.3.3.7.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足する(
Ｌ

1

Ｌ
0

)， (
Ｌ

2

Ｌ
0

)，

(
Ｌ

3

Ｌ
0

)の関係を反復収束計算により求める。 

また，Ｌ0は直管部標準支持間隔，Ｌ1，Ｌ2，Ｌ3は「1.3.3.7.1 解

析モデル」参照。 

(4) 応力係数を考慮して作成した第1.3.3.7.3-1図「分岐＋曲がり部

支持間隔グラフ」に基づく支持間隔比を用いることで，応力係数に

対する設計上の配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(31／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
1.3.3.7.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.7.3-1図「分岐＋曲がり部支持間隔グラフ」に示

す。 

本グラフは，分岐＋曲がり部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔

に対する比として示したもので，許容領域内に配管を支持するものと

する。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短

くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管を支持するもの

とする。 

また，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うものとする。 

(1) 0.5＜「枝管口径/母管口径」＜1.0 

直管部標準支持間隔が最も短くなる配管を選定して，本グラフの

許容領域内に配管を支持するものとする。 

(2) 「枝管口径/母管口径」≦0.5 

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素の支持間

隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとする。この場合，分

岐点は枝管の支持点として扱う。 

 

 
第 1.3.3.7.3-1 図 分岐＋曲がり部支持間隔グラフ 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(32／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.8  支持点の設定方法 

標準支持間隔法を適用して配管に支持点を設ける場合の手順は，対

象とする配管仕様，建屋 ，床区分及び減衰定数に基づき，直管部標準

支持間隔を選定し，この直管部標準支持間隔をもとに各要素(直管部，

曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲がり部)

の支持間隔を定めるとともに，各要素の評価方向が拘束されるように

支持点の設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.8.1  直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔 

直管部標準支持間隔は，配管仕様(圧力，温度，材質，口径，板厚，

保温材の有無，内部流体及び単位長さ当たり重量) ，建屋，階層の区

分及び減衰定数別に算出していることから，設計する配管仕様，建屋，

階層の区分及び減衰定数に応じて選定する。直管部については，この

直管部標準支持間隔以内で支持し，その他の要素については，各々の

支持間隔比に直管部標準支持間隔を乗じた支持間隔以内で支持する。 

 

 

 

 

1.3.3.8.2  各要素の評価方向 

配管の各要素(直管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門

形部及び分岐＋曲がり部)は，これらの形状が持つ特性から，同程度の

荷重が負荷されても方向により各要素の応力又は固有振動数への影

響が異なるため，影響が大きい方向を評価(荷重)方向と特定して支持

間隔を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は，配管軸直方向 

 

(2) 曲がり部の支持間隔は，曲がり部をはさむ両辺で作る面の面外方

向 

 

(3) 分岐部の支持間隔は，母管と分岐管が作る面の面外方向 

 

(4) 平面Z形部の支持間隔は，配管軸直方向。立体Z形部は，配管軸直

方向及び軸方向 

 

3.3.5 支持点の設定方法 

標準支持間隔法を適用して配管に支持点を設ける場合の

手順は，対象とする配管仕様，建屋，床区分及び減衰定数に

基づき，直管部標準支持間隔を選定し，この直管部標準支持

間隔をもとに各要素(直管部，曲がり部，集中質量部及び分

岐部)の支持間隔を定めるとともに，各要素の評価方向が拘

束されるように支持点の設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.1 直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔 

直管部標準支持間隔は，配管仕様(材質，口径，板厚，保温

材の有無，内部流体，単位長さ当たりの質量)，建屋，床区分

及び減衰定数別に算出していることから，設計する配管仕

様，建屋，床区分及び減数定数に応じて選定する。直管部に

ついては，この直管部標準支持間隔以内で支持し，また，曲

がり部，集中質量部及び分岐部については，各々の支持間隔

比に直管部標準支持間隔を乗じた支持間隔以内で支持する。 

 

 

 

3.3.5.2 各要素の評価方向 

配管の各要素(直管部，曲がり部，集中質量部及び分岐部)

は，これらの形状が持つ特性から，同程度の荷重が負荷され

ても方向により各要素の応力又は固有振動数への影響が異

なるため，最も影響が大きい方向を評価(荷重)方向と特定し

て，支持間隔を定めている。支持点の設定に当たっては，次

に示す各要素の評価方向が拘束されるようにする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は，配管軸直2 方向 

 

(2) 曲がり部の支持間隔は，曲がり部をはさむ両辺で作る

面の面外方向 

 

(3) 分岐部の支持間隔は，母管と分岐管が作る面の面外方

向 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 

 

 

 圧力，温度に対する

記載の明確化とし

ており，発電炉にお

いては，3.3.7(2)項

(40/258)ページに

記載しているため，

記載に差異により

新たな論点は生じ

ない。 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，多様な配管形

状が存在すること
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(33／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(5) 門形部の支持間隔は，配管軸直方向 

 

(6) 分岐＋曲がり部の支持間隔は，配管軸直方向及び軸方向 

 

 

 

 

 

 

 

なお，支持点の設定に当たっては，各要素の評価方向が拘束される

ようにする。配管軸方向の評価は，配管軸方向の配管重量を集中荷重

とみなし，それに直交する配管上の支持点で評価することとして，集

中質量部の支持間隔を用いる。 

以上を考慮するとともに，各要素の方向(配管軸直と軸方向の3方

向)ごとに拘束されていない方向がないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，配管軸方向の評価は，配管軸方向の配管質量を集中

質量とみなし，それに直交する配管上の支持点で評価するこ

ととして，集中質量部の支持間隔を用いる。 

 

以上を考慮するとともに，各要素の方向(配管軸直と軸方

向の３方向)ごとに拘束されていない方向がないようにす

る。 

 

から，発電炉で示し

ている形状の 4要素

の他， Z形部，門形

部及び分岐＋曲が

り部の 3要素を示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点は生じない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(34／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

1.3.3.8.3  支持点の設定方法及び手順 

下記の配管を例に，具体的な支持点の設定方法及び手順を(1)～(9)

項に示す。 

 
(1) A機器管台を固定点(設計開始点)とし，直管部標準支持間隔以内に

他の要素がない場合は，直管部標準支持間隔以内で支持点(a点)を決め

る。 

(2) a点の支持点は，Uボルト等を使用してY方向及びZ方向の2方向を拘

束する。配管軸方向(X方向)は，A機器管台で拘束されていることから，

管台からa点間の配管においてもX方向が拘束され，3方向がすべて拘束

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.3 支持点の設定方法及び手順 

下記の配管を例に，具体的な支持点の設定方法及び手順を

(1)～(9)項に示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(35／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(3) a点から直管部標準支持間隔以内に他の要素(曲がり部)がある場合

は，a点から曲がり部までの距離を，第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支持

間隔グラフ」のＬ1とおいてＬ2を仮設定する。曲がり部支持間隔ＬＥは，

第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支持間隔グラフ」の許容領域内とする。許

容領域を超える場合は，ＬＥ(Ｌ2)を短くする。 

 

 

 

(4) b点の支持点は，Uボルト等を使用してX方向及びZ方向の2方向を拘

束する。a点からb点の曲がり部を含む配管の面外方向(Z方向)が，曲が

り部の支持間隔で拘束される。この場合に，曲がり部における3方向の

拘束状態を確認する。X方向は，機器管台で支持，Z方向は，曲がり部

の支持間隔で支持，Y方向は，次の手順以降で決定する。 

 

(5) b点から直管部標準支持間隔以内に重量物(弁又はフランジ)がある

場合は，重量物近傍の支持点cにUボルト等を仮設定後，弁の重量と直

管部標準支持間隔における配管の重量との比を算出し，集中質量部支

持間隔ＬＷが，第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間隔グラフ」の許容

領域内とする。許容領域を超える場合は，ＬＷを短くする。 

 

 

836



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(36／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 

(6) b点からc点までの配管及び弁の拘束状態を確認する。X方向及びZ方

向は，集中質量部の支持間隔で支持，Y方向は，次の手順以降で決定す

る。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(37／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(7) c点から直管部標準支持間隔以内に分岐部が存在する場合は，母管

及び分岐管の支持点dにUボルト等を仮設定する。この場合に，B機器管

台の固定部があれば支持点とする。母管及び分岐管の直管部標準支持

間隔に対する長さ比が，第1.3.3.4.3-1図「分岐部支持間隔グラフ」の

許容領域内とする。許容領域を超える場合は，仮設定した母管(ＬＲ)又

は分岐管(ＬＢ)の支持間隔を短くする。 

 

 

(8) 分岐部の拘束状態を確認すると，X方向は，B機器管台で支持，Z方向

は，分岐部の支持間隔で支持している。Y方向は，d点が配管軸方向を

拘束しない場合においては曲がり部とd点上の配管軸直管部の重量及

び弁重量を集中荷重とみなし，第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間隔

グラフ」でY方向を拘束するa点とd点以降のY方向を拘束する支持点と

の支持間隔を許容領域以内とする。許容領域を超える場合は，d点をU

ボルト等からアンカサポートに変更することで支持する。これにより

(4)及び(6)項のY方向も同時に拘束される。 

 

 

(9) 以降配管が連続する場合は，前項までの手順に従って設計開始点か

ら順番に支持点位置を決める。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配管軸方向の考慮

方法に対して記載

を充実化したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(38／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 1.3.3.9  支持点を設定する上での考慮事項 

配管の各要素に対応した支持間隔を満足するとともに，次の事項も

考慮して設計する。 

 

1.3.3.9.1  分岐部 

配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震による変位がある場合は，分

岐部から第1支持点までの長さＬを，これらの変位により発生する応

力が，許容応力以下となるように定める。 

 
 

 
 

1.3.3.9.2  機器との接続部 

機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位による発生応力が大き

い場合は，接続部(固定点)近傍で支持することができない場合があ

る。 

この場合のＬは，「1.3.3.9.1 分岐部」と同様に機器との接続部の

熱膨張又は地震時の変位により発生する応力が，許容応力以下となる

ように定める。 

 

 
 

3.3.6 支持点を設定する上での考慮事項 

配管の各要素に対応した支持間隔を満足するとともに，次

の事項も考慮して設計する。 

 

3.3.6.1 分岐部 

配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震による変位がある

場合は，分岐部から第1支持点までの長さＬを，これらの変

位により発生する応力が，許容応力以下となるように定め

る。 

 

 
 

 

3.3.6.2 機器との接続部 

機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位による発生応

力が大きい場合は，接続部(固定点)近傍で支持することがで

きない場合がある。 

この場合のＬは，「3.4.6.1 分岐部」と同様に機器との接

続部の熱膨張又は地震時の変位により発生する応力が，許容

応力以下となるように定める。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(39／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
1.3.3.9.3  建物・構築物の相対変位 

建物・構築物間に渡って設置される配管については，地震時の建物・

構築物間の相対変位により生じる二次応力を次式で求め，配管の設計

及び支持方法を定める。 

 

σ＝ｉ2Ｍ/Ｚ 

 

ここで， 

σ ：二次応力( MPa ) 

ｉ2 ：応力係数 

Ｍ ：建屋間相対変位により生じるモーメント( N･mm ) 

Ｚ ：管の断面係数( mm3 ) 

 

1.3.3.9.4  弁 

配管に弁が設置される場合は，第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間

隔グラフ」に基づき前後の支持点を決定する。 

 

弁は，配管より厚肉構造であり，発生応力は配管より小さくなる。

一方，集中質量部の支持間隔を求める際には，弁も配管と同一仕様と

したうえで，弁重量を付加することで安全側の評価を行っている。こ

のため，弁の評価は配管の評価で包絡される。 

 

なお，地震時に動的機能維持が要求される弁に対しては，必要に応

じて多質点系はりモデルを用いた評価を行い，弁駆動部の機能維持確

認済加速度を超える場合は，駆動部を支持する。 

 

 

1.3.3.9.5  建屋階層 

支持間隔は階層の区分ごとに設定するため，当該配管を敷設する床

区分に応じて，上下階層の支持間隔を比較し，短い方の支持間隔を運

用して評価を行う。なお，複数階層を跨る配管を評価する場合は，配

管が跨る上層階と下層階の境界となるサポートまでを考慮し，その境

界となるサポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて抽出した上で

最も短い標準支持間隔を適用して評価を行う。 

 

 

1.3.3.10 設計上の処置方法 

標準支持間隔法による配管の耐震設計においては，各要素の支持間

隔又は各要素の支持間隔を組み合わせた支持間隔を用いる。 

標準支持間隔法によることが困難な場合は，次のいずれかの方法で

対処する。 

 

 

(1) 配管系を多質点系はりモデルとして解析を行い，配管の設計及

び支持方法を定める。実際の配管条件に基づいた直管部標準支持

間隔法を算出し，配管間隔を設定する。 

 

 

 

 

 

3.3.6.3 建物・構築物の相対変位 

建物・構築物間に渡って設置される配管については，地震

時の建物・構築物間の相対変位による発生応力を加味して，

配管の設計及び支持方法を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.4 弁 

配管に弁が設置される場合は，図3－2「集中質量部支持間

隔グラフ」に基づき前後の支持点が決められる。 

 

弁は，配管より厚肉構造であり，発生応力は配管より小さ

くなる。一方，集中質量部の支持間隔を求める際には，弁も

配管と同一仕様としたうえで，弁質量を負荷することで安全

側の評価を行っている。このため，弁の評価は配管の評価で

包絡される。 

なお，地震時に動的機能維持が要求される弁に対しては，

必要に応じて3次元はりモデルを用いた評価を行い，「弁駆動

部の機能維持確認済加速度」を超える場合は，駆動部を支持

する。 

 

3.3.6.5 建屋階層 

支持間隔は床区分ごとに設定されているため，当該配管を

敷設する床区分に応じて，上下階層の支持間隔を比較し，短

い方の支持間隔を運用して評価を行う。なお，複数階層を跨

る配管を評価する場合は，配管が跨る上層階と下層階の境界

となるサポートまでを考慮し，その境界となるサポートで挟

まれた範囲の支持間隔をすべて抽出した上で最も短いもの

を適用して評価を行う。 

 

3.3.7 設計上の処置方法 

標準支持間隔法による配管の耐震設計においては，各要素

の支持間隔又は各要素の支持間隔を組み合わせた支持間隔

を用いる。 

標準支持間隔法によることが困難な場合は，次のいずれか

の方法で対処する。 

 

(1) 配管系を3次元はりモデルとして解析を行い，配管の

設計及び支持方法を定める。実際の配管条件に基づいた

直管部標準支持間隔法を算出し，配管間隔を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 建屋・構築物の相対

変位の確認に適用

している計算式に

ついて，記載の明確

化を行ったため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(40／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(2) 当該配管が150℃以下又は口径100A未満であることを確認した

上で，直管部標準支持間隔を算出する解析モデルを，当該配管固

有の設計条件(制限振動数，適用床区分，適用減衰定数，解析ブロ

ック範囲，配管系内最小必要支持点数，圧力，温度，支持構造物

の固有振動数，設計用床応答曲線，材質，口径，板厚，保温材の

有無，内部流体及び単位長さ当たり重量)に応じて設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 当該配管が121℃未満かつ口径50A以下であることを

確認した上で，直管部標準支持間隔を算出する解析モデ

ルを，当該配管固有の設計条件(制限振動数，適用床区

分，適用減衰定数，解析ブロック範囲，配管系内最小必

要支持点数，圧力，温度，支持構造物の固有振動数，設

計用床応答曲線，材質，口径，板厚，保温材の有無，内

部流体及び単位長さ当たりの質量)に応じて設定する。 

 

 

 

3.3.8 標準支持間隔 

本章を踏まえて定めた緊急時対策所用代替電源設備の配

管における基準地震動Ｓｓに対する直管部標準支持間隔，固

有振動数及び発生応力を表3－7「直管部標準支持間隔」に示

す。 

各要素(曲がり部，集中質量部及び分岐部)の支持間隔は，

表番リスト以降に示す直管部標準支持間隔に，図3-1「曲が

り部支持間隔グラフ」，図3-2「集中質量部支持間隔グラフ」

及び図3-3「分岐部支持間隔グラフ」を適用することで算出

する。 

 

表3－7 直管部標準支持間隔(減衰定数0.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の配管

設 計 は 先 行 炉 

(PWR)と同様の対応

として，口径と温度

に対する適用範囲

を示しているため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 標準支持間隔法に

用いる解析結果を

本基本方針内に示

しているが，再処理

施設は本資料の別

紙にて纏めて示す

方針としているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(41／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 振動数を基準とした標準支持間隔法 

配管系を剛(20Hz 以上)にし，地震による過渡の振動がな

いようにするために，配管系の各支持区間について，あらか

じめ基準振動数をベースに定められた基準区間長以下とな

るように支持する。 

 

(1) 直管部分 

ａ. 配管軸直角方向の支持 

両端単純支持と仮定した場合の配管径と長さの関係を1

次固有振動数が基準振動数となるように定めておく。 

ｂ. 配管軸方向の支持 

直管部分が長く，配管軸方向の動きが拘束されていない

場合は軸方向の支持を行う。 

 

(2) 曲り部分 

曲り部分は曲り面と直角な方向(面外方向：曲り部分前後

の直管部分により構成される平面に垂直な方向)の振動数が

低下する。このため曲り部分の近くで面外振動を抑えるよう

支持を行い，支持区間の長さを直管部分の基準長さより縮小

した値とし，曲げ部分についても1次固有振動数が基準振動

数を下回ることがないようにする。 

 

(3) 集中質量部 

配管に弁等の集中質量がかかる場合，直管部と比較して剛

性が低くなり１次固有振動数が低下する。このため，原則と

して集中質量部自体又は近傍を支持するものとする。 

 

(4) 分岐部 

配管の分岐部は主管に分岐管の質量が加わるため，直管部

と比較して主管側の剛性が低くなり１次固有振動数が低下

する。このため，分岐管側の質量の影響を受けないよう支持

を行う。 

 

 再処理施設におい

ては，応力を基準と

した標準支持間隔

法を適用しており，

振動数を基準とし

た標準支持間隔法

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(42／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2. 支持構造物の設計 

2.1  概要 

支持構造物は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等に対して十分な強

度を持たせる必要がある。 

支持構造物の設計に当たっては，支持構造物の型式ごとの定格荷重

若しくは最大使用荷重と支持点荷重を比較する荷重評価又は支持点

荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材料により定まる許

容応力を比較する応力評価を行う。 

 

本章では，支持装置，支持架構及び付属部品から構成される支持構

造物並びに埋込金物の設計の基本原則，選定方針，強度及び耐震評価

の方法等を示す。 

 

2.2  設計の基本方針 

 

本章に示す設計方針は，多質点系はりモデルによる解析又は標準支

持間隔法により得られる支持点荷重を用いて設計する支持構造物に

適用する。 

そのうち多質点系はりモデルによる解析で設計する支持構造物は

解析モデルにて定めた拘束方向に対して設置し，標準支持間隔法で設

計する支持構造物は水平及び鉛直方向の各方向に対し標準支持間隔

以内で拘束するよう設置することから，その拘束方向によらず本章に

示す設計方針を適用する。 

 

 

 

 

2.2.1  設計方針 

支持構造物にはアンカサポート，レストレイント，スナバ及びハン

ガがあり，物量が多いことから標準化が図られている。標準化された

製品の中から使用条件に適合するものを選定する。これらの支持構造

物は，定格荷重又は最大使用荷重に対して十分な強度があり，かつ多

くの使用実績を有している。支持構造物の設計方法，機能及び用途に

ついて，第2.2.1-1表に示す。 

 

 

2.2.2  荷重条件 

支持構造物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の

組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

 

支持構造物の設計に用いる支持点荷重は，耐震設計上の重要度に基

づく設計用地震力を条件とした配管の多質点系はりモデルによる解

析又は標準支持間隔法により得られる支持点荷重を支持構造物の種

別に応じて適切に組み合わせて求める。 

 

 

 

 

 

4. 支持構造物の設計 

4.1 概要 

支持構造物は，配管系の地震荷重，自重，熱荷重等に対して十

分な強度を持たせる必要がある。 

支持構造物の設計に当たっては，支持構造物の型式ごとの定格

荷重，最大使用荷重と配管系の支持点荷重を比較する荷重評

価，又は配管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応

力と使用材料により定まる許容応力を比較する応力評価を行

う。 

本章では，支持装置，支持架構及び付属部品から構成される支

持構造物並びに埋込金物の設計の基本原則，選定方針，強度及

び耐震評価の方法等を示す。 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)支持装置の設計 

a.設計方針 

支持装置にはアンカ，レストレイント，スナッバ，ハンガがあ

り，物量が多いことから標準化が図られている。標準化された

製品の中から使用条件に適合するものを選定する。これらの支

持装置は，定格荷重又は最大使用荷重に対して十分な強度があ

り，かつ多くの使用実績を有している。支持装置の機能と用途

について，表4-1「支持装置の機能と用途(例)」に示す。 

 

4.2.2 (1)（Ⅴ-2-1-11）  

b.荷重条件 

支持装置の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分

の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，

添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。 

 

4.2.2 支持構造物の設計荷重（Ⅴ-2-1-12-1） 

支持構造物の設計に用いる支持点荷重は，耐震設計上の重要度

分類に基づく設計用地震力を条件とした配管系の3次元はりモ

デルによる解析，又は標準支持間隔法により得られる支持点荷

重を支持構造物の種別に応じて適切に組み合わせて求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持構造物に

対する適用範囲を

明記したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持構造物に

対する適用範囲を

明記したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(43／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
組み合わせる荷重としては，多質点系はりモデルによる設計では，

実際の拘束条件を模擬しているため，解析で得られた各支持点の荷重

を用いる。 

一方，標準支持間隔法による設計では，軸直2方向を拘束するモデル

を用いるため，2方向に生じる荷重のうち支持構造物の拘束方向と同

方向の荷重を組み合わせる。さらにアンカサポート及びUバンドは3方

向を拘束することから，軸方向荷重を集中質量として考慮する。3方向

拘束以外ではガイドサポート及びUボルトは2方向，その他は1方向の

荷重を組み合わせる。ただし，スプリングハンガは地震荷重に対する

拘束効果を持たないため支持点として扱わない。 

以下の配管を例に標準支持間隔法における荷重の組合せの具体的

な手順を(1)～(4)に示す。 

 

 
 

(1) 2スパン3点支持モデル中央支持点における軸直2方向(Y方向

及びZ方向)荷重を算出する。 

 

 
 

(2) 支持点Aが1方向(Z方向)拘束の場合，その拘束方向の荷重(図

の例ではZ方向荷重)を用いる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持点荷重の

考え方について明

記したものである

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(44／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
なお，拘束していないY方向については支持点と考慮せず，Y

方向を拘束している支持点C及びDに対し，同方向の荷重を用

いる。 

 
 

(3) 支持点Aが2方向(Y方向及びZ方向)拘束の場合，各方向の荷重

(図の例ではY方向及びZ方向荷重)を用いる。 

 
 

 

(4) 支持点Aが3方向(X方向，Y方向及びZ方向)拘束の場合，軸方向

(X方向)荷重は以下の方法により算出する。 

まずa-b間については集中質量部として荷重を算出する。 

 

 
 

次にB-a間及びb-E間については，軸直方向荷重となり，2スパ

ン3点支持モデルの軸直方向荷重より算出する(図の例ではX

方向荷重)。 

 
 

支持点Aの軸直方向(Y方向及びZ方向)荷重については(3)によ

り算出し，軸直及び軸方向荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持点荷重の

考え方について明

記したものである

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(45／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

支持構造物の設計に当たり荷重評価を行う場合は，配管の支持点荷

重と定格荷重又は最大使用荷重との比較を行う。 

 

 

 

支持構造物の設計に当たり荷重評価を行う場合は，配管系の支

持点荷重と定格荷重又は最大使用荷重との比較を行う。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(46／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 

第2.2.1-1表 支持構造物の機能と用途(例) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物のう

ちハンガについて

は，一般的に用いら

れるスプリングハ

ンガのみを適用し

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(47／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.2.3  種類及び選定 

支持構造物の機能別選定要領を，第2.2.3-1図「支持構造物の選定フ

ロー」に示す。 

 

(1) アンカサポート(ガイドサポート) 

アンカサポートは，配管に直接溶接されるラグ又は配管固定用ク

ランプと架構部分から構成される。支持点荷重，配管口径及び配管

材質を基に選定する。 

なお，アンカサポートと同様な構造及び機能であるが，一定の方

向だけ熱膨張変位を許容する場合はガイドサポートを選定する。 

 

 

(2) レストレイント(架構式レストレイント，ロッドレストレイント，

Uボルト及びUバンド) 

架構式レストレイント(支持架構)は，形鋼を組み合わせて架構と

して床，壁面等の近傍の配管を支持するもので，支持点荷重，配管

口径及び配管材質を基に選定する。 

 

 

ロッドレストレイントは，配管軸直方向又は配管にラグを設置し

て配管軸方向の拘束に使用するもので，支持点荷重に基づき，定格

荷重を超えない範囲で支持点荷重に近い定格荷重のロッドレスト

レイントを選定する。 

 

Uボルトは，配管軸直方向を拘束する機能を有し，支持点荷重を基

にその仕様(材質，形状及び寸法)を配管口径ごとに決めていること

から，配管口径に応じたUボルトを選定する。 

 

Uバンドは，U形状の鋼板により配管軸直方向に加えて配管軸方向

も拘束するもので，Uボルトと同様に配管口径に応じたUバンドを選

定する。 

 

(3) スナバ(オイルスナバ及びメカニカルスナバ) 

支持点荷重及び熱膨張変位から，必要なストロークを有し，かつ

定格荷重を超えない範囲で支持点荷重に近い定格荷重のスナバを

選定する。通常はオイルスナバを選定するが，保守が困難な場所に

設置する場合は，メカニカルスナバを選定する。 

 

(4) スプリングハンガ 

スプリングハンガは，支持点荷重及び熱膨張変位から，必要なス

トロークを有し，かつ定格荷重を超えない範囲で支持点荷重に近い

定格荷重のスプリングハンガを選定する。 

 

4.2.2 (1) （Ⅴ-2-1-11） 

c.種類及び選定 

支持装置の機能別選定要領を，図4-2「支持構造物の選定フロ

ー」に示す。 

 

(a)アンカ 

アンカサポートは，配管に直接溶接されるラグ又は配管固定用

クランプと架構部分から構成され，周囲の構造物との関係や支

持点荷重を基に選定する。 

なお，アンカサポートと同様な構造及び機能であるが，一定の

方向だけ熱変位を許容する場合は，ガイドサポートを選定す

る。 

 

(b)レストレイント 

 

レストレイントは，配管軸直角方向又は配管にラグを設置して

配管軸方向の拘束に使用する。架構式レストレイント又はUボ

ルトにおいて，支持点荷重がUボルトの最大使用荷重を超える

場合は架構式レストレイントを，支持点荷重がUボルトの最大

使用荷重以下の場合はUボルトを選定する。 

ロッドレストレイントの場合は，定格荷重が支持点荷重を下回

らない範囲で，支持点荷重に近い定格荷重のロッドレストレイ

ントを選定する。 

 

 

なお，周囲の構造物との関係にもよるが，支持点と床，壁等が

接近している場合は架構式レストレイント又はUボルトを使用

し，支持点から床，壁等までの距離が離れている場合はロッド

レストレイントを使用する。 

 

 

 

 

(C)スナッバ 

定格荷重が支持点荷重を下回らない範囲で，支持点荷重に近い

定格荷重のスナッバを選定する。 

 

 

 

(d)ハンガ 

支持点荷重及び熱膨張による変位から，必要なストロークを有

し，かつ定格荷重が支持点荷重を下回らない範囲で，支持点荷

重に近い定格荷重のハンガを選定する。 

通常はスプリングハンガを使用するが，配管の熱膨張によって

生じる支持点の変位が大きい場合はコンスタントハンガを，極

めて小さい場合はリジットハンガを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物の選

定方法は，発電炉の

考え方と同様，U ボ

ルト(レストレイン

ト)で設計すること

を基本としており，

熱膨張，自重を考慮

する必要がある場

合はスナバやハン

ガの設置を検討す

る方針としている

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物の設

計方針として，より

具体的な選定方法

を記載しているも

のであるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

848



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(48／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 
 

第2.2.3-1図(1/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物の選

定方法は，発電炉の

考え方と同様，U ボ

ルト(レストレイン

ト)で設計すること

を基本としており，

熱膨張，自重を考慮

する必要がある場

合はスナバやハン

ガの設置を検討す

る方針としている

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(49／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

第 2.2.3-1図(2/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物の選

定方法は，発電炉の

考え方と同様，U ボ

ルト(レストレイン

ト)で設計すること

を基本としており，

熱膨張，自重を考慮

する必要がある場

合はスナバやハン

ガの設置を検討す

る方針としている

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(50／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

第2.2.3-1図(3/3) 支持構造物の選定フロー 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物の選

定方法は，発電炉の

考え方と同様，U ボ

ルト(レストレイン

ト)で設計すること

を基本としており，

熱膨張，自重を考慮

する必要がある場

合はスナバやハン

ガの設置を検討す

る方針としている

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(51／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.2.4  支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は支持装置，支持架構・付属部品及び埋込金物に分類さ

れ，それぞれの設計方針を2.3項，2.4項及び2.5項に示す。なお，支持

装置はロッドレストレイント，オイルスナバ，メカニカルスナバ及び

スプリングハンガを，支持架構は架構式レストレイントを，付属部品

はラグ，Uボルト等を示し，以下の点を考慮して設計する。 

 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等によ

る支持点荷重が，使用される支持装置の定格荷重又は付属部品の最

大使用荷重以下となるよう選定する。 

 

 

(2) 支持架構は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重

から求まる支持架構に生じる応力が，許容応力以下となるよう構造

を決定する。 

 

(3) アンカサポート及びレストレイントとなる支持構造物は，建物・

構築物と共振しないように十分な剛性を持たせるものとする。 

 

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。 

 

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ荷重を伝える

構造とする。 

 

(6) 支持構造物の設計に当たっては，JSME S NC1に従い熱荷重，自重

等に対して十分な強度を持たせるとともに，JEAG4601に従い，地震

荷重に対して十分な強度を持たせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  支持装置の設計 

2.3.1  概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配管の地震荷重，

自重，熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設定される定格荷重の

比較による荷重評価によって選定する。 

 

2.3.2  支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント 

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。 

 

(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

4.2 基本原則（Ⅴ-2-1-12-1） 

4.2.1 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は，以下の点を考慮して設計する。 

 

 

 

 

 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管系の地震荷重，自重，熱荷

重等による支持点荷重が，使用される支持装置の定格荷重又は

付属部品の最大使用荷重以下となるよう選定する。 

 

 

(2) 支持架構は，配管系の地震荷重，自重，熱荷重等による支

持点荷重から求まる支持架構に生じる応力が，許容応力以下と

なるよう構造を決定する。 

 

(3) アンカ及びレストレイントとなる支持構造物は，建屋と共

振しないように十分な剛性を持たせるものとする。 

 

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。 

 

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ荷重を

伝える構造とする。 

 

(6) 支持構造物の設計に当たっては，発電用原子力設備規格

（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む）） ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１-2005/2007）（日本機械学会 2007年9 月）（以下

「設計・建設規格」という。）に従い熱荷重，自重等に対して十

分な強度を持たせるとともに，原子力発電所耐震設計技術指針

（重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・補－1984，ＪＥ

ＡＧ４６０１－1987 及びＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（日

本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和59 年9 月，昭和62 

年8 月及び平成3 年6 月）（以下「指針」という。）に従い，地

震荷重に対して十分な強度を持たせるものとする。 

 

4.3 支持装置の設計 

4.3.1 概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配管系の地

震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設定さ

れる定格荷重の比較による荷重評価によって選定できる。 

 

4.3.2 支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント 

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。 

 

(2) オイルスナッバ，メカニカルスナッバ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 

 多質点系はりモデ

ル及び標準支持間

隔法で設計する配

管の支持構造物に

対する種類を明記

したものであるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(52／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(3) スプリングハンガ 

 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を第2.3.2-1表～第2.3.2-5表に示

す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置を示したもの

であり，記載のない型式であっても，同様に設定されている定格荷重に

より選定を行う。 

 

第2.3.2-1表 ロッドレストレイントの定格荷重及び主要寸法 

型 式 

定格 

荷重 

(kN) 

主要寸法(mm) 

Ａ 
Ｄ ｄ 

最 小 最 大 

06 6 450 1,750 34.0 20 

1 10 450 2,000 42.7 20 

3 30 520 2,400 60.5 30 

6 60 550 2,700 76.3 36 

10 100 650 2,950 89.1 42 

16 160 720 3,400 114.3 56 

25 250 770 3,800 139.8 64 

                            

 
 

(3) スプリングハンガ，コンスタントハンガ及びリジットハン

ガ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を表4－1～表4－7に示す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置を示し

たものであり，記載のない型式であっても，同様に設定されて

いる定格荷重により選定を行う。 

 

 

 
 

 

 再処理施設におけ

る支持構造物のう

ちハンガについて

は，一般的に用いら

れるスプリングハ

ンガのみを適用し

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものであり，既

認可時と同一の値

である。 

 

 

 

Ａ 

φ
Ｄ

 

ｄ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(53／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-2表 オイルスナバの定格荷重及び主要寸法 

 

 
 

 
 

 
 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものであり，既

認可時と同一の値

である。 

 

 

 

 

854



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(54／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-3表 メカニカルスナバの定格荷重及び主要寸法 

 

 

 
 

 

 
 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものであり，既

認可時と同一の値

である。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(55／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-4表 スプリングハンガの定格荷重 

 

型 式 

トラベルシリーズ 

1 2 4 L2 L4 

荷重範囲(kN) 

16 18.51～30.52 13.51～30.52 

19 44.72～72.96 32.95～72.96 

 最大トラベル(mm) 

16,19 30 60 120 85 170 

                                                       

 

 

 
 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 なお，定格荷重につ

いては，支持装置の

型式ごとに算定さ

れるものであり，既

認可時と同一の値

である。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(56／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 2.3.2-5表 スプリングハンガの主要寸法 

 

型 式 

主要寸法(mm) 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ トラベルシリーズ 

1 2 L2 4 L4 

16 30 240 345 370 590 640 258 

19 48 315 450 475 770 820 328 

                             

 

 
 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(57／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(58／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(59／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(60／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(61／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(62／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.3.3  支持装置の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSME S NC1 付

録材料図表Part1に従うものとする。 

 

2.3.4  支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持装置及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

 

2.3.4.1  定格荷重 

支持装置の定格荷重は，JSME S NC1及びJEAG4601を満足するよう設

定されたものであり，支持点荷重を上回る定格荷重が設定されている

支持装置を選定することで，十分な強度及び耐震性が確保される。 

 

 

2.3.4.2  支持装置の強度計算式 

2.3.4.2.1  記号の定義 

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 支持装置の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設計・

建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。 

 

4.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

 

(1) 定格荷重 

支持装置の定格荷重は，設計・建設規格及び指針を満足するよ

う設定されたものであり，支持点荷重を上回る定格荷重が設定

されている支持装置を選定することで，十分な強度及び耐震性

が確保される。 

 

(2) 支持装置の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

863



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(63／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(1) ロッドレストレイント 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置の記号につい

て記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(64／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置の記号につい

て記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(65／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置の記号につい

て記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(66／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(3) スプリングハンガ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置の記号につい

て記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(67／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(68／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(69／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.3.4.2.2  強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対するもの

であり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算する。 

 

 

(1) ロッドレストレイント 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力(又は圧

縮応力)，せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出し，許容

応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①ブラケット，②ピン，③スヘリカルアイボルト，④アジャス

トナット溶接部，⑤パイプ及び⑥クランプ 

 

 
 

 

b. 各部材の計算式 

(a) ブラケット(①)及びクランプ(⑥) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

b. 強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算

できる。 

 

(a) ロッドレストレイント 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又は

圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①ブラケット，②パイプ，③アジャストナット溶接部，④クラ

ンプ，⑤ピン，⑥スヘリカルアイボルト 

 

 
 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） ブラケット（①）及びクランプ（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(70／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
 

 

 

 

 

(b) ピン(②) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 
 

(c) スヘリカルアイボルト(③) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ニ） ピン（⑤） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

（ホ） スヘリカルアイボルト（⑥） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(71／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) アジャストナット溶接部(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
ⅱ ボルト部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ハ） アジャストナット溶接部（③） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロッドレストレイ

ントのスヘリカル

アイボルトにおけ

る耐震評価部位と

してはボルト部，穴

部がある。再処理施

設の記載としては

ボルト部は穴部に

比べ引張荷重に対

する有効断面積が

大きくなり応力比

が小さくなること

から，穴部を代表と

して記載している

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(72／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(e) パイプ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 
 

（ロ） パイプ（②） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 
 

 

許容圧縮応力 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(73／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(2) オイルスナバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引張

応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を次の計算式により算出し，許容

応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリンダカバー，

④タイロッド，⑤六角ボルト，⑥ターンバックル，⑦スヘリカル

アイボルト，⑧アダプタ，⑨コネクティングパイプ，⑩ピン，⑪

クランプ及び⑫ブラケット 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

b. 各部材の計算式 

(a) シリンダチューブ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

内圧により生じる引張応力が，許容引張応力以下であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) オイルスナッバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリンダカバー，

④タイロッド，⑤イーヤ，⑥六角ボルト，⑦ロッドエンド，⑧

アダプタ，⑨コネクティングパイプ，⑩クランプ，⑪ブラケッ

ト，⑫ピン 

 

 
 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） シリンダチューブ（①） 

ⅰ 引張応力評価 

内圧により生ずる引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置に対する内容

を記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(74／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(b) ピストンロッド(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(c) シリンダカバー(③) 

Ⅰ せん断応力評価 

内圧により生じるせん断応力が，許容せん断応力以下であ

ることを確認する。 

 

 

 
 

(d) タイロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ロ） ピストンロッド（②） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

（ハ） シリンダカバー（③） 

ⅰ せん断応力評価 

内圧により生ずるせん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

 
 

（ニ） タイロッド（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(75／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
（ホ） イーヤ（⑤） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(76／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (e) 六角ボルト(⑤) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（へ） 六角ボルト（⑥） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

（ト） ロッドエンド（⑦） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(77／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(f) ターンバックル(⑥) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

(g) スヘリカルアイボルト(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(78／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(h) アダプタ(⑧)  

 

Ⅰ 引張応力評価 

アダプタ及び溶接部の引張応力が，許容引張応力以下であ

ることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(i) コネクティングパイプ(⑨) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 

 

（チ） アダプタ（⑧） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（リ） コネクティングパイプ（⑨） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

るアダプタの溶接

部は，せん断応力が

作用しない溶接部

形状であることか

ら，せん断応力評価

を必要としないた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(79／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j) ピン(⑩) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ル） ピン（⑫） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(80／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(k) クランプ(⑪)及びブラケット(⑫) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

（ヌ） クランプ（⑩）及びブラケット（⑪） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(81／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (3) メカニカルスナバ 

応力評価は，次の強度部材である最弱部に発生する引張応力(又

は圧縮応力)，せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出し，

許容応力以下であることを確認する。 

 

 

a. 強度部材 

①イーヤ，②ロードコラム，③ケース，ベアリング押さえ及び

六角ボルト，④ジャンクションコラムアダプタ，⑤コネクティン

グチューブ，⑥クランプ，⑦コネクティングチューブイーヤ部，

⑧ピン，⑨ユニバーサルボックス，⑩ユニバーサルブラケット及

び⑪ダイレクトアタッチブラケット 

 

 
 

b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) メカニカルスナッバ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又は

圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

 

イ. 強度部材 

①ブラケット，②ジャンクションコラムアダプタ，③ロードコ

ラム，④クランプ，⑤ピン，⑥コネクティングチューブ，⑦ケ

ース，ベアリング押え及び六角ボルト，⑧イーヤ，⑨ユニバー

サルボックス，⑩コネクティングチューブイーヤ部，⑪ユニバ

ーサルブラケット 

 

 

 
 

 

 

 

 

ロ. 各部材の計算式 

（ト） イーヤ（⑧） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置の内容につい

て記載したもので

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(82／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

(b) ロードコラム(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(c) ケース，ベアリング押さえ及び六角ボルト(③) 

Ⅰ ケース 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（ハ） ロードコラム（③） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ヘ） ケース，ベアリング押え及び六角ボルト（⑦） 

ⅰ ケース 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(83／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

Ⅱ ベアリング押え 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

(Ⅱ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

Ⅲ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

ⅱ ベアリング押え 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

（ⅱ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅲ 六角ボルト 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(84／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

(d) ジャンクションコラムアダプタ(④) 

Ⅰ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（ロ） ジャンクションコラムアダプタ（②） 

ⅰ 六角ボルト 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価（本体型式06及び1） 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

（ⅱ） 引張応力評価（本体型式3～25） 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

るジャンクション

コラムアダプタの

溶接部は，発電炉の

型式 06 及び 1 と同

様の溶接部形状を

型式に拠らず採用

していることから，

引張応力評価を必

要としないため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(85／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(e) コネクティングチューブ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

許容圧縮応力 

 

 

 

 

 

（ホ） コネクティングチューブ（⑥） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(86／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (f) クランプ(⑥)，コネクティングチューブイーヤ部(⑦)，ユニ

バーサルブラケット(⑩)及びダイレクトアタッチブラケッ

ト(⑪) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(g) ピン(⑧) 

Ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

（イ） ブラケット（①），クランプ（④），コネクティングチ

ューブイーヤ部（⑩）及びユニバーサルブラケット（⑪） 

 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

（ニ） ピン（⑤） 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置に対する内容

を記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(87／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(h) ユニバーサルボックス(⑨) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

（チ） ユニバーサルボックス（⑨） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(88／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (4) スプリングハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引張

応力，曲げ応力，支圧応力及び組合せ応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①イーヤ，②上部カバー，③バネ座(ピストンプレート)，④ハ

ンガロッド，⑤スプリングケース，⑥下部カバー，⑦ターンバッ

クル，⑧クレビスブラケット，⑨ピン，⑩アイボルト及び⑪クラ

ンプ 

 

 
 

 

 

b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(d) スプリングハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

 

イ. 強度部材 

①イーヤ，②上ブタ，③ばね座（吊り型），④ハンガロッド，⑤

ケース，⑥下ブタ，⑦ターンバックル，⑧クレビス，⑨ピン，

⑩ロッド，⑪ロードコラム，⑫ばね座（置き型） 

 

 
 

 

 

ロ. 各部材の計算式 

（イ） イーヤ（①） 

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

装置に対する内容

を記載したもので

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(89／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ イーヤ溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

(b) 上部カバー(②) 

Ⅰ 本体 

 

 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

（ロ） 上ブタ（②） 

ⅰ 本体 

上部カバーに発生する曲げ応力を算出し，算出結果が許容曲げ

応力値以下であることを確認する。 

（ⅰ） 曲げ応力評価 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(90／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

(c) バネ座(ピストンプレート)(③) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

（ハ） ばね座（③） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 

ⅲ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

るバネ座は，発電炉

との形状の違いか

ら，せん断応力評

価，引張応力評価は

曲げ応力評価に比

べ応力比が小さく

なるため，曲げ応力

評価を代表として

記載しており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(91／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(d) ハンガロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

(e) スプリングケース(⑤) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ） ハンガロッド（④） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

（ホ） ケース（⑤） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(92／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(f) 下部カバー(⑥) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

 

（ヘ） 下ブタ（⑥） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

893



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(93／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (g) ターンバックル(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(h) クレビスブラケット(⑧)及びクランプ(⑪) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

（ト） ターンバックル（⑦） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（チ） クレビス（⑧） 

ⅰ 本体 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(94／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 Ⅱ クレビスブラケット溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

(i) ピン(⑨) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

Ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認す

る。 

 

 

 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

（リ） ピン（⑨） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(95／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  （ヌ） ロッド（⑩） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

（ル） ロードコラム（⑪） 

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

 

 

許容圧縮応力 

 
 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(96／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
（ヲ） ばね座（⑫） 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(97／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

(j) アイボルト(⑩) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認す

る。 

 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ ボルト部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 
 

  

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の型式の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(98／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (e) コンスタントハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材 

①ばね座，②テンションロッド，③テンションロッドピン， 

④リンクプレート，⑤アジャストピン，⑥ロードブロックピン， 

⑦回転アーム，⑧アッパープレート，⑨イーヤ，⑩ピン， 

⑪ハンガロッド，⑫ターンバックル，⑬メインピン，⑭フレー

ム 

 

 
 

ロ. 各部材の評価式 

(イ) ばね座(①) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ロ) テンションロッド(②) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(99／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅲ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(ハ) テンションロッドピン(③) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(100／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 
(ニ) リンクプレート(④) 

ⅰ テンションロッド側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ アジャストピン側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(101／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(ホ) アジャストピン(⑤) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(102／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 
 

(ヘ) ロードブロックピン(⑥) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ト) 回転アーム(⑦) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(103／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 
 

(チ) アッパープレート(⑧) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(リ) イーヤ(⑨) 

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(104／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 
 

 

(ヌ) ピン(⑩) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(ル) ハンガロッド(⑪) 

 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(105／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
 

 

(ヲ) ターンバックル(⑫) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ワ) メインピン(⑬) 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(106／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 
 

(カ) フレーム(⑭) 

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

 

 

 再処理施設におい

て，コンスタントハ

ンガは適用してい

ないため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(107／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (f) リジットハンガ 

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，引

張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により算出

し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材 

①クレビスブラケット，②ターンバックル，③アイボルト，④

クランプ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(108／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
ロ. 各部材の評価式 

(イ) クレビスブラケット(①)及びクランプ(④) 

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(109／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 
 

ⅲ ピン 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(110／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  (ロ) ターンバックル(②) 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

(ハ) アイボルト(③) 

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

 

 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

 

 

ⅱ ボルト部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

 
 

 再処理施設におい

て，リジットハンガ

は適用していない

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(111／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4  支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1  概要 

配管の支持架構及び付属部品(ラグ，Uボルト等)は，配管の支持点荷

重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材料により定まる許容

応力の比較による応力評価又は最大使用荷重と支持点荷重の比較に

よる荷重評価により設計する。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配置，保守点検上

の配慮等を考慮して設計する必要があるため，その形状は多種多様で

ある。支持架構の代表構造例を第2.4.1-1図に示す。 

 

 

 
第 2.4.1-1図 支持架構の代表構造例 

 

 

 

 

2.4.2  設計方針 

配管の支持架構は，非常に物量が多いことから，第2.4.1-1図に示す

基本形状ごとに，以下の要領で鋼材選定の標準化を図って設計に適用

する。 

(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材

料により定まる許容応力の比較による応力評価又は最大使用荷重

と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。 

 

(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，発生応力が許

容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角

形鋼等)を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 支持架構及び付属部品の設計 

4.4.1 概要 

配管系の支持架構及び付属部品（ラグ，Ｕボルト等）は，配管

系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材

料により定まる許容応力の比較による応力評価，又は，最大使

用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配置，保守点

検上の配慮などを考慮して設計する必要があるため，その形状

は多種多様である。支持架構の代表構造例を図4－1に示す。 

 

 

 
図4-1 支持架構の代表構造例 

 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-11） 

(2)支持架構の設計 

a.設計方針 

配管及び弁の支持架構は，非常に物量が多いことから，図4-3

「支持架構の基本形状例」に示す基本形状ごとに，以下の要領

で鋼材選定の標準化を図って設計に適用する。 

(a)配管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と

使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価，又は，

最大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計

する。 

(b)支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，発生応

力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，

H形鋼，角形鋼，鋼管等)を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

構造物の代表構造

例を記載しており，

発電炉と形状が違

う理由は設計メー

カが異なることに

よるものであるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て，主に使用する鋼

材を示したもので

あり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(112／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
2.4.3  荷重条件 

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組

合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

2.4.4  種類及び選定 

支持架構の選定要領を，第2.4.4-1図に示す。 

 

(1) 支持条件の設定 

配管の支持点と床，壁面等からの距離及び周囲の設備配置状況か

ら，第2.4.1-1図に示す支持架構の基本形状の中から適用タイプを

選定する。 

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管部標準

支持間隔における地震時の荷重を用いる。また，支持点荷重を低減

する必要のある場合は，実支持間隔による荷重を適用する。 

 

(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定 

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。 

(3) 鋼材と諸設備間との配置調整 

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉がないか確認

する。干渉がある場合は，支持架構の形状寸法又は基本形状の見直

しを行って，再度鋼材選定を行う。 

配管の支持架構の例を，第2.4.4-2図に示す。 

 

b.荷重条件 

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c.種類及び選定 

支持架構の選定要領を，図4-4「支持架構の設計フロー」に示

す。 

(a)支持条件の設定 

配管の支持点と床，壁面等からの距離並びに周囲の設備配置状

況から，図4-3「支持架構の基本形状例」に示す支持架構の基本

形状の中から適用タイプを選定する。 

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管部標

準支持間隔における地震時の荷重を用いる。また，支持点荷重

を低減する必要のある場合は，実支持間隔による荷重を適用す

る。 

(b)支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定 

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。 

(c)鋼材と諸設備間との配置調整 

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉がないか確

認する。干渉がある場合は，支持架構の形状寸法又は基本形状

の見直しを行って，再度鋼材選定を行う。 

配管の支持架構の例を，図4-5「支持架構の例」に示す。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(113／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
第 2.4.4-1図 支持架構の設計フロー 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(114／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 
第 2.4.4-2図 支持架構の例 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(115／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4.5  支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を

行い，発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝

形鋼，H形鋼，角形鋼等)を決定する。 

付属部品については，支持点荷重が最大使用荷重を超えないように

使用する付属部品を選定する。 

 

 

 

 

 

設計荷重としての最大使用荷重を設定するに当たっては，様々な荷

重条件の組合せに適用できるように，設計上の配慮として各荷重成分

を同値として定めている。 

 

 

 

 

 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を第2.4.5-1表～第2.4.

5-7表に示す。 

なお，付属部品については，最大使用荷重を超える場合であっても

個別の評価により健全性の確認を行うことが可能である。 

 

第 2.4.5-1表 支持架構の標準鋼材仕様 

 
 

4.4.2 支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及び耐震評

価を行い，発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材

（山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角形鋼，鋼管等）を決定する。 

付属部品については，支持点荷重が最大使用荷重を超えないよ

うに使用する付属部品を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を表4－8～表4－12

に示す。 

なお，付属部品については，最大使用荷重を超える場合であっ

ても個別の評価により健全性の確認を行うことが可能である。 

 

表4－8 支持架構の標準鋼材仕様 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て，主に使用する鋼

材を示したもので

あり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 最大使用荷重の各

荷重成分に対する

設定の考え方を明

記したため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(116／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-2表 標準ラグの選定表 

 

型式 

最大使用荷重＊ 

Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ 

(N) 

Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚ 

(N･m) 

S-3 

S-4 

S-6 

S-8 

S-10 

S-12 

S-14 

S-16 

S-18 

S-20 

S-22 

S-24 

S-26 

S-28 

注記 ＊：ラグは配管との取合い部を溶接で固定し 6方向荷重を

拘束する支持構造物であり，Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ及びＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの

荷重が生じることから，最大使用荷重を設定するに当たっては，

様々な荷重条件の組合せに適用できるように， Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ及

びＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚを同一の値とする｡ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラグの拘束方向に

ついて，記載の明確

化を行ったため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 荷重方向について

は第2.4.5-3表の図

(118/258)に示す。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(117／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-3表 標準ラグの主要寸法 

 

 

 
 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(118／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(119／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 2.4.5-4表 標準 U ボルトの選定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊：Ｐ：引張方向荷重 

Ｑ：せん断方向荷重 

 

 

第 2.4.5-5表 標準 U ボルトの主要寸法 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て示している支持

構造物の型式の差

異であるため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(120／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
第2.4.5-6表 標準Uバンドの選定表 

 
注記 ＊：Ｐ：引張方向荷重 

Ｑ：せん断方向荷重 

Ｆ：配管軸方向荷重 

 

第2.4.5-7表 標準Uバンドの主要寸法 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設で使用

する Uバンドについ

て明記したもので

あり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(121／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 再処理施設で使用

する Uバンドについ

て明記したもので

あり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(122／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.4.6  支持架構及び付属部品の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSME S NC1 付

録材料図表Part1に従うものとする。ただし，ラグの材料は当該配管に

適用する材料とする。 

 

2.4.7  支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力 

許容応力は，JSME S NC1及びJEAG4601に基づくものとする。 

荷重の組合せに対する許容応力を第2.4.7-1表に示す。 

 

 

第2.4.7-1表 荷重の組合せに対する許容応力＊7，＊8 

 
 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては，最大応力に対して1.5･ 

ｆｓとする。 

 

＊2：JSME S NC1 SSB-3121.1(4)a.により求めたｆｂとする。 

＊3：応力の最大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により常時作用する荷重に，地震による荷重

を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評

価する。 

＊5：組合せ応力の許容応力は，JSME S NC1に基づく値とす

る。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価する。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値Fは，JSME S N

C1 付録材料図表 Part5 表8に定める値又は表9に定め

る値の0.7倍のいずれか小さい方の値とする｡ただし，

使用温度が40度を超えるオーステナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金にあっては，JSME S NC1 付録材

料図表 Part5 表8に定める値の1.35倍の値，表9に定め

る0.7倍の値又は室温における表8に定める値のいずれ

か小さい値とする｡ 

 

 

 

4.4.3 支持架構及び付属部品の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設計・

建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。ただし，ラ

グの材料は当該配管に適用する材料とする。 

 

4.4.4 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

(1) 許容応力 

許容応力は，設計・建設規格及び指針に基づくものとする。 

供用状態及び許容応力状態に対する許容応力を表4－13に示

す。 

 

表4－13 供用状態及び許容応力状態の許容応力＊7 ＊8 

 
 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては，最大応力に対して1.5・ｆ

ｓとする。 

 

＊2：設計・建設規格 SSB-3121.1(4)a.により求めたｆｂとす

る。 

＊3：応力の最大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により常時作用する荷重に，地震による荷重を

重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。 

＊5：組合せ応力の許容応力は，設計・建設規格に基づく値とす

る。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価する。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値Ｆは，設計・建設

規格 付録材料図表 Part5 表8 に定める値又は表9 に定める

値の0.7 倍のいずれか小さい方の値とする。ただし，使用温度

が40 度を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金にあっては，設計・建設規格 付録材料図表 Part5表8 に

定める値の1.35 倍の値，表9 に定める0.7 倍の値又は室温に

おける表8に定める値のいずれか小さい値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る再処理施設の運転

状態としては，運転

時の状態，運転時の

異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故

時の状態であるた

め，運転状態に対す

る荷重の組合せを記

載しており，記載の

差異により新たな論

点が生じるものでは

ない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(123／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
＊8：ｆｔ

*，ｆｓ
*，ｆｃ

*，ｆｂ
*，ｆｐ

*は，ｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆ

ｂ，ｆｐの値を算出する際にJSME S NC1 SSB-3121.1(1)

本文中｢付録材料図表 Part5 表8に定める値｣とあるの

を｢付録材料図表 Part5 表8に定める値の1.2倍の値｣

と読み替えて計算した値とする｡ 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(1)により規定される

値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 SSB-313

1(1)により規定される値 

 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(2)により規定される

値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 SSB-313

1(2)により規定される値 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(3)により規定される

値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(4)により規定される

値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対してJSM

E S NC1 SSB-3121.1(5)により規定される

値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊8：ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*は，ｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，

ｆｐの値を算出する際に設計・建設規格 SSB-3121.1(1)本文中

「付録材料図表 Part5 表8 に定める値」とあるのを「付録材

料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 倍の値」と読み替えて計

算した値とする。 

 

記号の説明 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(1)により規定さ

れる値 

 

 

ｆｓ ：許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(2)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(2)により規定さ

れる値 

 

 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

 

ｆｂ ：許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

 

ｆｐ ：許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 2.4.7-1表の荷重

の組合せ欄を記載

したことに伴い記

号の説明を追加し

たものであるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(124／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は，下記のと

おりとする。 

(a) 支持架構 

 
 

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は，下記のと

おりとする。 

(a) 支持架構 

 
 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている支持

架構に対する強度

計算に使用する記

号を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

925



    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(125／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (b) ラグ 

 
 

(b) ラグ 

 

 再処理施設におい

て用いているラグ

に対する強度計算

に使用する記号を

記載したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

926



    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(126／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(127／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (c) Uボルト 

 
 

(d) Uバンド 

 
 

b. 強度計算式 

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算す

る。また，許容応力は，荷重の組合せ(Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ)に

おける一次応力評価(組合せ)を例として記載したものであり，荷

重の組合せ及び応力種別に応じて適切な許容応力を用いる。 

 

 

(c) Ｕボルト 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度計算式 

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対する

ものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で計算

できる。また，許容応力は，許容応力状態ⅢＡＳにおける一次

応力評価（組合せ）を例として記載したものであり，許容応力

状態及び応力種別に応じて適切な許容応力を用いる。 

 

 再処理施設におい

て用いている Uボル

トに対する強度計

算に使用する記号

を記載したもので

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている Uバン

ドに対する強度計

算に使用する記号

を記載したもので

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る再処理施設の運転

状態としては，運転
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(128／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 支持架構 

支持架構の引張(圧縮)・せん断・曲げ応力を生じる構造部分

の応力は，次の計算式で計算する。 

Ⅰ 構造の代表例 

支持架構の代表例として片持ち形状の支持架構について応

力の計算式を示す。 

 
Ⅱ 各鋼材の計算式 

支持架構の耐震評価は，配管から受ける設計荷重を用いて

構造計算により最大発生応力を算出する。発生応力は，次の

計算式により求める。 

 

評価は，次に示す組合せ応力が許容応力以下であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 支持架構 

支持架構の引張（圧縮）・せん断・曲げ応力を生じる構造部分の

応力は，次の計算式で計算できる。 

 
 

 

時の状態，運転時の

異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故

時の状態であるた

め，運転状態に対す

る荷重の組合せを記

載しており，記載の

差異により新たな論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 計算式の説明につ

いて，記載の明確化

を行ったため，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(129／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (b) ラグ 

Ⅰ 評価部位 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

(Ⅲ) 角形鋼管 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

Ⅱ 各評価部位の計算式 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

円周部の長さについては，安全側に管の直径とする。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

 

(b) ラグ 

ラグ本体の圧縮・せん断・曲げ応力を算出し，算出結果が許容

応力以内であることを確認する。 

 

 
 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(130／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

ⅰ すみ肉溶接 

パッド溶接部の応力は，溶接のど厚にて評価する。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行

う。 

 

  再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(131／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

(Ⅲ) 角形鋼管 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行う。 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(132／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 評価は，次が成立することを確認する。 

(Ⅳ)  角形鋼管と底板の溶接部 

ⅰ すみ肉溶接 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管と底板の溶接部の応力は，溶接のど厚にて評

価する。 

 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

  再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(133／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して評価を行

う。 

 

評価は，次が成立することを確認する。 

 

  再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(134／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (c) Uボルト 

Uボルトには，引張方向荷重による引張応力及びせん断方向

荷重によるせん断応力が同時に発生するものとして評価を行

う。 

発生応力は，次の計算式により求める。 

 

 

評価は，次に示すとおり引張及びせん断応力が許容応力以下

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

(c) Ｕボルト 

ＵボルトにはＰＨとＰＶ(ＰＶ’)が作用する。ＰＶの場合はボルト

部に引張力が生じ，ＰＶ’の場合はサドルに圧縮力が生じる。 

 
 

 

ＰＨによりサドルに曲げモーメントとせん断力が生じ，また，

Ａ点におけるモーメントの釣合い式よりボルト部に引張力が

生じる。これらの各荷重により発生する応力についてまとめる

と次式のようになる。 

 

 

 
 

 
 

 

 再処理施設と発電

炉における支持構

造物の形状の違い

による差異である

ため，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(135／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 (d) Uバンド 

Ⅰ ボルト 

ボルトには，引張方向荷重による引張応力及びせん断方

向荷重によるせん断応力が同時に発生するものとして評価

を行う。 

発生応力は次の計算式により求める。 

 

評価は，次に示すとおり引張，せん断及び組合せ応力が

許容応力以下であることを確認する。 

 

 

Ⅱ パイプバンド 

パイプバンドには，引張方向荷重による曲げ応力が発生

する。 

発生応力は次の計算式により求める。 

評価は，次に示すとおり曲げ応力が許容応力以下である

ことを確認する。 

 

Uバンドの軸方向荷重に対する許容荷重は，ボルトの締付

けトルクから決まる摩擦力に等しい。したがって，Uバンド

の軸方向の許容荷重は，次の計算式で表され，軸方向荷重

が軸方向の許容荷重以下となるようにする。 

 

  再処理施設におい

て用いている Uバン

ドの評価式を記載

したものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(136／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.5  埋込金物の設計 

2.5.1  概要 

埋込金物は，支持装置又は支持架構を建屋側に取り付けるためのも

ので，コンクリート打設前に埋め込まれるものとコンクリート打設後

に設置されるものがある。 

埋込金物の概略図及び埋込金物の代表形状を第2.5.1-1図及び第2.

5.1-2図に示す。 

 

 
第 2.5.1-1図 埋込金物の概略図 

 

 
第 2.5.1-2図 埋込金物の代表形状 

4.5 埋込金物の設計 

4.5.1 概要 

埋込金物は，支持装置あるいは支持架構を建屋側に取り付ける

ためのもので，コンクリート打設前に埋め込まれるものとコン

クリート打設後に設置されるものがある。 

埋込金物の概略図，埋込金物の代表形状を図4－2及び図4－3に

示す。 

 

 
図4－2 埋込金物の概略図 

 

 
図4－3 埋込金物の代表形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている埋込

金物の代表形状を

記載したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(137／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.5.2  埋込金物の設計 

(1) 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構造

物と一体となって支持機能を満たすように設計する。埋込金物の選

定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の

組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込まれ

るものと，コンクリート打設後に後打アンカにより取り付けられる

ものとに分類され，施工時期に応じて適用する。 

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に建屋側

に取り付ける。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以下「ベースプ

レート」という。)にスタッドジベルを溶接した埋込板及び基礎ボル

トで，用途及び荷重により数種類の形式に分類される。コンクリー

ト打設後に支持装置及び支持架構の取付けが必要な場合は，メカニ

カルアンカ又はケミカルアンカを使用する。ただし，ケミカルアン

カは，要求される支持機能が維持できる温度条件下で使用する。ま

た，メカニカルアンカは振動が大きい箇所には使用しない。後打ア

ンカの設計は，JEAG4601・補-1984又は「各種合成構造設計指針・同

解説」((社)日本建築学会，2010改定)に基づき設計を行い，アンカ

メーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-２-１-11） 

(3)埋込金物の設計 

a. 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構

造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。埋込金

物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

b. 荷重条件 

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分

の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，

添付書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込ま

れるものと，コンクリート打設後に後打アンカにより取り付け

られるものとに分類され，施工時期に応じて適用する。 

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に建屋

側に取り付けることができる。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以下「ベー

スプレート」という。)にスタッドジベルを溶接した埋込板，基

礎ボルトで，用途及び荷重により数種類の形式に分類される。

コンクリート打設後に支持装置及び支持架構の取付けが必要

な場合は，メカニカルアンカ又はケミカルアンカを使用する。

ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持できる

温度条件下で使用する。また，メカニカルアンカは振動が大き

い箇所には使用しない。後打アンカの設計は，「各種合成構造

設計指針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)に基づき設計

を行い，アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

埋込金物の形状の代表例を，図4-6に示す。 

各種埋込金物の中から，地震時に生じる設計荷重に対して十分

な耐震性を有するものを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請書間の整合を

図るため，「Ⅳ－１

－１－８ 機能維

持の基本方針」に合

わせた記載として

おり，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 再処理施設におけ

る埋込金物の形状

は 2.5.1-1図で示し

ているため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(138／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

2.5.3  基礎の設計 

(1) 設計方針 

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し，

有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，配管の支持

方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組合

せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-２-１-11） 

(4)基礎の設計 

a. 設計方針 

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対し，

有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，配管の

支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組

合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，添付

書類「Ⅴ-２-１-９ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939



    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(139／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 2.5.4  埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定められた最大

使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお，最大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の作用状

態による個別の強度評価により健全性の確認を行うことが可能であ

る。 

標準的な埋込金物の最大使用荷重及び主要寸法を第2.5.4-1表及び

第2.5.4-2表に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメカニカルアンカを用いる場合には，使

用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから選定する。 

 

 

第2.5.4-1表 標準埋込金物の選定表 

 
第2.5.4-2表 標準埋込金物の主要寸法 

 
 

 

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力及び許容荷重 

許容応力及び許容荷重は，JEAG4601に基づくものとする。 

埋込金物における荷重の組合せに対する許容応力及び許容荷重

を第2.5.5-1表に示す。 

 

第2.5.5-1表 埋込金物における荷重の組合せに対する許容応力及び許

容荷重 

 
 

4.5.2 埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定められた

最大使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお，最大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の作

用状態による個別の強度評価により健全性の確認を行うこと

が可能である。 

標準的な埋込金物の最大使用荷重及び主要寸法を表4－14，表4

－15に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメタルアンカを用いる場合には，使

用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから選定

する。 

 

 

 
 

 

4.5.3 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

 

(1) 許容応力及び許容荷重 

許容応力及び許容荷重は，指針に基づくものとする。 

埋込金物における供用状態及び許容応力状態に対する許容応

力及び許容荷重を表4-16に示す。 

 

表4-16 埋込金物における供用状態及び許容応力状態の許容

応力及び許容荷重 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設にお

ける埋込金物の

違いはJEAG4601

(1987 6.6.4(3)

項)に示されてい

る「埋込金物の評

価方法(その1)」

「埋込金物の評

価方法(その2)」

のうち，「その2」

を採用したこと

による差異であ

るため，新たな論

点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る再処理施設の運転

状態としては，運転

時の状態，運転時の

異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故

時の状態であるた

め，運転状態に対す

る荷重の組合せを記

載しており，記載の

差異により新たな論

点が生じるものでは

ない。 

 再処理施設におけ

る埋込金物の設計
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(140／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：1.5ｆｂ
*，1.5ｆｔ

*及び1.5ｆｓ
*はJSME S NC1，SSB-3121.3

による。 

＊2：コンクリートの評価においては，せん断荷重はスタッドジ

ベルの評価荷重と同一であることから，許容値の関係よ

りスタッドジベルの評価で代表できる。圧縮評価におい

ても形状及び荷重伝達の観点から引張評価で代表できる

ことから引張荷重の評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

＊3：埋込板の評価では，コンクリート支圧による許容荷重が引

張荷重による許容荷重より大きいことから，引張荷重を

許容荷重として設定する。 

＊4：許容値は，常温における物性値を用いて算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1：コンクリートの圧縮応力が支配的の場合は圧縮応力につ

いて評価する。 

2：コンクリートの許容荷重は単位系の換算係数を用いて評価

する。 

3：許容値を算出する設計温度は常温を使用するものとする。 

4：埋込金物の最大使用荷重は，プレート，スタッド及びコンク

リートの評価のうち最も厳しい部位で決定する。 

5：ｆｔ は，ｆｔの値を算出する際に設計・建設規格 SSB-

3121.1(1)本文中「付録材料図表 Part5 表8 に定める値」とあ

るのを「付録材料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 倍の値」

と読み替えて計算した値とする。 

 

と し て は 先 行 炉

(PWR) と 同 様 で あ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法 (その

1)」「埋込金物の評

価方法(その2)」の

うち，「その2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 再処理施設設計と

しての設計に基づ

く整理。 

 なお，コンクリート

の評価に対し，引張

荷重のみ実施する

ことは先行炉(PWR)

も同様である。 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

るコンクリートの

設 計 は ， 先 行 炉

(PWR)と同様の対応

としており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(141／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(1)により規定

される値 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(2)により規定

される値 

ｆｂ：許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して

JSME S NC1 SSB-3121.1(3)により規定

される値 

Ｆｃ，Ａｃ，ｓｃＡ，Ｅｃ  (2)項の記号の定義による 

 

(2) 強度計算式 

a. 記号の定義 

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 
 

記号の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

 

Ｓｙ ：設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 

に規定される値 

 

Ｆｃ，Ａｃ，α，Ａ0，Ｅｃ，Ａｂ ：(2)項の記号の定義による 

 

 

 

 

(2) 強度計算式 

a. 記号の定義 

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のとおりとする。 

 
 

 

 第 2.5.5-1表の荷重

の組合せ欄を記載

に伴い記号の説明

を追加したもので

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている埋込

金物に対する強度

計算に使用する記

号を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(142／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 
 

b. 強度計算式 

埋込板には，支持架構より次の荷重が作用する。 

(a) 軸方向荷重 

(b) 曲げモーメント 

(c) せん断荷重 

(d) 回転モーメント 

以上の荷重により， 

Ⅰ ベースプレートには，(a)項と(b)項の荷重の組合せによ

り，曲げ応力が発生する。 

Ⅱ スタッドジベルには，(a)項と(b)項の荷重の組合せによ

り，引張応力が発生する。また，(c)項と(d)項の荷重の組合

せにより，せん断応力が発生する。 

Ⅲ コンクリートには，(a)項と(b)項の荷重の組合せにより，

引張応力が発生する。 

発生応力及び発生荷重は，「鉄骨柱脚部の力学性状に関す

る実験的研究(軸圧縮力と曲げモーメントを受ける場合)」

((社)日本建築学会，1982年)に基づき，次の計算式により求

める。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対

するものであり，記載のない形状についても，同様の計算式

で計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度計算式 

埋込金物の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す許容応力及び許容荷重は，許容応力状態ⅢＡ

Ｓにおける評価を例として記載したものであり，各評価部位の

供用状態に応じて適切な許容応力及び許容荷重を用いる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いている埋込

金物に対する強度

計算に使用する記

号を記載したもの

であるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におけ

る埋込金物の設計

と し て は 先 行 炉

(PWR) と 同 様 で あ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法 (その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(143／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

(Ⅰ) ベースプレートの計算式 

ⅰ ベースプレートの圧縮側の曲げ応力 

 

ここで 

 

(a) プレートの計算式 

 

 
 

 再処理施設におけ

る埋込金物の設計

としては先行炉

(PWR)と同様であ

り，発電炉との違

いについては，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金

物の評価方法(その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を

採用したことによ

る差異であるた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(144／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 ⅱ ベースプレートの引張側の曲げ応力 

 

 

(Ⅱ) スタッドジベルの計算式 

ⅰ スタッドジベルの引張応力 

 

 

ここで 

 

 

ⅱ スタッドジベルのせん断応力 

 

 

(Ⅲ) コンクリートの計算式 

ⅰ コンクリートのコーン状破壊における引張荷重 

 

 

なお，(Ⅰ)～(Ⅲ)項の計算で使用する，Ｘｎ及びｅを次

に示す。 

 

 

 

 

ここで，

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) スタッドの計算式(引張応力) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) コンクリートの計算式(せん断荷重) 

 
 

(d) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合のシアコ

ーン） 

 
 

(e) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合の支圧） 

 
 

 再処理施設におけ

る埋込金物の設計

と し て は 先 行 炉

(PWR) と 同 様 で あ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法 (その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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    発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(145／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 

 

 

c. 応力評価 

評価は，b項で求めた発生応力及び発生荷重が許容値以下であ

ることを確認する。 

(a) ベースプレートの評価 

 

 

(b) スタッドジベルの評価 

 

 

(c) コンクリートの評価 

 

 

 

 再処理施設におけ

る埋込金物の設計

と し て は 先 行 炉

(PWR) と 同 様 で あ

り，発電炉との違い

に つ い て は ，

JEAG4601(1987 

6.6.4(3)項)に示さ

れている「埋込金物

の評価方法 (その

1)」「埋込金物の評

価方法(その 2)」の

うち，「その 2」を採

用したことによる

差異であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(146／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 3. 耐震評価結果 

 本章に示す耐震評価結果は，標準支持間隔法により得られる支持点荷

重を用いて設計する支持構造物に適用する。 

 

 

 

3.1 支持構造物の耐震評価結果 

 

 各支持構造物について，定められた評価荷重に対して十分な耐震強度

を有することを確認した結果を示す。 

 なお，支持構造物は口径及び材質に応じた支持点荷重に対していずれ

も同等の耐震裕度となるよう設計しており，本項では代表的な型式に対

する耐震評価結果を示す。 

 

支持構造物における評価結果の纏め表を第3.1-1表に示す。 

 

第3.1-1表 支持構造物の評価結果纏め表＊ 

 
注記  ＊:各評価において定格荷重又は最大使用荷重を超えた場合でも

実際に使用される当該温度による個別の評価により，健全性の

確認を行うことが可能である。 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｓ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

5. 耐震評価結果 

 

 

 

 

 

5.1 支持構造物の耐震評価結果 

5.1.1 概要 

各支持構造物について，定められた評価荷重に対して十分な耐

震強度を有することを確認した結果を以下に示す。 

 

 

 

5.1.2 支持構造物の耐震評価結果 

支持構造物における評価結果の纏め表を表5－1に示す。 

 

表5－1 支持構造物の評価結果纏め表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：各評価において最大使用荷重を超えた場合でも実際に使用

される当該温度による個別の評価により，健全性の確認を行う

ことが可能である。 

 

 

 

• 耐震評価結果の適

用範囲を明記した

ものであり，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

• 本項に記載のない

支持構造物につい

ての記載内容を充

実化したものであ

り，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

• 先行炉における運転

状態Ⅰ～Ⅴに相当す

る再処理施設の運転

状態としては，運転

時の状態，運転時の

異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故

時の状態であるた

め，運転状態に対す

る荷重の組合せを記

載しており，記載の

差異により新たな論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.1-1表の荷重の

組合せ欄の記載に

伴い記号の説明を

追加したものであ

るため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

947



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(147／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(1/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(148／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(2/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(149／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(3/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
                                           

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(150／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-2 表(4/4) ロッドレストレイント 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(151／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(1/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(152／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(2/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(153／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(3/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(154／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(4/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(155／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(5/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(156／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(6/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(157／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(7/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(158／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(8/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(159／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(9/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(160／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(10/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(161／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-3 表(11/11) オイルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(162／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(1/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

963



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(163／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(2/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(164／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(3/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(165／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(4/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(166／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(5/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

967



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(167／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(6/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

968



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(168／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(7/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

969



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(169／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(8/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

970



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(170／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(9/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

971



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(171／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(10/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

972



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(172／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(11/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

973



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(173／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(12/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

974



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(174／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(13/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 
 

 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

975



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(175／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-4 表(14/14) メカニカルスナバ 強度評価結果 

 

 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

976



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(176／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(1/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

977



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(177／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(2/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

978



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(178／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(3/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

979



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(179／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(4/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

980



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(180／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(5/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

981



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(181／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(6/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

982



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(182／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(7/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

983



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(183／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(8/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

984



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(184／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(9/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

985



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(185／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(10/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

986



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(186／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(11/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

987



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(187／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(12/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

988



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(188／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(13/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

989



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(189／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(14/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

990



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(190／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-5 表(15/15) スプリングハンガ 強度評価結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

991



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(191／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

992



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(192／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

993



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(193／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

994



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(194／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

995



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(195／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

996



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(196／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

997



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(197／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

998



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(198／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

999



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(199／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1000



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(200／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1001



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(201／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1002



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(202／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1003



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(203／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1004



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(204／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1005



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(205／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1006



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(206／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1007



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(207／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1008



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(208／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

1009



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(209／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
   

 
 

 
 

 

 再処理施設におい

て用いていない支

持構造物であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

1010



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(210／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-6 表 標準ラグの耐震計算結果 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1011



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(211／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-7 表 標準 Uボルトの耐震計算結果 

 

 
 

 

 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1012



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(212／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
 第 3.1-8 表 標準 Uバンドの耐震計算結果(ボルト材料 未満

， 以上 ，パイプバンド材料

 
 

  

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

1013



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(213／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(1/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1014



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(214／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(2/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1015



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(215／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(3/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1016



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(216／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(4/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1017



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(217／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(5/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

1018



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針】(218／258) 

別紙４－11 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－11－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１２－１ 
  

第 3.1-9 表(6/18) 支持架構の耐震計算結果 

 
 

 
 

 

 
 

 

 2 項で示している支

持構造物の耐震評

価結果を型式ごと

に記載しており，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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